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はじめに

　ＬＰガスの事故は、マイコンメー夕、ヒューズガス栓及びガス漏れ警報器等の安全器具の普及により、
消費者ミスによる事故が大幅に減少しましたが、販売事業者（保安機関）の不適切な措置や維持管理
に問題のある事故が多く見られたことから、『点検・調査』の適切な実施と基準に適合しない設備の改善
等、維持管理を適切に実施することが求められています。
　このため、平成12年度の通商産業省委託事業において保安業務区分の「周知」、「緊急時連絡」及び
「緊急時対応」に関する保安業務ガイドを各々作成しましたが、平成13年度の経済産業省委託事業に
おいて保安業務区分の「供給開始時点検・調査」、「容器交換時等供給設備点検」、「定期供給設備点検」
及び「定期消費設備調査」に関する保安業務ガイドとして「点検・調査」を作成し、本シリーズに追加しま
した。
本書は、保安機関並びに液化石油ガス販売事業者が「点検・調査」時に実施すべき、法令で規定された

事項及び保安の確保に必要不可欠と考えられる事項について、より具体的な業務上のポイントをわかり
やすくとりまとめております。
なお、法令改正に伴う改訂、年度替わりに伴う更新等を適宜行っており、本書での法令条文等は、

令和５（2023）年４月１日時点の法令を基にしております。
また、本書では、保安業務の理解を深めていただくことを優先にした記述・表記等にしていますので

液化石油ガス法以外の事項が適宜含まれることを承知していただくとともに、法令等の正確な表記等
については、法令集等をご参照ください。

本書の編集等について

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年12月28日法律
第149号、以下、「液化石油ガス法」という。）は、平成８年３月31日に改正法が公布され、
平成９年４月１日に施行されました。これにより保安機関制度が創設され、３年間の経過措置
期聞を経て、平成12年４月１日より全面施行されました。それ以後、保安機関の専業化による
保安技術の高度化、保安サービスの向上等、液化石油ガスによる災害を防止するために、
保安業務の的確な遂行が求められています。
　平成８～11年度に液化石油ガスにおける保安業務７区分について、主として「法規編」の
解説書を作成し、法令の周知・徹底を図って参りましたが、平成12年度より保安業務区分
ごとに業務手順を解説したガイドブックとして『保安業務ガイド』を作成し、シリーズ化しま
した。
本シリーズは、保安機関並びに液化石油ガス販売事業者が保安業務を的確に遂行するため

に参考としていただくものとして纏めておりますので、活用していただければ幸いです。





も  く  じ

１．点検・調査の区分
２．点検・調査の保安業務と販売事業者
３．点検・調査項目及び回数
４．点検・調査を行える者
５．点検・調査に必要な機器類
６．点検・調査の業務における相関
７．保安機関の責務
８．委託契約等の締結
９．基準に適合していない設備の取扱い
10．記録
11．教育訓練

1

2

3

7

7

8

8

11

13

14

15

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・第１章 点検・調査の保安業務 1

第２章 容器交換時等供給設備点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

１．１年に１回以上の定期供給設備点検
２．４年に１回以上の定期供給設備点検

第３章 定期供給設備点検

23

25

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

１．消費設備調査の概要
２．消費設備調査の方法
３．給排気
４．警報器
５．手動復帰式自動ガス遮断器

第４章 定期消費設備調査

39

39

44

63

65

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

第５章 質量販売と保安業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 67

第６章 バルク供給設備に係る保安業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 75

参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 93





このテキストで用いた法令名等の略称とその正式名称は、次のとおりです。
▼「法」又は「液化石油ガス法」 
　→　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
　　（昭和４２年１２月２８日　法律第１４９号） 
▼「施行令」又は「液化石油ガス法施行令」
　→　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令
　　（昭和４３年２月７日　政令第１４号）
▼「規則」、「施行規則」又は「液化石油ガス法施行規則」 
　→　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 
　　（平成９年３月１０日　通商産業省令第１１号） 
▼「保安業務告示」
　→　保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示
　　（平成９年３月１３日　通商産業省告示第１２２号）
▼「供給・消費・特定供給設備告示」
　→　供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示
　　（平成９年３月１３日　通商産業省告示第１２３号）
▼「強制排気式燃焼器告示」
　→　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に基づき強制排気式の燃焼器を定める件
　　（平成１９年３月１３日　経済産業省告示第６５号）
▼「屋内設置告示」
　→　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定に基づき
　　　容器を屋外に置くことが著しく困難な場合を定める件
　　（平成9年3月25日　通商産業省告示第142号）
▼「認定販売事業者告示」
　→　液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示
　　（平成9年3月13日　通商産業省告示第121号）
▼「通達」
　→　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準について
　　（20190308保局第5号 平成31年3月15日　経済産業省大臣官房商保審発各経済産業局長、内閣府沖縄総合事務局長、
　　各産業保安監督部長及び各都道府県知事宛）
▼「例示基準」
　→　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準の運用について
　　（20210203保局第1号 令和3年2月25日）
▼「器具省令」
　→　液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令
　　（昭和４３年３月２７日　通商産業省令第２３号）
▼「特定保守製品省令」
　→　経済産業省関係特定保守製品に関する省令
　　（平成20年3月28日　経済産業省令第26号）
▼「特監法」
　→　特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
　　（昭和５４年５月１０日　法律第３３号）
▼「特監則」又は「特監法施行規則」
　→　特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
　　（昭和５４年１０月１１日　通商産業省令第77号）
▼「消安法」
　→　消費生活用製品安全法
　　（昭和４８年６月６日　法律第３１号）
▼「消安則」又は「消安法施行規則」
　→　消費生活用製品安全法施行規則
　　（昭和４９年３月５日　農林省・通商産業省令第１号）
▼「高圧法」又は「高圧ガス法」
　→　高圧ガス保安法
　　（昭和２６年６月７日　法律第２０４号） 
▼「液石則」
　→　液化石油ガス保安規則
　　（昭和４１年５月２５日　通商産業省令第５２号）
▼「ガス事業法」
　→　ガス事業法
　　（昭和２９年３月３１日　法律第５１号）
▼「青本」→ ＬＰガス設備設置基準及び取扱要領（KHKS 0738）[高圧ガス保安協会発行]
▼「黒本」→ ガス機器の設置基準及び実務指針[（一財）日本ガス機器検査協会発行]
▼「ガス警報器」→ 平成22（2010）年よりガス警報器工業会では、「ガス漏れ警報器」を「ガス警報器」と呼称統一

【凡例】





供給開始時点検・調査

点検・調査に関連する保安業務は、供給開始時点検・調査、容器交換時等供給設備点検、定期供給設備
点検及び定期消費設備調査の４区分である。しかしながら、点検・調査事項は下図のとおりの構成となって
いるため、容器交換時等供給設備点検、定期供給設備点検及び定期消費設備調査の区分の認定を受けた
保安機関は供給開始時点検・調査の区分の認定を受けなくても行うことができる。

１．点検・調査の区分

供給開始時には容器交換時等供給設備点検、定期供給設備点検及び定期消費設備調査の項目をすべて行う。
（規則第36条 第１項 第１号の点検及び第37条第１号の調査）   

第１章　点検・調査の保安業務

●規則第37条 第1号の表ロ（1）
（質量販売）

●規則第37条 第１号の表イ（１）及び（２）
●規則第37条 第１号の表ロ（２）及び（３）
　　　　　　（質量販売）  

●規則第36条 第1項 第1号の表イ（1）
●規則第36条 第1項 第1号の表ロ（1）
●規則第36条 第1項 第1号の表ハ（1）
●規則第36条 第1項 第1号の表ニ（1）

●規則第36条 第1項 第1号の表イ（２）～（４）
●規則第36条 第1項 第1号の表ロ（２）～（４）
●規則第36条 第1項 第1号の表ハ（２）～（４）
●規則第36条 第1項 第1号の表ニ（２）～（４）

容器交換時等供給設備点検

定期消費設備調査

定期供給設備点検

供給設備と消費設備の範囲参考

LPガス
容器 調整器 ガス

メーター 湯沸器 ガス
コンロ ふろがま

供給設備 消費設備 

体積販売

LPガス
容器 調整器 ガス

コンロ

消費設備 

質量販売
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第
1
章
　
点
検
・
調
査
の
保
安
業
務

供給設備点検に係る記載範囲
供給設備の貯蔵方式としては容器、貯槽、
バルク容器及びバルク貯槽があり、貯蔵能力によって点検項目も異なる。

３トン以上10トン未満
特定供給設備 （規則第36条第１項第１号表ハ）

供給設備 （規則第36条第１項第１号表イ）
１トン未満 １トン以上３トン未満

容器

３トン以上10トン未満
特定供給設備 （規則第36条第１項第１号表ニ）
１トン未満 １トン以上３トン未満

バルク容器

供給設備 （規則第36条第１項第１号表ロ）

１トン以上10トン未満
特定供給設備 （規則第36条第１項第１号表ハ）

貯槽

１トン以上10トン未満
特定供給設備 （規則第36条第１項第１号表ニ）

１トン未満

１トン未満

バルク貯槽

供給設備 （規則第36条第１項第１号表ロ）

供給設備 （規則第36条第１項第１号表イ）

本ガイドでは容器による供給設備
について解説します。 
バルク供給設備については第６章
に掲載しています。
（貯槽については省きます。）

保安を確保するため、販売事業者は以下の２とおりの方法のいずれかで点検・調査の業務を行わなければ
ならない。

２．点検・調査の保安業務と販売事業者

販売事業者が自ら保安業務を行う場合

消費者販売事業者
（保安機関）

安全・安心
保安業務

保安業務を他の保安機関に委託する場合

消費者保安機関販売事業者

委託 安全・安心

保安業務
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点検・調査項目毎の実施回数に関し、供給設備点検については表１－１～３に、消費設備調査については
表１－４～５に各々記載した。

３．点検・調査項目及び回数（貯蔵設備が容器の場合）

（１）供給設備
①貯蔵能力１トン未満

点検項目

定期供給設備点検
認定事業者※1､2

５
年
に

1
回

参
照
ペ
ー
ジ

10
年
に

1
回

4
年
に
1
回

1
年
に
1
回

設置場所
火気までの距離
充てん容器の腐しょく防止措置
充てん容器の温度上昇防止措置
充てん容器の転落、転倒、流出防止措置
バルブ等の損傷防止措置
バルブ・集合装置・供給管・ガス栓の欠陥（容器から調整器まで）
調整器の欠陥及び液化石油ガスの適合性
地下室等に係る供給管の漏えい試験
白ガス管等の埋設管漏えい試験
地下室等に係る供給管の緊急遮断装置
（300kg以上の貯蔵設備に係る供給管に限る）
バルブ・集合装置・供給管・配管及びガス栓の欠陥
（調整器からガスメーターまで）
バルブ・集合装置・供給管及び配管の腐しょく防止措置
バルブ・集合装置・気化装置・供給管及び配管の漏えい試験
燃焼器の入口圧力
危険標識
調整器の調整圧力及び閉そく圧力

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P17

P17

P19

P19

P20

P20

P21

P22

P23

P23

P24

P27

P28

P28

P31

P36

P33

供
給
開
始
時

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○
○
○
○
○

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

―

―
―
―
○
―

○
○
○

○

○
○
○

○

○
○

○

○

○
○
○
○
○

容
器
交
換
時

○
○
○
○
○
○
○
○

表1-1
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※1：認定液化石油ガス販売事業者、※2：留意事項（P.3）「❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置」参照
※3：留意事項（P.3）「参考」参照

※2

留 意 事 項

▼充てん容器等の交換時（充てん容器等交換が毎月１回
以上行われる場合にあっては毎月１回以上）【規則36条
表中イ】

　・容器交換が毎月複数回の場合 → 毎月１回でも可
　・容器交換が毎月ない場合 → 容器交換時で可
▼「充てん容器等の交換時（充てん容器等交換が毎月１回
以上行われる場合にあっては毎月１回以上）は、容器交
換時とは別に月１回の検針時をもって点検を実施しても
差支えない。【通達（規則関係）第36条第４項】

参考

※3

❶供給設備点検の点検項目と点検の回数（規則第36条第１項）、消費設備の調査項目と調査の回数（規則第37条第１項）が
　定められている。
❷点検・調査は、以下の回数（頻度）で実施する（災害その
　他やむを得ない事由により点検を行うことが困難である
　ときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間
　に一回以上点検を行うものとする。（以下同じ））。
　１）供給開始時（全項目）
　２）容器交換時（｢参考｣参照）
　３）１年に１回以上
　４）４年に１回以上
❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置
　１）第一号認定液化石油ガス販売事業者に限る。
　２）10年に１回以上（規則第50条第２号）
　３）５年に１回以上（規則第50条第３号） 但し、以下の要件を満たすこと。

認定対象消費者が設置する燃焼器（飲食店以外の場合にはガス湯沸器、ガスふろがま、ガスストーブに係る燃焼器に
限る。）の全てが以下のいずれかの要件を満たした場合。
イ．ＣＯ警報器を設置し､ガスメーターと連動して遮断できること。
ロ．不完全燃焼防止装置が付けられていること。
ハ．燃焼器が屋外式のものであること。（排気筒を屋内に設置する場合は、当該室内をイ．の基準とすること。）

❹次回の点検・調査の実施期限日に関し、消費者ごとに基準日を設け、その基準日の前４月以内に実施すれば、基準日に点検・
　調査を実施したこととみなされる。（規則第36条第１項第２号、規則第37条第２号）



②貯蔵能力１トン以上３トン未満 表1-2
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定期供給設備点検
4
年
に
1
回

1
年
に
1
回

点検項目
参
照
ペ
ー
ジ

供
給
開
始
時

火気を取扱う施設までの距離
充てん容器の腐しょく防止措置
充てん容器の転落、転倒防止措置
バルブ等の損傷防止措置
バルブ・集合装置・供給管・ガス栓の欠陥（容器から調整器まで）
調整器の欠陥及び液化石油ガスの適合性
地下室等に係る供給管の漏えい試験
白ガス管等の埋設管漏えい試験
地下室等に係る供給管の緊急遮断装置
保安物件との距離
滞留防止措置
さく、へい等
警戒標
消火設備
屋根又は遮へい板
バルブ・集合装置・供給管・配管及びガス栓の欠陥
（調整器からガスメーターまで）
バルブ・集合装置・供給管及び配管の腐しょく防止措置
バルブ・集合装置・気化装置・供給管及び配管の漏えい試験
燃焼器の入口圧力
危険標識
調整器の調整圧力及び閉そく圧力

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

P18

P19

P20

P20

P21

P22

P23

P23

P24

P25

P26

P26

P26

P27

P27

P27

P28

P28

P31

P36

P33

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○
○
○

○
○
○

○

○
○
○

○

○
○
○
○
○
○

○

○
○
○
○
○
○

○

○
○
○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○

５
年
に

1
回

10
年
に

1
回

※1：認定液化石油ガス販売事業者、※2：留意事項（P.3）「❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置」参照
※3：留意事項（P.3）「参考」参照

認定事業者※1､2

※2

容
器
交
換
時
※3



③貯蔵能力３トン以上10トン未満 表1-3

5

定期供給設備点検
4
年
に
1
回

1
年
に
1
回

点検項目
参
照
ペ
ー
ジ

供
給
開
始
時

火気を取扱う施設までの距離
充てん容器の腐しょく防止措置
充てん容器の転落、転倒防止措置
バルブ等の損傷防止措置
バルブ・集合装置・供給管・ガス栓の欠陥（容器から調整器まで）
調整器の欠陥及び液化石油ガスの適合性
地下室等に係る供給管の漏えい試験
白ガス管等の埋設管漏えい試験
地下室等に係る供給管の緊急遮断装置
保安物件との距離
保安物件に対する障壁
滞留防止措置
さく、へい等
警戒標
消火設備
屋根又は遮へい板
バルブ・集合装置・供給管・配管及びガス栓の欠陥
（調整器からガスメーターまで）
バルブ・集合装置・供給管及び配管の腐しょく防止措置
バルブ・集合装置・気化装置・供給管及び配管の漏えい試験
燃焼器の入口圧力（通常の供給設備の点検項目）※4

危険標識
調整器の調整圧力及び閉そく圧力

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

P18

P19

P20

P20

P21

P22

P23

P23

P24

P25

P25

P26

P26

P26

P27

P27

P27

P28

P28

P31

P36

P33

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○
○
○

○
○
○

○

○
○

○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○

５
年
に

1
回

10
年
に

1
回

※1：認定液化石油ガス販売事業者、※2：留意事項（P.3）「❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置」参照
※3：留意事項（P.3）「参考」参照
※4：法令に規定された点検項目ではないが、自主保安として供給設備（貯蔵能力3トン未満）と同様に点検することが望ましい。

認定事業者※1､2

※2

容
器
交
換
時
※3



（２）消費設備
①体積販売

調査項目

地下室等に係る配管の漏えい試験
白ガス管等の埋設管漏えい試験
地下室等に係る末端ガス栓と燃焼器の接続方法
配管、ガス栓及び末端ガス栓と燃焼器の間の管の欠陥
配管の腐しょく防止措置
配管の漏えい試験
燃焼器の入口圧力
気化装置の手動復帰式自動ガス遮断装置
末端ガス栓と燃焼器の接続方法
予備ガス栓の取扱い
燃焼器の適合性
警報器
開放式湯沸器の給排気
半密閉式燃焼器の給排気
密閉式燃焼器の給排気
燃焼器具の製造者又は輸入者の名称、型式、製造年月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

■

P23

P23

P39
P27・39

P28

P28

P31

P65

P39

P40

P42

P63

P45

P48

P53

P14

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

表1-4

②質量販売

腐しょく防止措置
温度上昇防止措置
充てん容器等の転落、転倒、流出防止措置（5L以下の容器は除く。）
バルブ等の損傷防止措置（5L以下の容器は除く。）
調整器の欠陥及びＬＰガスに適合
調整器の調整圧力及び閉そく圧力
燃焼器の適合性
燃焼器具の製造者又は輸入者の名称、型式、製造年月

1

2

3

4

5

6

7

■

P69

P69

P69

P69

P69

P69

P69

P14

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

表1-5

イ．内容積20L以下の容器、内容積20L超25L以下（カップリング付容器用弁を有する）で
硬質管と接続されていない容器による消費及び移動消費

ロ．イ．以外による消費（移動消費は除く。）

○
○
○

○
○

○
○
○

○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

内容積20Ｌ超の場合は、
体積販売に係る点検・調査
項目と同等です。
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※1：認定液化石油ガス販売事業者、※2：留意事項（P.3）「❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置」参照
※3：留意事項（P.3）「参考」参照

※1：認定液化石油ガス販売事業者、※2：留意事項（P.3）「❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置」参照

定期消費設備調査
4
年
に
1
回

1
年
に
1
回

参
照
ペ
ー
ジ

供
給
開
始
時

５
年
に

1
回

10
年
に

1
回

調査項目

定期消費設備調査
4
年
に
1
回

1
年
に
1
回

参
照
ペ
ー
ジ

L
P
ガ
ス
の

引
渡
し
時

L
P
ガ
ス
の

最
初
の
引
渡
し
時

５
年
に

1
回

10
年
に

1
回

認定事業者※1､2

※2

認定事業者※1､2

※2

容
器
交
換
時
※3



資格者

※1　平成12年４月１日以降の資格取得者、又は再講習を修了した者
※2　質量販売に係る容器・調整器まわりの事項のみ（規則第18条第1号及び第20号イの事項）
※3　6ヶ月以上の実務経験が必要

●保安業務用機器※1

自記圧力計又はマノメータ
漏えい検知液
ボーリングバー
ガス検知器
一酸化炭素測定器
緊急工具類

二連球ポンプ
ガス栓付き三方継手
ゴム管
ゴムキャップ
ホースバンド
埋設管腐食測定器
液化石油ガス設備点検調査票※2
ご不在連絡票
身分証明書（資格免状、修了証）
など

漏えい検知液機械式自記圧力計

※1

※2

※1

図1-1　点検に必要な機器類

電気式ダイヤフラム式
自記圧力計

一酸化炭素測定器ボーリングバー ガス検知器

点検・調査を行える者は下表のとおりである。
なお、バルク供給に係る保安業務実施者については、P73「2.点検の実施者」を参照してください。

４．点検・調査を行える者

５．点検・調査に必要な機器類

液化石油ガス設備士免状の交付を受けた者

製造保安責任者免状の交付を受けた者

販売主任者免状の交付を受けた者

業務主任者の代理者の資格を有する者

充てん作業者

協会が行う講習修了者（いわゆる保安業務員）

協会が行う講習修了者（いわゆる調査員）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

容器交換時等
供給設備点検

定期供給
設備点検

定期消費
設備調査

表1-6

※3

※3

●その他

7

※１ 機器類の維持管理は、参考資料の「１．保安点検器具の維持管理例」（P.90）を
　　参照してください。
※２ 調査票は、タブレット等を活用することが可能



参考 ▼販売事業者は、
　・保安機関に保安業務を委託する場合、委託する保安機関の保安業務の方法及び内容等を
　　把握し、的確な点検・調査が実施されるよう契約に明記する。
　・保安業務を委託しても、委託した点検・調査の実施及び結果を確認する。
　・供給設備に不適合な事項が判明した場合は、ただちに改善する。
　・消費設備に不適合な事項が判明した場合は、消費者に対し改善のための提案・啓発を行う。

７．保安機関の責務

６．点検・調査の業務における相関

点検・調査は下図のような業務分担となる。

消費設備は、販売事業者、消費者及び保安機関の三者の連携で
維持管理される。図1-2　業務分担

供給設備

販売事業者

保安機関 供給設備 

連絡
通知

点検

改善及び
維持管理

①

②

③

④
委託

消費設備

販売事業者

保安機関

適合命令

通報 

消費者
連絡

①
③

通知③

調査②

委託

④啓発 都道府県

消費設備

維持管理
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点検・調査を行う保安機関は、以下の事項について法令上の責任を負う。

供給設備の点検及び消費設備の調査の実施スケジュールをたて、法令等で規定された回数（期限内）
での実施に責任を負う。

（１）

受託した保安機関が、法令で規定された頻度で調査を行っていなかった消費者宅でガス事故が発生
した。原因はガス漏えいで、法令で規定された頻度で調査を行っていれば防ぐことができた。責任は？

１

参考 委託した販売事業者の業務主任者等が実施されたこと及び結果について確認する方法
　①委託した消費者への点検・調査計画を受領し、漏れがないことを確認する。
　②点検・調査結果の報告を受け、実施されたこと及び結果を確認する。

保安機関が法令に基づく調査を行っていなかったため、責任は保安機関が負うこととなる。
なお、委託した販売事業者の業務主任者等も実施及び結果の確認をしなかったこととなり
責任を問われる。

１

8

※点検・調査の業務フローは、参考資料の「２．保安機関の点検・調査業務フロー図（例）」（P.94）を参照してください。



参考 不適の連絡を受けた販売事業者が経過措置で適と判断した場合は、
①消費者に状況を説明するとともに改善を勧めることが望ましい。
②再調査を保安機関に委託している場合は、保安機関に再調査不要を連絡する。
　また、販売事業者自らが保安機関の場合は、保安業務規程又は実施細則等にその取扱い
　を明記した方が良い。

保安機関は点検・調査の内容及び結果に責任を負う。（２）

受託した保安機関の点検調査員が、ガス漏れを見落としたため事故が発生した。責任は？３
保安機関が責任を負うこととなる。したがって、保安機関は従業員教育及びマニュアルの整備
などを的確に行う必要がある。また、点検調査員は有資格者であり、個人にも責任が及ぶおそれ
がある。

３

保安機関が点検・調査する場合の期限管理の方法はどうしたらよいのか。また、前回実施日に対
して今回実施日のプラスマイナスの扱いはどうすればよいのか。

２

保安機関が期限管理する方法として以下の方法が考えられる。
消費者ごとに基準月日を設け、その基準日の前４ヶ月以内に実施すれば、基準月日に実施
したこととみなされる。一般に、基準月日は供給開始時点検・調査の実施月日となる。
【規則第36条第１項第２号】

２

受託した保安機関が設備の点検・調査を行ったところ、現行の法令では基準に適合していないが、
経過措置では適合している場合はどうすべきか。

５

保安機関は、あくまで現行法令に基づく基準、保安業務規程及び委託契約などに基づき実施
するのが望ましい。経過措置の適用については販売事業者の責任において判断すべきである。

５

保安機関が夏期に消費機器の調査を行ったところ、ストーブ
など季節使用の燃焼器具がしまわれていたため調査しない
で良いか。

４

保安機関は、消費者に所有する燃焼器具が他にないか、
口頭でも確認し、ある場合は調査する。

４

（例）2022.4.1に供給開始時点検・調査を実施した場合4月１日を基準日とし、４年に１回以上
　　の定期点検・調査は、2025.12.1から2026.4.1までに行う。

2022.4.1

供給開始時
点検・調査

2026.4.12025.12.1

4年に1回以上の
定期点検・調査

4月1日を基準日とする 点検・調査期間

9



消費者及び販売事業者への結果の通知及び連絡についても責任を負う。（３）

①供給設備の点検の結果、技術上の基準に適合しないときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するよう
にするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果を販売事業者に通知する。

②消費設備の調査の結果、技術上の基準に適合しないときは、消費者に対し基準に適合するようにする
　ためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果を通知する。
③点検・調査の結果については、保安機関は販売事業者に保安業務規程及び委託契約等に基づき連絡
　する。

その他（４）

委託契約書に追記されている事項についても責任を負う。

受託した保安機関が、法令、保安業務規程及び委託契約で規定されていない事項について不適合
を見つけた場合、保安機関として通知・連絡・措置をどうすれば良いか？

６

保安業務は、あくまで法令、保安業務規程及び委託契約
などに基づき実施するものである。しかしながら、液化
石油ガスに関わるプロとして液石法上の責務が免除され
るとはいえないので、消費者及び販売事業者に対し法定
事項では合格であるが、設備の安全上改善すべき事項
として通知・連絡はもとより、場合によっては応急措置を
すべきであろう。

６

点検・調査結果を保安業務規程及び委託契約書等に基づき販売事業者に通知・連絡することを
おこたった場合の責任は？

７

保安業務規程及び委託契約書等に違反したのであり、保安機関が責任を大きく負うと考え
られる。
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Ｓ型マイコンメータが設置された消費者の点検・調査に当たって、販売事業者から２ヶ月に１回
以上の漏えい検知装置及び圧力検知装置の警報表示の有無を確認しているから自記圧力計等
による漏えい試験及び調整圧力・閉そく圧力・燃焼器入口圧力の確認は不要と指示を受けた場合
どうすべきか。

８

Ｓ型マイコンメータ等の漏えい検知装置及び圧力検知装置による
漏えい試験及び調整圧力・閉そく圧力・燃焼器入口圧力の確認の
方法は例示基準第29節及び第30節で示されています。保安機関
として運用（採用）するか否かを決める必要があると考えます。
従って定期供給設備点検及び定期消費設備調査において運用
（採用）する場合は、例示基準第29節及び第30節に規定されて
いるそれらの装置の管理並びにその運用等に係る責任分担を、
委託者である液化石油ガス販売事業者との間で明確にしておく
ことが必要であると考えます。
なお、契約により責任分担を明確にした場合、販売事業者は２ヶ月
に１回以上の警報表示の有無を確認し、記録を１年間保存します。

８

図1-3　Ｓ型マイコンメータ

保安機関が保安業務を的確に実施するためには、基本的事項以外に事務処理等、以下の事項について、
販売事業者と委託契約書等で定めておくことが必要です。
 （１）消費者のリスト及び情報の内容並びにその授受方法
 （２）消費者の増減及び設備の変更の連絡の方法
 （３）点検・調査項目及び方法等の特記事項

８．委託契約等の締結

（４）法定点検・調査事項以外の取扱い
（５）結果等の連絡・通知の方法
（６）再調査の取扱い
（７）不在・拒否への対応

受託した保安機関が点検・調査のため消費者宅を訪問したが、消費者に点検・調査を拒否された。
保安機関はどうすべきか。

９

保安機関は、消費者の拒否にあい、点検・調査ができなかったので責任を問われることはない
が料理飲食店、旅館、学校、病院その他これらに類する施設（以下「業務用施設」という。）に
おける点検・調査の実施について承諾が得られない場合には、販売事業者に対して協力要請し、
販売事業者は承諾が得られるように努めること。
なお、消費者の拒否により点検・調査を行わなかった場合、帳簿に記載しなければならない。

点検・調査を行わなかった場合の帳簿記載事項
・一般消費者等の氏名又は名称及び住所
・承諾を求めた者の氏名
・承諾を求めた年月日

９

11



受託した保安機関が点検・調査のため消費者宅をたびたび訪問したが、消費者等が不在のために
点検・調査できなかった。どうすべきか。

10

法令上、不在にともなう点検・調査の免除又は延長等は、通達（別添１）第３４条（保安機関
の業務等）関係（20190308保局第５号　平成31年3月15日制定）に定められている。
当該規程に基づき、保安機関は、あらかじめ点検・調査の日時を連絡したり、一般消費者等
に都合が良い調査日時を設定したり、前回と別の曜日に再訪問を行うなど、訪問時に不在
である確率を減らすための工夫を行うこと。
なお、消費設備調査については、3回以上訪問しても消費者等から連絡等がない場合、

調査拒否と同様の取扱いとすることができるが（Q＆A9参照）、この場合にあっては、消費者
等先に訪問した際の記録＊1,2を残すこと。（Q＆A11参照）
＊1　ガスメーター、電気メーター、水道メーターの指針記録等
＊2　連絡用往復はがき（不在連絡票）等の控え

10

保安機関は、不在の消費者に対し、いかに対応するのが望ましいのか。11
基本的には、保安業務規程又は実施細則等でその対処方法を規定し、保安機関の責任に
おいて対処せざるをえない。一般的な運用例を図1-4に示す。

11

図1-4

運用例

※1　点検不能の場合、受託契約書の内容等により販売事業者へ戻す等の処理を行う。
※2　調査不能の場合、受託契約書の内容等により販売事業者へ戻す等の処理を行うとともに、保安業務
　　  実施状況報告（様式2）＊に、拒否数、不在数を記載する。
※3　可能な範囲で実施することが望ましい
※4　最初の不在時から使用して3回分を保管することが合理的

＊通達（別添４）規則第132条（報告）関係（20190308保局第５号　平成31年3月15日制定）
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連絡用往復はがき等の投函※4
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供給設備（１）
販売事業者は供給設備の維持管理をしなければならない。従って、保安機関が基準に適合していない
と判定したものについては、販売事業者は改善しなければならない。なお、どのように対応するかは販売
事業者の責任で行う。

消費者は、自ら所有又は占有する消費設備について日常維持管理する
ことになっている。従って、保安機関が基準に適合していないと判定した
ものについては、消費者が自己責任において対応するため、販売事業者
等は改善を強いることはできないが、安全のための提案・啓発を消費者
にしなければならない。また、消費設備については、再調査義務が課せ
られているため、以下の対応をしなければならない。

消費設備（２）

再調査（規則第37条第3号ロ）
①保安機関は、基準に適合するようにするためにとるべき措置等について通知をした日から１月を
経過した日以後５月以内に当該通知事項について再び調査を行わなければならない。
②ただし、前述①の調査を行った場合は、以降、当該通知事項についての調査を行う必要はない。
③なお、当該通知事項が改善されるまで、当該通知事項について１年に１回以上の通知は行わなけ
ればならない。

９．基準に適合していない設備の取扱い

保安機関が設備を点検・調査したところ、基準に適合していないため通知及び連絡を行った。
設備改善及び再調査等は販売事業者で行うとのことであったため、その後の措置については全く
関知しなかったところ、その改善がなされず事故に至った。保安機関はどこまでフォローしなけれ
ばならないのか。

12

保安機関は、あくまで法令、保安業務規程及び委託契約などに基づき点検・調査を実施し、
通知及び連絡を確実に実施するのが責務である。従って、その後の改善についての責務は
ないと考える。しかしながら、再調査の業務を受けている場合は、販売事業者との連絡を密
にして、設備が技術上の基準に適合していることを再調査しなければならない。

12

供給開始時に設備が技術上の基準に適合していないと点検・調査の結果判明した場合、販売事業者
はどうすればよいのか。

13

供給開始は、供給設備及び消費設備ともに技術上の基準に適合していない限りできないと
考える。従って、販売事業者は、設備を技術上の基準に適合させるように改善したのちに、
供給開始すべきである。このことから、供給開始時点検・調査は販売事業者が保安機関として
行うのが最も効率的であるといえる。

13

13



供給開始時調査及び定期消費設備調査時の帳簿記載事項に燃焼器の製造者又は輸入者、型式
及び製造年月が追加されたが、型式等確認が困難な場合はどうすればよいのか。

14

長期使用の燃焼器などで表示ラベル、刻印等で型式の特定が困難な場合又は設置状況に
より燃焼器を取り外さないと特定が困難な場合には「不明」として帳簿に記載することもやむ
を得ないものとする。ただし、製造者等に照会の上、不足情報について把握することが望ま
れる。また、調査未実施の燃焼器との違いを明確に確認できるようにしておくこと。
なお、燃焼器の全部を取り外し、再度設置する場合は、「特定ガス消費機器の設置工事の監督
に関する法律（特監法）」に抵触するおそれがあることに留意すること。

14

10．記録（規則第131条）
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保安機関及び委託した販売事業者は、法令に基づき帳簿を備え、点検・調査業務に関する事項を記録する
必要がある。

●保安機関が記録すべき事項
①点検・調査に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所
②点検・調査を行った者の氏名
③点検・調査の結果
④点検・調査の実施又は通知をした場合は、その内容
⑤点検・調査又は通知の年月日
⑥調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称
⑦調査に係る燃焼器の型式及び製造年月
⑧点検・調査を行わなかった場合（法第34条ただし書きによる）
・一般消費者等の氏名又は名称及び住所
・承諾を求めた者の氏名
・承諾を求めた年月日

●委託したＬＰガス販売事業者が記録すべき事項
　①委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所
　②委託を行った保安機関の氏名又は名称及びその事業所の所在地
　③保安業務の結果
　④供給設備が法第16条の２第１項の技術上の基準に適合しないものであった場合は、それに対して
　　講じた措置の内容
　⑤消費設備が法第35条の５の技術上の基準に適合しないものであった場合は、その消費設備の所有者
　　又は占有者に通知した内容
　⑥保安業務を行った年月日

●保存期間
　記載の日から２年間保存する。ただし、次に実施されるまでの期間が２年を超えるものは次回の実施
　日まで。（販売事業者が保安機関として自ら行う販売事業に係る保安業務を実施する場合も同様）

●帳簿
　記録すべき事項は、書面による保存に代えて、パソコン等を活用した
　電子データによる保存もできる。（次ページ「参考」参照）



教育訓練の目的（１）
供給開始時点検・調査、容器交換時等供給設備点検、定期供給設備点検及び定期消費設備調査は、ＬＰ
ガスによる事故を未然に防ぐために行う重要な確認作業であり、下記の目的を持っている。

・法令で規定された技術上の基準を満足していることの確認
・設備、機器類の使用状況の確認
・事故未然防止のための消費者への情報提供と管理方法の周知

従って、保安機関は、点検・調査を的確に実施するためには点検調査員に対し、教育訓練を行い資質の
維持・向上をはかる必要がある。

11．教育訓練

15

参考 ■電子文書法
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成16年法律第149号）（抄）
（電磁的記録による保存）
第３条　民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないと
されているもの（主務省令で定めるものに限る。）については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるとこ
ろにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。

２　前項の規定により行われた保存については、当該保存を書面により行わなければならないとした保存に関する法
令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該保存に関する法令の規定を適用する。

（電磁的記録による作成）
第４条　民間事業者等は、作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないと
されているもの（当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなけれ
ばならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。）については、当該他の法令の規定にかかわ
らず、主務省令で定めるところにより、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。

２　前項の規定により行われた作成については、当該作成を書面により行わなければならないとした作成に関する法
令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該作成に関する法令の規定を適用する。

■書面保存則
経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
施行規則（平成17年3月29日　経済産業省令第32号）（抄）
（法第３条第１項の主務省令で定める保存）
第３条　法第３条第１項の主務省令で定める保存は、別表第１の上欄※に掲げる法令の同表の下欄※に掲げる規定
に基づく書面の保存とする。

（法第４条第１項の主務省令で定める作成）
第５条　法第４条第１項の主務省令で定める作成は、別表第３の上欄※に掲げる法令の同表の下欄※に掲げる規定
に基づく書面の作成とする。

■通達（帳簿関係）
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第81条第1項の規定に基づき液化石油ガス販売事業
者等が備え付けるべき帳簿の取扱い等について（平成9年4月1日付　9保安第22号）

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第81条第1項の規定により、液化石油ガス販売事業者、
保安機関及び充てん事業者が備えなければならない帳簿については、事業所ごとに、同法施行規則第131条に規定
する記載事項が正確に記録されており、かつ、必要に応じ直ちに記載事項の確認ができる状態にあるものであれば、
その一部又は全部を電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法を
いう。）で記録しても差し支えないこととする。

別表第３（第５条関係）（抄）
法 令 名 規　定

液化石油ガス法 第81条第1項

別表第１（第３条関係）（抄）
法 令 名 規　定

液化石油ガス法 第58条の２第1項（第63条第2項において準用する場合を含む。）及び第81条第1項

※ここでは、この書籍の編集の都合から上欄を左欄と下欄を右欄と
　各々読替える。



教育（２）
教育では、点検・調査の作業の標準化や判断基準の統一化を行うとともに、点検・調査作業の基礎知識
を理解させることが必要である。
教育計画立案には、下記の内容を取り入れ実施することが望ましい。

①点検・調査実務に関する事項
　作業の標準化及び判断基準を理解させる。

・保安業務用機器の取扱説明書
・器具類の取扱説明書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各メーカー作成
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各メーカー作成

参考

②点検・調査に必要な事項
　液化石油ガスの物性や設置基準・施工基準を理解させる。

③保安業務規程
　保安業務規程は保安機関が、自ら保安業務の実施方法等を定めたものであり、保安機関の構成員
　にはすべてを理解させる。

⑤その他
　実務に関する事例等による対応方法を徹底する。
・ヒヤリハット経験者との座談会
・事故事例〔一般財団法人全国ＬＰガス保安共済事業団又は高圧ガス保安協会ホームページ（http://www.khk.or.jp/）〕
・朝礼などにおける作業内容及び注意事項の確認

④関係法令

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高圧ガス保安協会作成
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高圧ガス保安協会作成
・・・・・・・・・・・一般財団法人日本ガス機器検査協会作成

・・・・・一般財団法人日本ガス機器検査協会作成

参考 ・資格取得のためのテキスト類
・ＬＰガス設備設置基準及び取扱要領
・ガス機器の設置基準及び実務指針
・業務用ガス機器の設置基準及び実務指針

参考 ・液石法、規則、通達、例示基準等
・高圧ガス保安法、液化石油ガス保安規則等

訓練（３）
①点検・調査実務
　点検・調査の実作業の標準化、効率化のために定期的な訓練を行う。
・点検・調査測定項目の作業手順
・保安業務用機器の使用及び維持管理方法
・自記圧力計の校正

②プレゼンテーション等
調査結果を消費者に説明し、消費設備の維持管理に関する責任を理解して頂く機会が多く、プレゼン
テーション及び接客マナー等の訓練を行う。

③緊急時の訓練
・ガス漏れ火災等への対処方法の訓練を行う。

第
1
章
　
点
検
・
調
査
の
保
安
業
務
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判定基準
（根拠条文） 解　説　等

●法定項目　●自主項目

規則第18条第１号イ

規則第18条第１号イ
例示基準13

供給設備の点検項目（体積販売の場合）

点検
項目

貯蔵
能力

１　
設
置
場
所

第２章　容器交換時等供給設備点検

  1ｔ
未
満

２　
火
気
ま
で
の
距
離

  1ｔ
未
満

充てん容器が屋外に
設置されていれば「良」
内容積が20Ｌ以上
の容器に限る。
屋内設置告示で定
める地域（内容積が
25Ｌ未満に限る｡）
を除く。

1

容器設置場所より
火気までの距離が
２ｍを超えていれば
「良」
上記の距離が確保
できない場合､2ｍ
以内にある火気を
遮る措置を講じて
あれば「良」

1

2

容器は屋外に設置されていること。
車庫、物置及び屋外階段の下等の場合、風通しが良いこと。
（必要に応じて経済産業省、産業保安監督部、都道府県又は
指定都市に確認してください｡）
（貯槽・バルク貯槽・バルク容器を除く｡)
車両等の損傷を受けない場所に設置する。損傷の恐れがある
場合は、堅固な防護を施すこと。

1
2

容器を置く位置から
火気までの距離が２ｍ
を超えていること。

1

火気までの距離が確
保できない場合は不
燃性隔壁で火気をさ
えぎる措置を講じて
あること。

2

屋外にある容器から漏えいしたガスが給気口等を経由して屋内
の火気の方向に流動するおそれがないこと。

3

3

・

・

設置場所については屋外を原則としており、屋上・ベランダ等に対
する規制はないが、火災等に対する消防活動面から好ましくない。

※

図2-1-①　火気までの距離

図2-1-②　火気までの距離（2m以下の場合）
※１ 不燃性材料とは
対象となる不燃材料の一例（詳細は、建築基準法告示参照）
・コンクリート　・ブロック　・金属板等
※２ 隔壁の設置
イ.隔壁の高さは、容器よりも低くしないこと
ロ.隔壁の下から漏えいしたガスが火気の方向に流動するおそれがないこと

参考 着火源とならない電気設備

着火源とならない電気設備の条件は、以下の３項目を全て満たすこと。
（通達 平成28年3月30日付 28商ガ安第8号 別紙1）

（１）
（２）
（３）

直接裸火をもたないこと。
320℃より高温となる部分がないこと。
接点を持つ電気製品は、ON-OFFによる電気火花が点火（着火）エネ
ルギーより小さいこと。或いは接点が密封されていて、電気火花が外に
出ないこと。

17

2m超

火  気

容器 火  気不
燃
性
隔
壁

▼充てん容器等の交換時（充てん容器等交換が毎月１回以上行われる場合にあっては毎月１回以上）【規則36条表中イ】
・容器交換が毎月複数回の場合 → 毎月１回でも可　・容器交換が毎月ない場合 → 容器交換時で可

▼「充てん容器等の交換時（充てん容器等交換が毎月１回以上行われる場合にあっては毎月１回以上）は、容器交換時とは別に
　月１回の検針時をもって点検を実施しても差支えない。【通達（規則関係）第36条第４項】

参考 容器交換時等供給設備点検の回数（頻度）

注）日常使用しない接点等（保守及び点検用等）は、接点として扱わない。



  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

判定基準
（根拠条文） 解　説　等

●法定項目　●自主項目

規則第18条第2号ロ
例示基準16

点検
項目

貯蔵
能力

３　
火
気
を
取
り
扱
う
施
設
ま
で
の
距
離

貯蔵設備の外面か
ら火気を取り扱う
施設までの距離が
５m以上確保して
あれば「良」

貯蔵設備の外面か
ら火気を取り扱う
施設との間に流動
防止施設が設けて
あれば「良」

1

2

漏えいした液化石油ガスが火気を取り扱う施設に流動すること
を防止する措置

1

図2-2　火気施設までの距離（迂回水平距離）

火気を取り扱う施設との間に高さ２m以上の耐火性壁類を設け、
迂回水平距離で５m以上確保していること。

第
2
章
　
容
器
交
換
時
等
供
給
設
備
点
検

図2-4　火気及び火気を取り扱う施設等との距離（規則第18条及び第53条）

第一種保安物件 第二種保安物件

火気取扱施設 容器
火気

d1 d2

d4
d3

貯蔵設備 火気施設

5m以上

  3ｔ
以
上

規則第53条第1号ハ
例示基準16

貯蔵設備の外面か
ら火気を取り扱う
施設までの距離が
８m以上確保して
あれば「良」

貯蔵設備までの外
面から火気を取り
扱う施設との間に
流動防止施設が設
けてあれば「良」

3

4

漏えいした液化石油ガスが火気を取り扱う施設に流動すること
を防止する措置

2

火気を取り扱う施設との間に高さ２m以上の耐火性壁類を設け、
迂回水平距離で８m以上確保していること。

貯蔵設備 火気施設

8m以上

図2-3　火気施設までの距離（迂回水平距離）

（注1）表中の※は、障壁を設けた場合のただし書きの定めがあるものを示す。　（注2）表中の（　）内は障壁を設けた場合の保安距離を示す。

Q＜1000kg

1000kg≦Q＜3000kg

3000kg≦Q＜10000kg

d1

ー

16.97※

16.97（13.58）

d2

ー

11.31※

11.31（9.05）

d3

２超

ー

ー

d4

ー

５以上

８以上

貯蔵能力（Q）
距離（m）
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判定基準
（根拠条文） 解　説　等

●法定項目　●自主項目

規則第18条第１号ロ
規則第18条第２号リ
規則第53条第１号ヌ
例示基準15

規則第18条第１号ハ
例示基準８

点検
項目

貯蔵
能力

４　
充
て
ん
容
器
の
腐
し
ょ
く
防
止
措
置

充てん容器（当該容
器に取り付けたス
カートを含む｡）に
は、湿気、水滴等に
よる腐しょくを防止
する措置が講じて
あれば「良」

1 充てん容器の腐食防止措置方法（湿気、水滴等）1
充てん容器全面にわたって十分に塗装してあること。
アルミニウム合金製容器はこの限りでない。
充てん容器は、排水の良い水平な場所又は水平な台の上
に置き、容器の底部を乾きやすくすること。

（１）

（２）

  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

  1ｔ
未
満

５　
充
て
ん
容
器
の
温
度
上
昇
防
止
措
置

充てん容器は温度
を常に40℃以下に
保つ措置を講じて
あれば「良」

1 充てん容器を常に40℃以下に保つ措置方法1
日光の照射によって当該容器が40℃を超えて加熱される
恐れのある場合は、常に40℃以下に保つ措置を講じた場所
に充てん容器を置くこと。
日光以外の熱源によって当該容器が40℃を超えて加熱され
る恐れのある場合は、不燃性の隔壁を当該熱源と充てん容器
の間に設けること。

不燃性隔壁で当該熱源による温度40℃以下に保つ場合、
不燃性隔壁の高さは当該容器より高くすること。
不燃性材料については、Ｐ17「※不燃性材料とは」を参照。

（１）

（２）

※不燃性の隔壁
（１）

（２）

  1ｔ
未
満

図2-5　容器専用置台

●現象・被害状況：ガス漏れ　●事故原因：容器底部の腐食
消費者宅の容器からガスが漏えいする事故が発生したが、人的及び
物的被害はなかった。屋外に設置されていた容器の溶接部が腐食して
穴が開きガスが漏えいしたもので、近所の住民がガス漏れに気づき
消防署に通報した。
腐食は、湿気によるものと推定され、容器の設置方法に問題があった
ものと思われる。

図2-6　日光以外の熱源の場合

容器 熱　源

容器を高圧ホース等で接続した場合、直射日光や冷暖房機器の冷温風
等により、容器に温度差が生じると液移動が発生する。また、容器間
のガス組成に差があるときも液移動が発生する。
液移動が発生すると、一部容器が過充てんされた状態となり、容器の
安全弁が作動する可能性がある。従って、容器を高圧ホース等で接続
する場合は、設置・取扱いに十分な注意が必要である。

参考 液移動について
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判定基準
（根拠条文） 解　説　等

●法定項目　●自主項目

規則第18条第1号ニ
規則第18条第2号チ
規則第53条第1号リ
例示基準９

点検
項目

貯蔵
能力

６　
充
て
ん
容
器
の
転
落
、
転
倒
、
流
出
防
止
措
置

充てん容器には、
転落、転倒等による
衝撃を防止する措
置を講じてあれば
「良」

1
充てん量10kg以上の容器は水平な台に設置し、かつ、鉄鎖、
ロープ等により容器を家屋その他の構築物に固定する等により、
地震に際して転倒しないようにすること。

1

  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

  1ｔ
未
満

●現象・被害状況：ガス漏えい　●事故原因：容器転倒
消費者宅でガス漏えいが発生したが、人的被害はなかった。
チェーンの取り付けが不十分であったため、容器が転倒し、供給管が
折損し、ガスが漏えいした。

（1）支柱をコンクリート
　  基礎に埋設したもの

（3）専用固定具による方法 専用固定具

壁体

転倒しないようにしっかりと
固定されていること。

（2）供給用容器の容器転倒防止方法

図2-7　転倒防止措置例

図2-8　流出防止措置例

第
2
章
　
容
器
交
換
時
等
供
給
設
備
点
検

20

内容量が５Lを超える容器に限る。

規則第18条第1号ニ
例示基準９

充てん容器等に流出
を防止する措置が
講じてあれば「良」

2
浸水のおそれのある地域においては、流出を防止する措置が
講じてあること。
※例示基準９「充てん容器等の転落、転倒等による衝撃及び
　バルブ等の損傷を防止する措置並びに充てん容器等の流出
　を防止する措置」を参照してください。

※浸水のおそれのある地域とは、洪水浸水想定区域（想定最大
規模）等において、１ｍ以上の浸水が想定されている地域と
する。

※令和３年11月30日まではなお従前の例による。令和３年12月
１日現に設置されている供給設備及び消費設備においては、
令和６年６月１日までは、なお従前の例によることができる。

2  1ｔ
未
満

内容量が５Lを超える容器に限る。
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判定基準
（根拠条文） 解　説　等

●法定項目　●自主項目

規則第18条第５号
規則第18条第５号
規則第53条第４号

点検
項目

貯蔵
能力

８　
バ
ル
ブ
・
集
合
装
置
・
供
給
管
・
ガ
ス
栓
の
欠
陥

バルブ、集合装置､
供給管、ガス栓は、
使用上支障のある
腐食、割れ等の欠陥
がなければ｢良｣

1
使用上支障のある腐食、割れ等の欠陥がなく、ガス漏れがないこと。1

高圧ホースは、膨潤、ひび割れがないこと。
高圧ホースは、交換期限を過ぎていないこと。ただし、交換
期限については、保安業務委託契約の内容による。

（注）

  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

  1ｔ
未
満

●現象・被害状況：ガス漏えい ●事故原因：高圧ホースの接続金具の腐食
消費者宅の容器置場でガスが漏えいする事故が発生したが、人的及び物
的被害はなかった。消費者が異常音と臭気に気付き、容器置場に急行し
たところ自動切替調整器の高圧ホースが外れ、生ガスが吹き出していた。
消防署に通報するとともに、隣人の主人に依頼して容器のバルブを締め
てもらった。事故原因については、自動切替調整器の高圧ホースの接続金
具が腐食して外れ、高圧ホースが調整器本体から抜けてしまい、生ガスが
放出した。なお、前３回の容器交換時等供給設備点検の際、高圧ホースの
交換を指摘されていたにも拘わらず、交換等の適切な措置を怠っていた。
●現象・被害状況：ガス漏えい　●事故原因：高圧ホースの損傷
ガス臭がするとの通報が入り、販売事業者が現場に急行したところ、
容器バルブ付近からガスが漏えいしているのを発見し、バルブを閉止
した。事故原因は、容器に接続している高圧ホースのＯリングの損傷で
あることが判明した。

  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

  1ｔ
未
満

７　
バ
ル
ブ
等
の
損
傷
防
止
措
置

バルブ等の損傷を
防止する措置が講
じてあれば「良」

1 容器の上部からの落下物が想定される場合は、バルブの損傷
防止措置が講じてあること。

1

容器、集合装置、調整器等の容器のまわりの設備は、落雪
の影響を受けず、積雪に埋没することなく、かつ、容器交換
が容易な場所に設置すること。
落雪を避けるため建物の切妻側又は、軒下に設置する。
設置する際にはまきだれに注意すること。
雪囲い・収納庫による保護方法により設置する。
その他、例示基準９による措置が講じられていること。

（１）

（２）

（３）
（４）

●現象・被害状況：爆発　●事故原因：高圧ホースの損傷（雪害）
屋根からの落雪により高圧ホースが損傷して、そこからガスが漏えい
し、その後、床下を伝わり室内に流入したガスに灯油ボイラーの火が
引火し、爆発したものと考えられる。
●現象・被害状況：酸欠（軽症者1名）  ●事故原因：供給管の損傷（雪害）
ガス臭に気付き、販売事業者へ連絡した。販売事業者が現場に急行
して調査したところ、屋根からの落雪により供給管が損傷し、漏えい
したガスが通気孔から当事者宅の部屋に流入した。当事者は気分が
悪いため病院に行ったところ、酸欠と診断された。

規則第18条第1号ニ
規則第18条第2号チ
規則第53条第1号リ
例示基準９

図2-9　屋根又はひさし内設置例 図2-10　雪囲いの設置例

積雪

屋
根
又
は

ひ
さ
し
内

※
積
雪
に
よ
る

　
ま
き
だ
れ
に
も

　
　
注
意
す
る
こ
と
。

雪
家

かこいメーター

クサリ クイ

容器と調整器の間に限る。

調整器とガスメーターの間に設置する管として、75Ｌ未満の容器
の場合、30cm未満のゴム管の使用ができましたが、経過措置
期間（平成12年３月31日）終了につき使用できません。
※点検時にゴム管が使用されていた場合は、委託者（販売事業者）
　に交換するよう通知してください。

参考

21



判定基準
（根拠条文） 解　説　等点検

項目
貯蔵
能力

図2-11　期限表示シール（調整器、高・低圧ホース）

判定基準
（根拠条文） 解　説　等

●法定項目　●自主項目

規則第18条第20号イ
規則第18条第20号イ
規則第53条第4号
例示基準27

点検
項目

貯蔵
能力

９　
調
整
器
の
欠
陥
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
の
適
合
性

使用上支障のある
腐食、割れ、ねじの
ゆるみ等の欠陥が
なければ「良」

消費する液化石油
ガスに適合してい
れば「良」

1

2

腐食、割れ、ねじのゆるみ等の欠陥がなく、ガス漏れのないこと。
調整器は規格品ＰＳマーク等により確認すること。
自動切替式調整器の切替レバー等の操作が容易で、かつ、自動
的に予備容器から液化石油ガスの供給ができること。
自動切替式調整器は確実に支持金具等で固定されていること。

1
2
3

4

  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

  1ｔ
未
満

●現象・被害状況：ガス漏えい
●事故原因：調整器接続部の緩み
ガス臭がするとの通報があり、出動し点検
したところ、自動切替式調整器の１次側と
２次側の接続部及び中間コック手前のユニ
オン部から漏えいが検知された。
原因は特定されていないが、当該調整器及び
ガス管に何らかの外圧、衝撃が加えられた
ため、接続部が緩み、漏えいに至ったものと
思われる。

表2-1　保安確保機器の期限管理（認定販売事業者告示）

販売事業者から交換期限管理について受託した場合
（認定販売事業者の要件は施行規則第46条で定められている。）

参考

平成14年1月
（2002年１月）
製造分より変更

平成18年1月
（2006年１月）
製造分より変更

保安確保機器 期　間

（Ｉ類）
（Ⅱ類）
（Ｉ類）
（Ⅱ類）
（Ｉ類）
（Ⅱ類）

５年
10年
７年
10年
７年
10年
７年

検定有効期間（10年）
検定有効期間（７年）

６m3/h以下のマイコンメータ（S､S4､E､E4､Ⅱ､SB､EB型）
６m3/hを超えるマイコンメータ（ＳＢ、ＥＢ型）

液化石油ガス用ガス漏れ警報器

液化石油ガス用継手金具付低圧ホース

調整器

液化石油ガス用継手金具付高圧ホース

（注）交換期限については、保安業務委託契約の内容による。

図2-12　ＰＳマーク 図2-13　調整器合格証票の例

図2-14

ガ
ス
漏
え
い
の
あ
っ
た
接
続
部
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等
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設
備
点
検
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判定基準
（根拠条文） 解　説　等

●法定項目　●自主項目

規則第18条第10号
規則第18条第10号
規則第53条第４号
規則第44条第１号ヘ
例示基準29

点検
項目

貯蔵
能力

１　
地
下
室
等
に
係
る
供
給
管
の
漏
え
い
試
験

地下室等に係る供
給管は、漏えいがな
ければ「良」

1 供給管の漏えい試験の方法は、P28～30「点検項目９」の方法
に準じて行う。
（ポリエチレン管を使用している供給管は除く。）

1

  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

  1ｔ
未
満

２　
白
ガ
ス
管
等
の
埋
設
管
の
漏
え
い
試
験

漏えい試験
漏えいがなければ
「良｣

漏えい検知装置
警報表示がなけれ
ば「良」

腐食測定器
抵抗値が10Ω以上
であれば「良」

1

2

3

白ガス管又は白ガス管に防しょくテープを施したものは、１年に１回
以上漏えい試験を行う。
その確認方法は

腐食測定による抵抗値が10Ω以上の場合は４年に１回以上、
例示基準第29節で定める方法による漏えい試験を行う。
埋設管腐食測定器による現場診断を行い、不具合が発生して
いるものはポリエチレン（ＰＥ）管等の耐食性の高い管への交換
を行うか、電気的絶縁継手を設置するかなどの腐食防止措置
を講ずること。

  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

  1ｔ
未
満

規則第18条第10号
規則第18条第10号
規則第53条第４号

規則第36条第１号
規則第36条第１号
規則第36条第１号

規則第37条第１号
規則第37条第１号
規則第37条第１号
例示基準41

供給設備の点検項目（体積販売の場合）

１．１年に１回以上の定期供給設備点検（消費設備の配管を含む。）

第3章　定期供給設備点検

①漏えい試験による点検
②漏えい検知装置を用い､2ヶ月に１回以上の警報表示の確認
③腐食測定器による腐食診断

表3-1　埋設管事故の年別件数及び死傷者数

23

負傷者（人）
内
Ｂ級事故

内
Ｂ級事故

件数

死者（人）

年
項目

25

1

1

2

0

27

0

0

0

0

28

1

1

1

0

32

0

0

0

0

47

0

0

1

0

60

0

0

3

0

50

0

0

5

0

58

0

0

0

0

57

0

0

1

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

64

0

0

0

0

2022

事故年報より



判定基準
（根拠条文） 解　説　等

●法定項目　●自主項目
点検
項目

貯蔵
能力

３　
地
下
室
等
に
係
る
供
給
管
の
緊
急
遮
断
装
置

地下室等に係る供
給管に当該地下室
等の保安状況を、常
時監視できる場所
で、直ちに液化石油
ガスの供給を停止
できる緊急遮断装
置又はバルブが当
該供給管と接続さ
れた貯蔵設備ごと
に近接して設置して
あれば｢良」

戸別住宅の地下室
を除く。

1 貯蔵能力：300kg以上に限る。
特定地下街、地下室の定義はここでは省略する。
常時監視できる場所で緊急遮断ができること。

※

  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

  1ｔ
未
満

●現象・被害状況：爆発、重傷者１名　●事故原因：供給管の腐食
5時50分頃、当該共同住宅の住人の当事者が台所に設置してある石油
ファンヒーターに点火したところ、爆発したもの。なお、当該共同住宅
は、パイプシャフト内の本管から各戸の床下を通じて枝管によりガスを
供給しているが、そのパイプシャフト内に水がたまったため、本管の継手
部が腐食し、漏えいしたガスが当事者の部屋の床下に滞留していた。

規則第18条第21号
規則第18条第21号
規則第53条第４号

供給･消費･特定供給設備
告示第３条

「常時監視できる場所で直ちに液化石油ガスを停止できる
こと」について、どのように判断したらよいのでしょうか。

１

常時監視場所に、緊急時にすみやかに液化石油ガス
を遮断できるバルブ等緊急遮断装置を操作する装置
があることを確認する。

１
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供
給
設
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点
検
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6
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  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

判定基準
（根拠条文） 解　説　等

●法定項目　●自主項目

規則第18条第2号イ
規則第53条第1号イ、ロ
例示基準２
事務連絡（28商ガ安第11
号、平成28年6月8日）

点検
項目

貯蔵
能力

１　
保
安
物
件
と
の
距
離

貯蔵設備の外面か
ら保安物件まで規
定の距離があれば
「良」

距離が確保できな
い場合は、規定され
た構造の障壁が設
置してあれば「良」

1

2

貯蔵設備から規定の距離を有すること。1

保安距離が確保できない場合2

第一種保安物件に対し　16.97m以上
第二種保安物件に対し　11.31m以上

（１）
（２）

第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、厚さ12cm
以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度
を有する障壁※を設けること。（表3-2参照）

※障壁とは以下の通りです。詳細は、例示基準２を参照してください。
・厚さ12cm以上の鉄筋コンクリート製障壁
・厚さ15cm以上のコンクリートブロック製障壁
・鋼板製障壁等
・例示基準２に規定される「対象物を有効に保護する」ため
の措置として、障壁の先端を曲げる方法とエキスバンド

　メタルの設置による方法がある。

図3-1　保安物件等との距離

表3-2

※第一種保安物件とは、学校、病院等をいう。
※第二種保安物件とは、第一種保安物件以外の建築物であって、
　住居の用に供するものをいう。
　（詳しくは規則第1条第2項第6号、第7号を参照してください。）

２．４年に１回以上の定期供給設備点検

第一種保安物件 第二種保安物件

火気取扱施設

火気

（注1）表中の※は、障壁を設けた場合のただし書きの定めがあるものを示す。
（注2）表中の（　）内は障壁を設けた場合の保安距離を示す。

Q＜1000kg

1000kg≦Q＜3000kg

3000kg≦Q＜10000kg

d1

ー

16.97※

16.97（13.58）

d2

ー

11.31※

11.31（9.05）

d3

２超

ー

ー

d4

ー

５以上

８以上

貯蔵能力（Q）
距離（m）

貯蔵設備

d1 d2

d4

d3
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  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

判定基準
（根拠条文） 解　説　等

●法定項目　●自主項目

規則第18条第２号ハ
規則第53条第１号ニ
例示基準４

点検
項目

貯蔵
能力

２　
滞
留
防
止
措
置

貯蔵設備は、液化
石油ガスが漏えい
したとき滞留しない
ような措置が講じ
てあれば「良」

1 貯蔵設備に換気口又は強制排気装置が設置してあること。1

  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

規則第18条第２号ニ
規則第53条第１号ホ

３　
さ
く
、
へ
い
等

貯蔵設備にさく、
へい等があれば｢良」

1 容器収納庫がない場合は､さく、
へい等が設けられていること。

1

換気口
通風可能面積が、床面積
１m2につき300cm2の割
合で計算した面積以上で
あること｡（金網等の面積を
差し引き、１ヶ所の換気口
面積は2,400cm2以下）
位置は床面に接し、外気に
面して設ける。四方が障壁等で囲まれている場合は、２方向
以上に分散して設けること。（対面することが望ましい｡）

（１）
①

②

  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

規則第18条第２号ホ
規則第19条第１号チ、リ
規則第19条第２号ホ
規則第19条第３号ハ
（9）、（10）
規則第53条第１号ヘ
規則第54条第１号、
規則第54条第２号ホ
例示基準１

４　
警
戒
標
等

貯蔵設備にその外
部から見やすいよう
に警戒標が掲げて
あれば「良」

1 警戒標の掲示位置1
貯蔵設備＊の設置場所の出入口の周辺の外部から見やすい場所
貯蔵設備に近接し、又は立ち入ることができる場所の周辺の
外部から見やすい場所（近接し、又は立ち入ることができる方向
が数方向ある場合には、それぞれの方向に対して掲げること。）

（１）
（２）

警戒標の表示内容等2
表示は、外部の者が貯蔵設備であることを明瞭に識別でき
る大きさで、次の①～③の事項を含むものであること。
LPガス貯蔵設備又はLPガス特定供給設備（ただし、平成9年
3月31日以前に掲げられた警戒標については、LPガス容器
置場と表示することができる。）
燃（赤色文字とする。）
火気厳禁（赤色文字とする。）
※いずれも縦型でもよい。
販売所から50m以上離れた貯蔵
設備には、（１）の表示のほか、次
の事項を併記し、又はこれらを標
示した標識を掲げること。）
販売所の名称及び所在地
貯蔵設備の管理者の氏名
貯蔵設備の管理者の電話番号
※いずれも縦型でもよい。

（１）

①

②
③

（２）

①
②
③

強制換気装置
通風能力が床面積１m2につき0.5m3/minであること。
吸入口を床面近くに設けること。
排気ガス放出口を地盤面上より5m以上高い位置に設置すること。

（２）
①
②
③

第
3
章
　
定
期
供
給
設
備
点
検

図3-2　貯蔵設備の換気口

換気口 換気口

※容器置場の壁は、さく、へいに
　該当する。

図3-3　さく設置例

図3-4　警戒標の表示例
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軽量な屋根は次の基準のいずれかに適合するものとする。
屋根材は、繊維強化セメント板､薄鉄板､アルミニウム板、繊維
入り補強プラスチック（ポリエチレンを除く）、網入りガラス又は
これらと同等以上の強度及び同一面積当たり同等以下の質量
を有する軽量な材料であること。
経過措置
　平成17年3月31日現在屋根材として石綿スレートが現に設置
　され、又は設置若くは変更のための工事に着手しているものに
　ついては、従前の例によることができる。
軽量な遮へい板

1

2
遮へい板は、容器に直接日光が当たることのないように、当該
容器から適当な間隔を置いて取り付けられたものであること。
材料は、厚さ2mm以下の
薄鉄板又はこれと同等以上
の遮へい効果を有し、かつ、
これと同一面積当たり同等
以下の質量を有する軽量
なものであること。

（１）

（２）

規則第18条第５号
規則第18条第５号
規則第53条第４号
規則第44条第１号イ

  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

  1ｔ
未
満

  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

判定基準
（根拠条文） 解　説　等

●法定項目　●自主項目

規則第18条第２号ヘ
規則第53条第１号ト
例示基準５

点検
項目

貯蔵
能力

５　
消
火
設
備

貯蔵設備に規定の
消火器が設置して
あれば「良」

1 消火設備の性能
消防法検定合格品で、能力が単位A-4及びB-10以上の粉末
消火器又は水系の消火器とすること。
消火設備の設置
貯蔵能力1,000kgにつき１個以上設置すること。

1

2

７

バ
ル
ブ・
集
合
装
置
・
供
給
管
・
配
管
及
び
ガ
ス
栓
の
欠
陥

バルブ・集合装置･
供給管・配管及びガ
ス栓に使用上支障
のある腐しょく、割
れ等の欠陥がなけ
れば「良」

1
使用上支障のある腐食、割れ等の欠陥がないこと。
金属部分に著しい腐食のないもの。
ひび割れ、損傷のないもの。
調整器とガスメーターの間に設置する管として、75L未満の容器
の場合、30cm未満に限りゴム管の使用ができましたが、経過
措置期間（平成12年3月31日）が経過し使用できません。

1

4
3
2

  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

規則第18条第２号ト
規則第53条第１号チ
例示基準３

６　
屋
根
又
は
遮
へ
い
板

貯蔵設備に不燃性
又は難燃性の材料
を使用した軽量な
屋根又は遮へい板
が設置してあれば
「良」

1

調整器から末端ガス栓まで。

図3-5　軽量な屋根例

図3-6　ゴム管使用禁止

※点検時にゴム管が使用されて
　いた場合は、委託者（販売事業
　者）に交換するよう通知してく
　ださい。

ゴム管
使用ダメ!!

継手金具付低圧
ホースに交換が
必要です。
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規則第18条第６号
規則第18条第６号
規則第53条第４号
規則第44条第１号ロ
例示基準28

  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

  1ｔ
未
満

判定基準
（根拠条文） 解　説　等

●法定項目　●自主項目
点検
項目

貯蔵
能力

８　
バ
ル
ブ
・
集
合
装
置
・
供
給
管
及
び
配
管
の
腐
し
ょ
く
防
止
措
置

バルブ、集合装置、
供給管及び配管に
は腐しょくを防止
する措置が講じて
あれば｢良」

1 白ガス管の亜鉛メッキ及び塗装等が損傷していないこと。
※集合装置とは、複数の容器の液化石油ガスを１ヶ所に集合する
　ための高圧ホース、ピグテール、集合管等一連の機器をいう。
※例示基準28「供給管等の適切な材料及び使用制限、腐食及び
　損傷を防止する措置」を参照してください。

1

漏えい試験（漏えい検知装置を用いない場合）

表3-3　漏えい試験の保持時間（低圧部）
①機械式自記圧力計等

図3-7　埋設管腐食防止措置例

ガス漏えいなどを起こす激しい腐食のほとんどはコンクリート／土壌
マクロセル腐食です。埋設管の腐食診断を埋設管腐食測定器により
実施し、不具合が発生しているものは、ポリエチレン（ＰＥ）管等への
交換、電気的絶縁継手の設置などの措置が必要です。

参考 ●埋設管腐食測定器による腐食診断
埋設管等の腐しょく防止の確認

●現象・被害状況：ガス漏えい
●事故原因：供給管の腐食
共同住宅の住人からガス臭がす
ると販売事業者に連絡があり、
従業員が現場に急行してガスの
使用を停止して、点検を行ったと
ころ、供給管の埋設部が腐食に
よりガスが漏えいしたものと判明
した。当該供給管は白管で設置
後約25年経過していた。

電気的絶縁継手

埋設管と同等の管
15cm以上

  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

  1ｔ
未
満

９　
バ
ル
ブ
・
集
合
装
置
・
気
化
装
置
・
供
給
管
及
び
配
管
の
漏
え
い
試
験

バルブ、集合装置、
気化装置、供給管
及び配管は、漏えい
試験を行い、漏えい
がなければ「良」

1 1
ガス供給停止をし、自記圧力計等で漏えい試験ができる場合
自記圧力計等を用いて、表3-3｢漏えい試験の保持時間（低圧
部）」により測定し、圧力変動のないこと。圧力変動のないこと
とは、漏えい試験の始めと終りとの測定圧力差（漏えい試験の
始めと終りに温度差がある場合は温度補正をしたものをいう）
が圧力測定器具の許容誤差範囲内にあるものをいう。
漏えい試験圧力【使用圧力以上5.5kPa未満】

高圧部及びガス供給停止が困難な場合
次のa.～c.により確認し、異常がないこと。
　ａ.目視できる部分は、ガス検知器又は漏えい検知液
　ｂ.埋設部分はボーリングバー
　ｃ.隠ぺい部分は、ガス検知器

規則第18条第10号
規則第18条第10号
規則第53条第４号
規則第44条第１号ヘ
例示基準29

（１）
・

・

（２）

2.5Ｌ以下
2.5Ｌを超えるもの

12m以下
12m超

５分
10分

6m以下
6m超

4m以下
4m超

1/2B 3/4B 1B
管径と管延長

供給管等の内容積 漏えい試験圧力
の保持時間

10Ｌ以下
10Ｌを超えるもの

２分
５分

供給管等の内容積 漏えい試験圧力
の保持時間

②電気式ダイヤフラム式自記圧力計等
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参考資料の「参考３」及び
「参考４」を参照してくだ
さい。

※参考資料の「5．漏えい試験の圧力」を参照してください。



  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

  1ｔ
未
満

判定基準
（根拠条文） 解　説　等

●法定項目　●自主項目
点検
項目

貯蔵
能力

９　
バ
ル
ブ
・
集
合
装
置
・
気
化
装
置
・
供
給
管
及
び
配
管
の
漏
え
い
試
験

漏えい検知装置に
より供給管及び消
費設備の配管等の
ガス漏えいの確認
を行い、警報表示が
なければ「良」

2 漏えい検知装置を用い２ヶ月に１回以上確認又は集中監視シス
テムによる漏えい通報の常時監視を行う。

※Ｓ型マイコンメータなどに口火登録又は圧力式微少漏えい警告
機能停止を行うと、調整器出口からガスメーター出口までの
供給管等の漏えい試験はできないので、自記圧力計等を用いて

　漏えい試験を行う。
　ただし、ガスメーター出口から末端ガス栓までの配管等の漏
えい試験には、流量式微少漏えい警告表示機能が適用できる。

1

図3-8　供給停止が困難な場合の検査方法

ガス検知器 ガス検知器

換気口
（隠ぺい部）

ボーリングバーによる検査ＬＰガス貯蔵設備

：ガス検知器又は漏えい検知液

●現象・被害状況：ガス漏えい　●事故原因：供給管の腐食
中学校のクラブ活動中の生徒がガス臭に気づき先生に連絡した。先生
が消防署に通報し、消防署員が駆けつけ、容器バルブを締めた後、漏え
い箇所を調査したところ、埋設管の一部が腐食し亀裂が生じ、そこから
ガスが漏えいしていた。

規則第18条第10号
規則第18条第10号
規則第53条第４号
規則第44条第１号ヘ
例示基準29

漏えい検知装置は基準通りに設置されていること。
漏えい検知装置は｢表3-4 漏えい検知装置の管理」のとおり
の管理が行われていること。なお、点検又は調査に当たって
は実施期間内の最終の警報表示の確認結果により所要の
措置が講じられていること。
確認方法
①警報表示がなければ「良」
②警報表示がある場合は所要の措置を講ずること。

参考 （１）
（２）

（３）

参考資料の「6．漏えい試験
の方法」を参照してください。
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  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

  1ｔ
未
満

判定基準
（根拠条文） 解　説　等

●法定項目　●自主項目
点検
項目

貯蔵
能力

９　
バ
ル
ブ
・
集
合
装
置
・
気
化
装
置
・
供
給
管
及
び
配
管
の
漏
え
い
試
験

表3-4　漏えい検知装置の管理

図3-9　漏えい検知装置の主な例

漏えい検知部

漏えい検知装置 管理方法

流量検知式
漏えい検知装置

常時圧力検知式
漏えい検知装置

圧力検知式
漏えい検知装置

・２ヶ月に１回以上遮断試験を実施し、警報表示等が
　あれば必要な措置を講ずる。
・記録を１年間保存する。

・２ヶ月に１回以上警報表示の有無を確認し、結果に
　より、必要な措置を講ずる。又は集中監視システム
　による漏えい通報の常時監視を行う。
・記録を１年間保存する。

漏えい検知装置 正常時 微少漏えい
警報表示

流量検知式切替型漏えい検知装置

流量検知式漏えい検知装置
（Ⅱ型マイコンメータ）

常時圧力検知式漏えい検知装置
（S・S4・E・E4・SB・EB型マイコンメータ）

液晶の例

LEDの例

B表示

液晶の例

液晶の例

LEDの例

B表示

赤ランプ点滅

赤ランプ点滅

圧力式微少漏えい警報

流量式微少漏えい警報

B・R表示

B表示
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  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

  1ｔ
未
満

判定基準
（根拠条文） 解　説　等

●法定項目　●自主項目
点検
項目

貯蔵
能力

10　
燃
焼
器
の
入
口
圧
力

※燃焼器入口圧力の測定例、（参考資料「7.調整器の調整圧力及び
　閉そく圧力、燃焼器入口圧力の確認方法」）を参照してください。

表3-5　燃焼器入口圧力

図3-10

規則第18条第11号
規則第18条第11号
規則第18条第11号
規則第44条第１号ト
例示基準30

燃焼器入口圧力を
測定し、規定された
圧力であれば｢良」

1 圧力検知装置を用いない場合
燃焼器入口圧力の確認方法は次のとおりとする。

1

燃焼器入口圧力の確認方法
①圧力の測定は、Ｐ31～36「点検項目10、11」による。
②測定結果  が表3-5であることを確認する。

（１）

生活の用に供するもの
上記以外のもの

2.0kPa～3.3kPa
燃焼器に適応する圧力

対象設備 燃焼器入口圧力

圧力検知装置のＡ･
Ｂ･Ｒ警報表示が
なければ「良」

2 圧力検知装置を用いる場合※

ａ．S型マイコンメータなどの調整圧・閉そく圧異常警告機能を
停止すると燃焼器入口圧力の確認はできないため、自記圧力計
等を用いて燃焼器入口圧力を測定し、確認する。

ｂ．（調査にあたっては、）実施期間内の最終の警報表示の確認
結果により所要の措置を講ずる。圧力検知装置による確認
は、例示基準30「３．圧力検知装置を用いる場合は、次の基
準によるものとする。」によること。

1

規則第18条第11号
規則第18条第11号
規則第18条第11号
例示基準30

31

※詳細は、『ガスメータの圧力測定機能を活用した保安業務（定期供給
設備点検及び定期消費設備調査）の合理化に係る運用マニュアル
（令和３年６月）』を参照してください。

参考 令和3年（2021年）2月25日付け20210203保局第1号で例示基準「30.調整器の調整圧力及ぴ閉そく圧力
並びに燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力の確認方法」が改正されました。
3.（2）が改正され、「①供給圧力差を測定して確認する方法」及び「②供給圧力差を計算して確認する方法」の
表題が追加することによりわかりやすくしています。また、①の中には新規記載された単語（圧力検知装置設置
場所）や削除した文章があり、②は全文新規追加です。



図3-11　圧力検知装置の例

漏えい検知部
（専用メーター）

圧力検知装置 正常時 圧力異常警報表示

流量検知式漏えい検知装置
（流量検知式切替型漏えい検知装置）

常時圧力検知式漏えい検知装置
（S・S4・E・E4・SB・EB型メータ）

圧力異常警報
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A・B・R表示



判定基準
（根拠条文） 解　説　等

●法定項目　●自主項目

規則第18条第20号ハ
規則第18条第20号ハ
規則第53条第４号
例示基準30

点検
項目

貯蔵
能力

11　
調
整
器
の
調
整
圧
力
及
び
閉
そ
く
圧
力

調整器の調整圧力
及び閉そく圧力を
測定し、規定された
圧力であれば｢良」

1 圧力検知装置を用いない場合
調整圧力、閉そく圧力を測定し、その測定結果がそれぞれ規定
された圧力であること。

1

容器の残液量が30％以下の場合
調整器とガス栓（調整器にもっとも近いもの）の間に専用継手
により圧力測定器具を取付け、漏れのないことを確認する
こと。（図3-12参照）
残液量の少ない容器により最大消費量の燃焼器（ふろがま、
湯沸器等）を含む１個以上の燃焼器に点火し、圧力測定器具
により圧力を測定すること｡（調整圧力）
充てん容器を接続し、消費量の最小の燃焼器に点火し、圧力
測定器具により圧力を測定すること。（調整圧力）
燃焼器を消火し、１分以上静置し、圧力を測定すること。
（閉そく圧力）
前記②～④の測定結果が表3-6「調整圧力、閉そく圧力」で
あることを確認すること。

（１）
①

②

③

④

⑤

  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

  1ｔ
未
満

図3-12

燃焼器に適応する圧力
生活の用に供するもの
上記以外のもの

2.3kPa～3.3kPa 3.5kPa以下
対象設備 調整圧力 閉そく圧力

表3-6　調整圧力、閉そく圧力

検査される調整器 専用継手管

自記圧力計、指針式圧力計、
マノメータ、又は
電気式ダイヤフラム式圧力計

容　器

点検・調査時に設置されている容器で残液量が30％を超
えているもの及び減圧弁を使用する場合
調整器とガス栓（調整器に最も近いもの）の間に専用継手により
圧力測定器具を取付け、漏れのないことを確認する。（図3-13）
測定は、前項（１）②～④に準じて行い、測定結果が前項
（１）⑤であることを確認すること。

（２）

①

②

図3-13

検査される調整器圧力計
専用継手管減圧弁

自記圧力計、指針式圧力計、
マノメータ、又は
電気式ダイヤフラム式圧力計

容　器
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  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

  1ｔ
未
満

判定基準
（根拠条文） 解　説　等

●法定項目　●自主項目
点検
項目

貯蔵
能力

11　
調
整
器
の
調
整
圧
力
及
び
閉
そ
く
圧
力

調整器の調整圧力
及び閉そく圧力は、
圧力検知装置の確
認を行い､Ａ・Ｂ・Ｒ
警報表示がなけれ
ば「良」

2 圧力検知装置を用いる場合※

ａ．S型マイコンメータなどの調整圧・閉そく圧異常警告機能を
停止すると調整圧力及び閉塞圧力の確認はできないため、自記
圧力計等を用いて調整圧力及び閉塞圧力を測定し、確認する。
（圧力式微少漏えい警告機能の停止は、入口圧力・調整圧力・
閉そく圧力の測定には影響しない。）

ｂ．（調査にあたっては、）実施期間内の最終の警報表示の確認
結果により所要の措置を講ずる。圧力検知装置による確認
は、例示基準30「３．圧力検知装置を用いる場合は、次の基
準によるものとする。」によること。

1

規則第18条第20号ハ
規則第18条第20号ハ
規則第53条第４号
例示基準30
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調整器とガス栓（調整器に最も近いもの）の間に圧力測定
器具の取付けが困難な場合（図3-14）
点検・調査時に設置されている容器を用いる。
燃焼器入口に近接した配管部に自記圧力計等を取付ける。
上記の燃焼器に点火し、圧力を測定し、2.3kPa以上ある
こと。（燃焼器入口圧力・調整圧力）
燃焼器を消火し、１分以上静置し、圧力を測定する。（閉そく圧力）
前記③④の測定結果が表3-6「調整圧力、閉そく圧力」であ
ることを確認する。
⑤の基準に適合しない場合には、（１）又は（２）の方法で実施
すること。

（３）

①
②
③

④
⑤

※

図3-14

※共同住宅等の場合は、参考資料の「7. 調整器の調整圧力
及び閉そく圧力、燃焼器入口圧力の確認方法」中の「自記
圧力計を用いる共同住宅の確認例」を参照してください。

※詳細は、『ガスメータの圧力測定機能を活用した保安業務（定期供給
設備点検及び定期消費設備調査）の合理化に係る運用マニュアル
（令和３年６月）』を参照してください。



  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

  1ｔ
未
満

判定基準
（根拠条文） 解　説　等

●法定項目　●自主項目
点検
項目

貯蔵
能力

11　
調
整
器
の
調
整
圧
力
及
び
閉
そ
く
圧
力

（注）規則第108条
　　第３号

表3-7　圧力検知装置を用いる場合の基準（例示基準30節　3.）

圧力検知装置は基準どおりに設置されていること。
圧力検知装置により測定された調整圧力を使用して燃焼器入口
圧力を確認する場合は、次のいずれかの方法により行うこと。
①供給圧力差を測定して確認する方法
（ⅰ） 当該調整器が生活の用に供するものにあっては、圧力検知
装置設置場所と燃焼器入口との間で、燃焼器に点火した場合
の供給圧力差を測定するとともに、その測定値が、当該圧力
検知装置が自動的に音響又は表示により警報を発する最低
圧力と2.0kPaとの差圧より小さいこと及び燃焼状態が良好
であることを確認すること。

（ⅱ）当該調整器が生活の用以外の用に供するものにあっては、
圧力検知装置設置場所と燃焼器入口との間で、燃焼器に点
火した場合の供給圧力差を測定するとともに、その測定値
が、当該圧力検知装置が自動的に音響又は表示により警報を
発する最低圧力と当該燃焼器に適応した最低圧力との差圧
より小さいこと、当該調整器の容量が燃焼器に適合したもの
であること及び燃焼状態が良好であることを確認すること。

（ⅲ）（ⅰ）（ⅱ）の測定者、測定日、測定値について記載した関係
帳票等を圧力検知装置、供給設備(容器及び高圧部に用いる
管等を除く。)及び消費設備の変更(同一のものとの取替えを
除く。)があるまで又は圧力検知装置の設置を中止するまで保
管するものとする。

②供給圧力差を計算して確認する方法
（ⅰ） 当該調整器が生活の用に供するものにあっては、当該圧力
検知装置設置場所と燃焼器入口との間で、高圧ガス保安協
会基準KHKS0738 Ⅱ.設計編等に基づいて燃焼器の最大ガ
ス流量を流した時の圧力差を算出するとともに、その算出値
が、当該圧力検知装置が自動的に音響又は表示により警報を
発する最低圧力と2.0kPaとの差圧より小さいことを確認す
ること。

（ⅱ） 当該調整器が生活の用以外の用に供するものにあっては、
当該圧力検知装置設置場所と燃焼器入口との間で、高圧ガス
保安協会基準KHKS0738 Ⅱ.設計編等に基づいて燃焼器の
最大ガス流量を流した時の圧力差を算出するとともに、その
算出値が、当該圧力検知装置が自動的に音響又は表示により
警報を発する最低圧力と当該燃焼器に適応した最低圧力と
の差圧より小さいこと及び当該調整器の容量が燃焼器に適
合したものであることを確認すること。

（ⅲ） （ⅰ）（ⅱ）の圧力差を算出した者、算出日、算出根拠（ガス
流量、配管径、配管長さ、継ぎ手の種類・数量を含む）につい
て記載した関係帳票等を圧力検知装置、供給設備(容器及び
高圧部に用いる管等を除く。)及び消費設備の変更（同一のも
のとの取替えを除く。）があるまで又は圧力検知装置の設置を
中止するまで保管するものとする。
※ただし、定期供給設備点検及び定期消費設備調査の直近1
年以内に、供給圧力差（圧力損失）を変更する設備変更が
行われた場合には、当該設備変更後、１年が経過するまで、
設備変更前の測定者、測定日、測定値について記載した関
係帳票等保管してください。

（１）
（２）
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  3ｔ
以
上

  1ｔ
〜
  3ｔ
未
満

  1ｔ
未
満

判定基準
（根拠条文） 解　説　等

●法定項目　●自主項目
点検
項目

貯蔵
能力

11　
調
整
器
の
調
整
圧
力
及
び
閉
そ
く
圧
力

圧力検知装置を使用するための差圧測定方法
　◆ポイント
圧力検知装置を活用するためには、ガスメーター入口圧力と燃焼
器入口の圧力差が、確実に0.3kPa以下となるよう設計し、かつ、
工事することが必要です。

（注）規則第108条
　　第３号

図3-15　調整圧力と燃焼器圧力の関係

調整器

容　器
最大の燃焼器

許容圧力損失  0.3kPa以下

ガ
ス
メ
ー
タ
ー

P1（kPa）－P2（kPa）≦0.3kPa

ガスメーター入口圧力P1 P2 燃焼器入口圧力
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〜
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未
満

  1ｔ
未
満

12　
危
険
標
識

地盤面上の供給管
は規定通りに危険
標識を設置してあ
れば「良」

2 供給管を地盤面上に設置する場合において、その周辺に危害を
及ぼすおそれのあるときは、その見やすい箇所に液化石油ガス
の供給管である旨、供給管に異常を認めたときの連絡先、その他
必要な事項を明瞭に記載した危険標識を設置してあること。

1

規則第18条第14号
規則第18条第14号

図3-16　危険標識の記載例

参考 危険標識の記載例

ＬＰガス
このパイプにはＬＰガスが通っています。

万が一ガスもれその他の異常を発見したときは
下記までご連絡ください。

連絡先
○○市○○町○○番地
○○会社　○○販売所

電話　○○○ー○○ー○○○○

確認と管理
① ２ヶ月に１回以上警報表示の有無を確認し、その結果により必要
　 な措置を講ずる又は集中監視システムによる警報表示の常時
　 監視を行うこと。
② ①の事項を記載した関係帳票を１年間保管すること。

（３）

供給開始時点検・調査時には機械式又は電気式ダイヤフラム式自記
圧力計を用いた調整器の調整圧力及び閉そく圧力並びに燃焼器入
口圧力の測定（実測）が必要であり、圧力検知装置（マイコンメータ）
を利用した点検・調査は実施できません。

留 意 事 項
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判定基準・判定方法調査
方法

法定・自主

販売事業者の責務
液化石油ガスを販売する一般消費者の消費設備に対し、
・供給開始時
・１年に１回以上（地下室等に係る配管の漏えい試験・白ガス管等の埋設管漏えい試験及び地下室

　　等に係る末端ガス栓と燃焼器の接続方法）
・４年に１回以上

それぞれ第１章３（２）により、消費設備を調査しなければならない。

消費設備の調査の実施者は、供給開始時にあっては「供給開始時点検・調査」、定期消費設備調査
にあっては「定期消費設備調査」の保安業務区分の認定を行政庁から受けなければならない。
従って、販売事業者自ら保安機関の認定を取得し実施するか、他の保安機関に委託して実施しな
ければならない。
４年に１回以上の調査の期限管理及び実施については保安機関の責務であるが、販売事業者の
業務主任者等はその実施及びその結果の確認をしなければならない。

１．消費設備調査の概要

（１）末端ガス栓と燃焼器の接続方法

・燃焼器に応じた接続方法が定められています。
・燃焼器の区分には、移動式と移動式以外があります。
　移動式・移動式以外の燃焼器の分類（規則第44条第１号、供給・消費・特定供給設備告示第９条）
・燃焼器と末端ガス栓の接続は、燃焼器の区分、燃焼器にあった接続具、接続方法による。

２．消費設備調査の方法

（規則第44条第１号イ、ロ、ヘ、ヲ、カ／供給・消費・特定供給設備告示第10条／
供給・消費・特定供給設備告示第10条及び第11条の運用及び解釈）

①燃焼器の接続方法等

目　
視

第４章　定期消費設備調査

（注１）

（注２）

・末端ガス栓と燃焼器は、燃焼器の種類に適合した接続方法により接続されていれば「良」
　（表4-1参照）

法

・末端ガス栓に（腐食・膨潤、ひび割れ、損傷、摩耗）がないこと。法

・接続管及び接続部にガス漏れがないこと。法

・腐食防止法

・地下室等に係る燃焼器については、警報器の設置が必要。Ｐ59～Ｐ61参照。法

・接続管及び接続部に（腐食・膨潤、ひび割れ、損傷、摩耗）がないこと。自

・末端ガス栓及び接続管は、燃焼器の火炎又は輻射熱を直接受ける恐れのある位置に
　ないこと。

自

（供給・消費・特定供給設備告示第10条、例示基準45）

▼三つ又の使用を避けること。【通達（規則関係）第27条（周知の内容）関係】
※参考資料の「8．三つ又を使用した場合の問題点」を参照してください。
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※１

※２

※３
※４

※５
※6
※7

※8

※９

※１０
※１１
※１2

元止め式瞬間湯沸器に機器接続ガス栓を接続することについて法令上の規定はないが、配管用フレキ管の製造会社等では、
以下の理由により、その使用を禁止している。
①元止め式瞬間湯沸器を消費者自身で取り外してしまうこと（違法行為）があり、機器接続ガス栓で接続されていた場合、

　　不安定な状態で放置される可能性があるため危険なこと。
②消費者がホームセンター等で購入した元止め式瞬間湯沸器を消費者自身が施工（特に取り外し時）等する際に配管用
　フレキ管を破損した事例があること。

浴室内に設置されたふろがまに、金属フレキシブルホースや機器接続ガス栓で接続を行うと、入浴中に人や物が当たること
でフレキ管に無理な力が加わる可能性があることから、浴室内に設置されたふろがまの接続には使用しないこと。
昇降機能付調理台にビルトインこんろを設置する場合は、燃焼器用ホースで接続すること。
ファンヒーター・FF式暖房機は、ガス機器のガス取入部の構造が迅速継手（スリムプラグ）またはねじであるため、ガス用ゴム管
による接続はしない。
ガス衣類乾燥機は、移動式燃焼器として扱う。〔黒本（第９版）〕
燃焼器の接続部がTUおねじの時はTU接続とすること。（TU：テーパーユニオンねじ）
（1）燃焼器用ホースは、炎や熱が直接触れたり、機器の排気ガスにより高温になるおそれのある所及び日常の点検や取替が
容易に行えない隠ぺい部では使用しないこと。

（2）燃焼器用ホースの代わりに「液化石油ガス用継手金具付低圧ホース（低圧ホース）」を用いる場合、以下に依ること。
　①接続具は、法令等に定められた専用のものとすること。
　②屋内では鋼線入りのものを選択すること。
移動式以外の燃焼器において、法令上、金属管の使用を認めているが、この場合、用いることができる末端ガス栓は、ねじガス
栓となるため、接続方法として推奨しない。
FF式暖房機に限る。移動式燃焼器と末端ガス栓を接続する硬質管等は、法令上「金属フレキシブルホース」の使用を認めて
いるが、金属疲労によりガス漏えいの原因となることから、金属フレキシブルホースの製造会社では、ＦＦ式暖房機以外の使用
を禁止している。
機器接続ガス栓は、配管用フレキ管で配管して移動式以外の燃焼器に直接接続する場合に使用されるガス栓。
ホースガス栓と接続管の接続口の形状が異なる場合は、接続具を使用すること。
移動式燃焼器と「機器接続ガス栓」とを接続することは、法令上、認められているが、金属疲労によりガス漏えいの原因となること
から、配管用フレキ管の製造会社では、その使用を禁止している。

表４-１  燃焼器と末端ガス栓の接続方法

末端ガス栓用　　途
接続部種　類

燃焼器

給湯・ふろ

調　理

調　理

暖　房

乾　燥

空　調

コ・ジェネレーション

先止め式瞬間湯沸器
貯湯湯沸器

ふろがま（浴室外設置）

元止め式瞬間湯沸器※1
ふろがま（浴室内設置）※2

ビルトイン型調理機器※3

排熱利用設備

ガスエンジン発電設備

こんろ・炊飯器・
オーブン

ファンヒーター※4
FF式暖房機

ガス衣類乾燥機※5

ガスヒートポンプ
冷暖房機（GHP）

燃料電池発電設備

移
動
式
以
外

移
動
式

ねじ※6
燃焼器用ホース※7

金属フレキシブルホース

燃焼器用ホース※7

金属管※8

可とう管ガス栓

燃焼器用ホース※7 可とう管ガス栓

燃焼器用ホース（ガスコード） ホースガス栓（コンセント口）※11

ホースガス栓（ゴム管口）※11

燃焼器用ホース※7

可とう管ガス栓

ねじガス栓※8

金属管※8 ねじガス栓※8

機器接続ガス栓※10

金属フレキシブルホース
ねじ※6

ねじ※6

ガス用ゴム管ゴム管口

迅速継手（スリムプラグ）

硬質管等
（接続具を除く。）

機器接続ガス栓※12

可とう管ガス栓

ねじ※6
金属フレキシブルホース※9
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図4-2  検査合格証票の種類の例

（１）硬質管等の種類

①末端ガス栓
・ホースガス栓（ヒューズ機構付きに限る。）、可とう管ガス栓（機器接続ガス栓＊を含む。）がある。
＊ガス栓の出口側接続部が回転する機構を有するガス栓［告示関係通達（20170316商局第10号 平成29年3月15日付）］

（２）ガス栓の種類

①硬質管等（金属管を除く。）は、自主検定合格品（両端迅速継手付燃焼器用ホースはJIS認証品も可）を選定
　すること。
②ガス栓は、適合性検査合格証票が貼付されているものを選定すること。
③迅速継手は、認証品であることを示す「JIA」、「LIA」、「JIS」のいずれかが印刷又は刻印されたものを選定すること。

（３）硬質管等・ガス栓の選定について

ガス栓

②中間ガス栓（ねじガス栓）
　・LPガスの消費設備で用いられるねじガス栓には、弁体構造が、ボール状のものと円柱状のものとの２種類
　　がある。

※両端迅速継手付燃焼器用ホース（JIS認証品）は、証票にかわりホース部分に「JIS」の表示がされている。

【監修：（一社）日本エルピーガス供給機器工業会】

金属フレキシブルホース（ＬＩＡ） 燃焼器用ホース※（ＬＩＡ）

図4-1　末端ガス栓等の種類

ホースガス栓
（ゴム管口（ホースエンド））

ホースガス栓
（コンセント口）

可とう管ガス栓※ 機器接続ガス栓
※平成20年10月以降、つまみは水色

硬質管等・ガス栓の種類等参考

出口側に金属管を接続する場合に限り、ねじガス栓も末端ガス栓として使用できるが、可とう管ガス栓と
比較して栓の耐久性が低く、ロック機構がないため推奨しない。

中間ガス栓
（ねじガス栓）

①金属管 ②金属フレキシブル
ホース

③液化石油ガス用
継手金具付低圧ホース
（低圧ホース）

④燃焼器用ホース ⑤ガス用ゴム管

迅速継手付の
燃焼器用ホース

※業務用施設においては、清掃時や機器交換時に燃焼器用ホースを取り外したこと
による事故が多いことから、業務用施設で末端ガス栓と燃焼器を接続する場合
は、可能な限り迅速継手付の燃焼器用ホースを用いることが望ましい。（燃焼器に
付属している迅速継手はプラグとソケットを分離した際にガスを止める機能を有
している。）
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判定基準・判定方法調査
方法

法定・自主

目　
視

・燃焼器は消費するＬＰガスに適合するものであること。法

（２）燃焼器の適合性
（規則第44条第1号ワ）

●次の１．又は２．により確認する。

図4-3　ＰＳマークの種類

図4-4　その他の燃焼器のマークの種類

自主検定マーク

液化石油ガス器具
として政令で定めた
ＬＰガス燃焼器につ
いては、ＰＳマーク、
それ以外はＪＩＡ認
証マークの貼付を確
認すること。

特定液化石油ガス
器具等の表示

特定液化石油ガス器具等以外の
液化石油ガス器具表示 検定合格マーク

製造会社銘板でＬＰガス用を確認

（新ＪＩＳマーク08年10月より）

１. 燃焼器のマーク

２. 点火テスト
燃焼状態の確認項目
・赤火、黄炎が出ないこと。
・煽火（リフティング）がないこと。
・逆火（フラッシュバック）がないこと。
・炎が均一であること。

図4-5　正常な場合 図4-6　赤火燃焼

第
4
章　
定
期
消
費
設
備
調
査

判定基準・判定方法調査
方法

法定・自主

目　
視 自 ・ホースガス栓には、シール性のあるガス栓キャップ（自主検査合格証票が貼付されたもの）

が取り付けられていること。
自 ・誤開放防止のため、ガス栓カバーを装着することが望ましい。

・ホースガス栓は、安全機構を内蔵しているもの（ヒューズガス栓等）を用いること。法

・安全機構のないホースガス栓､ばね安全機構付ガス栓（ばねカラン）は、交換すること。法

・ホースガス栓以外のガス栓には金属製の栓（プラグ等）が、ねじにより接続されていること。法

（規則第44条第１号ヲ、供給・消費・特定供給設備告示第11条）
②燃焼器と接続されていない末端ガス栓の取扱い

燃焼器のマーク確認だけではなく
できるだけ点火テストを行い
燃焼状態を確認しましょう。
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（３）燃焼器の種類
（規則第44条第1号ヲ、供給・消費・特定供給設備告示第9条）

（注）ガス衣類乾燥機は開放式のガス機器であり、通常では移動式の燃焼器として扱うが、排湿筒を接続し
　　 固定して使用する場合は、移動式以外の燃焼器として取り扱う〔黒本（第8版）〕。

①移動式燃焼器　日常の使用に際して移動し、又は接続の着脱が行われるガス機器
　イ．ガス調理機器（ガスこんろ・ガステーブル・卓上型ガスグリル・ガス炊飯器等）

②移動式燃焼器以外の燃焼器　日常の使用に際して移動させず、かつ、接続の着脱も行わないガス機器
　イ．据置型ガスレンジ・据置型ガスオーブン・据置型ガスグリル・キャビネット型ガスこんろ・
　　  キャビネット型ガスグリル付きこんろ等

ロ．給湯器（ガス瞬間湯沸器・ガス給湯器・ガスふろがま等）

ハ．その他
　  めんゆで器・フライヤー・回転がま・ＧＨＰ・マイクロガスタービン

図4-7　ガス調理器の種類

図4-8　その他ガス機器の種類

図4-9　ガス調理器の種類

図4-10　給湯器の種類

図4-11　その他の燃焼器

ロ．その他のガス機器
　  ・ガスストーブ（開放式《ファンヒーター等》・密閉式《ＦＦ式等》）・ガス衣類乾燥機等



表４-２　給排気方式の違いによる燃焼器の分類

ＣＦ
（Conventional Flue）

ＦＥ
（Forced Exhaust）

ＢＦｰW
（Balanced Flue-Wall）

ＢＦｰC
（Balanced Flue-Chamber）

ＢＦｰＤ
（Balanced Flue-Duct）

FFｰW
（Forced draft Balanced Flue-Wall）

FFｰC
（Forced draft Balanced Flue-Chamber）

FFｰD
（Forced draft Balanced Flue-Duct）

ＲＦ
（Roof top Flue）

BF

FF

開放式

半密閉式 自　　然
排 気 式

密閉式

屋外式

自　　然
給排気式

強　　制
給排気式

強　　制
排 気 式

開 放 式

自　　然
排 気 式

強　　制
排 気 式

強制給排気
外壁式

屋 外 式

バランス
外 壁 式

バランス
チャンバ式

バランス
ダクト式

燃焼用空気を屋内から採り、
燃焼排ガスを屋内に排出する方式

燃焼用空気を屋内から採り、燃焼排ガスを排気筒を
用いて、自然運気力によって屋外に排出する方式

燃焼用空気を屋内から採り、燃焼排ガスを送風機１）を
用いて強制的に屋外に排出する方式

給排気筒を外気に接する壁を貫通して屋外に出し、
自然通気力によって給排気を行う方式

給排気筒を専用給排気室（チャンバ）内に接続して、
自然通気力によって開放廊下に給排気を行う方式

給排気筒を共用給排気筒（Uダクト、SEダクト２）など）内
に接続して自然通気力によって給排気を行う方式

給排気筒を外気に接する壁を貫通して屋外に出し、
送風機を用いて強制的に給排気を行う方式

強制給排気
チャンバ式

給排気筒を専用給排気室（チャンバ）内に接続して、
送風機を用いて強制的に開放廊下に給排気を行う方式

強制給排気
ダクト方式

給排気筒を供用給排気筒（Uダクト、SEダクト２）など）内
に接続して送風機を用いて強制的に給排気を行う方式

燃焼器を屋外に設置し、給排気を屋外で行う方式

給排気方式 区分内容 呼　称 略　　号

̶
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給排気関係（ＬＰガス燃焼機器の設置・調査点検上の注意点）

ガス燃焼機器は、設置場所と給気、排気の方法によって設置基準が分類されている。

３．給排気（規則第44条第1号ヨ、タ、レ、ソ、ツ、ネ）

(注）1）送風機とはJISで用いている用語であり､液化石油ガス法では排気扇という用語を用いている
　　 2）Ｕダクト：建物の屋上で給排気を行う方式のダクト
　　　　SEダクト：給気を建物の下部から採り､排気を建物の屋上から行う方式のダクト

【出典：第二種販売講習テキスト（高圧ガス保安協会発行）】

図4-12　給排気形式による分類

給排気上の分類

給気

排気

（
屋
外
）

（
屋
内
）

排気
給気

排気筒

給気給気口

排気

換気口
給気

排気

給排気トップ

給排気部

給気

排気
給排気トップ

CF式 FE式 FF式 BF式

RF式
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判定基準・判定方法調査
方法

法定・自主

目　
視

（１）換気扇を設けた室（下記①～③の基準を満足させること）法

以下の（１）～（４）のいずれかに適合していれば「良」

①元止め式湯沸器

屋内に設置されたガス消費量が12kW以下のガス瞬間湯沸器、その他の７kW以下のガス湯沸器（貯湯式
等）は、次に定める基準のいずれかに適合する室に設置されていること。（不完全燃焼防止装置付き開放式
ガス湯沸器は調査を行う事項から法令上は除かれます。）

（１）開放式ガス湯沸器の給排気（規則第44条第１号ツ、例示基準36、規則第37条第１号イ）

①ガス消費量に応じて表４-３の羽根径の換気扇が設置されていること。又は、これと同等
　以上の排気能力を有するものであること。

法 （２）給気口及び排気口が設けられている室（下記①～②の基準を満足させること）
①給気口と排気口が設けられた室で、開口部の有効開口面積は、湯沸器のガス消費量
　1.2kW当り、20cm2以上あること。
②給気口と排気口の位置は、湯沸器が設置されている室内にあり、かつ、給気口はその
床面に近い位置に、排気口はその有効開口部の下端が湯沸器の排気部より高い位置

　にあること。

法 （３）排気フード及び給気口を設けてあるもの（下記①～②の基準を満足させること）
①排気フードは当該湯沸器のものであること。
②給気口の有効開口面積はガス消費量1.2kW当り10cm2以上であること。

法 （４）窓のある室に設置していること。（下記①～④の基準を満足させること）
①窓の構造は、容易に開閉できるものであること。
②窓を設ける位置は、湯沸器が設置されている室内にあり、かつ、外気に面している位置
　にあること。
③開放できる部分の面積は、湯沸器のガス消費量1.2kW当り40cm2以上あること。
④開放できる部分の床面からの高さは、室の床面から天井面までの高さの１／２以上
　の高さであること。

②湯沸器が設置されている室内に他の燃焼器がある場合には、消費量を合算すること。
③換気扇は、湯沸器が設置されている室内にあって、かつ、湯沸器の排気部より高い位置
　で湯沸器の近い位置にあり、直接外気又は通気性のよい廊下等に通ずる場所に設置
　されていること。

19.0kW以下
21.3kW以下
29.6kW以下
35.6kW以下

15cm
20cm
25cm
30cm

ガスの消費量 換気扇の羽根径
表4-3　換気扇能力

※排気筒並びに排気フードが設けられた湯沸器は、ＣＦ式等に準ずる。
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（５）連動換気扇が設置されている場合には、湯沸器を点火し作動することを確認すること。自

判定基準・判定方法調査
方法

法定・自主

目　
視

（１）換気扇を設けた室（下記①～④の基準を満足させること）法

以下の（１）～（４）のいずれかに適合していれば「良」

②先止め式湯沸器

①ガス消費量に応じて表４-４の羽根径の換気扇が設置されていること。又は、これと同等
　以上の排気能力を有するものであること。

（２）給気口及び排気口が設けられている室（下記①～②の基準を満足させること）法
①給気口と排気口が設けられた室で、開口部の有効開口面積は、湯沸器のガス消費量
　1.2kW当り、20cm2以上あること。
②給気口と排気口の位置は、湯沸器が設置されている室内にあり、かつ、給気口はその
床面に近い位置に、排気口はその有効開口部の下端が湯沸器の排気部より高い位置
にあること。

（３）排気フード及び給気口を設けてあるもの（下記①～②の基準を満足させること）法
①排気フードは当該湯沸器のものであること。
②給気口の有効開口面積はガス消費量1.2kW当り10cm2以上であること。

（４）排気フード及び窓のある室に設置していること。（下記①～⑤の基準を満足させること）法
①窓の構造は、容易に開閉できるものであること。
②窓を設ける位置は、湯沸器が設置されている室内にあり、かつ、外気に面している位置
　にあること。
③開放できる部分の面積は、湯沸器のガス消費量1.2kW当り40cm2以上あること。
④開放できる部分の床面からの高さは、室の床面から天井面までの高さの１／２以上の
　高さであること。
⑤排気フードは当該湯沸器のためのものであること。

19.0kW以下
21.3kW以下
29.6kW以下
35.6kW以下

15cm
20cm
25cm
30cm

ガスの消費量 換気扇の羽根径
表4-4　換気扇能力

※排気筒並びに排気フードが設けられた湯沸器は、ＣＦ式等に準ずる。
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②湯沸器が設置されている室内に他の燃焼器がある場合には、消費量を合算すること。
③換気扇は、湯沸器が設置されている室内にあって、かつ、湯沸器の排気部より高い位置
　で湯沸器の近い位置にあり、直接外気又は通気性のよい廊下等に通ずる場所に設置
　されていること。
④湯沸器使用時に換気扇が自動的に作動するもの又は次のいずれかの基準に適合する
　室に設置された手動換気扇であること。

業務用厨房室等であって、常時有効な排気が行われている室
常時開放されている構造の給気口であって、その有効開口面積がガス消費量
1.2kW当り10cm2以上のものであり、かつ、常時通気性の良い玄関若しくはこれ
に通ずる廊下又は直接外気に開放されているものが設けられている室

イ．
ロ．
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ガラリの種類 開口率（％）
スチールガラリ
木製ガラリ

パンチングパネル

50
40
30

表4-5　ガラリ等の開口率
窓、ドア等の種類 周囲及び合わせ目1m当たりの有効面積（cm2）

アルミサッシ、窓及びドア※

鋼製ドア※

木製窓
木製ドア

2
10
5
20

表4-6　窓、ドアのすき間

パッキン付きのもので、施錠時にクレセント等で締め付ける方式のものは含まない
※アルミサッシ・鋼製ドアには施錠時にクレセント等で締め付けているので隙間
　面積に加えないこと。

図4-13　開放式小型湯沸器

開放式小型湯沸器 元止め式・先止め式湯沸器には、それぞれ下図のいずれかの
換気扇又は有効な開口部があること。

専用フード
＋
給気口

（10cm2/1.2kW）

給気口＋排気口
（各20cm2/1.2kW）換気扇 窓

（40cm2/1.2kW）

換気扇
＋
給気口

（10cm2/1.2kW）

換気扇
＋

業務用厨房等
常時有効排気

専用フード
＋
窓

（40cm2/1.2kW）

連動換気扇

元止め式及び先止め式
に適合する基準

先止め式に適合する基準

元止め式に適合する基準

元止め式・先止め式とは
●元止め式
　お湯を使用する場所に設置し、湯沸器
　から直接給湯するものです。
●先止め式
　湯沸器からお湯を使用する場所まで
　配管で給湯するものです。

窓とは
●構造は容易に開閉できるもの。
●設ける位置は、当該湯沸器が設置されている室内
　にあり、かつ、外気に面している位置にあること。
●開放できる部分の床面からの高さは、室の床面から
　天井までの高さの1/2以上の高さであること。

開放式で、自然換気の場合「窓等の隙間」を給気口と考えて良いのですか。１
良いです。ただし、下記の点について注意してください。
●開放式燃焼器と同一の室にある他の燃焼器の合算消費量になるので注意すること。

１
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判定基準・判定方法調査
方法

法定・自主

目　
視

①自然排気式
ＣＦ式給排気設備（屋内設置の給排気等）

屋内に設置されたガス湯沸器（暖房兼用のものを含み、ガス消費量が12kWを超える瞬間湯沸器、ガス
消費量が7kWを超える、その他の湯沸器）及びガスふろがまには、基準に適合した給排気設備が設置されて
いること。

（２）半密閉式燃焼器の給排気（規則第44条第１号ヨ、タ、レ、ソ、例示基準42）

10以下
11以下
13以下
16以下
19以下
22以下
27以下
30以下
42以下
55以下
70以下

90

100
110
120
130
140
160
180
200

ガス消費量
（kW）

75
80
90
100
110

120

140

80

90
100
110

半密閉式燃焼器の排気用接続部の内径（mm）
瞬間湯沸器 ふろがま ストーブ

表4-7

※液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用より

法 ①排気筒の材料
・金属その他の不燃性のものであること。

法 ③排気筒の断面積
・排気筒の断面積は、燃焼器の排気筒と接続する部分の有効断面積より小さくないこと。

法 ④排気筒の先端
・排気筒の先端は屋外に出ていること。

自 ⑤逆風止めは､ガス機器の一部なので､その形状､取付け位置が変更されていないこと。

自 ⑦固定金具は､屋外部にあっては､排気筒と同等以上の耐食性を有する材質であること。

自 ⑨排気筒からの逆流に注意すること。

自 ⑥排気筒の材質は、自主検査で耐熱性、耐食性が確認された検査合格、又は認証品のもの
　であること。（SUS304又は同等以上）

自 ⑧家庭の台所などの火気を使用する室の換気のための排気ダクトは、ファンによって排気
ダクト内が正圧になるように設置されていることが多い。このような排気ダクトに半密閉式

　ガス機器の排気筒が接続されていると、正常な排気がされずに室内に燃焼排ガスが逆流
　（負圧）することとなるので、併用していないことを確認する。

法 ②排気筒の逆風止め
・燃焼器と同一室内にある排気筒であって、当該燃焼器に近接した箇所に逆風止めが取り

　　付けられていること｡（燃焼器に逆風止めが取り付けられている場合を除く｡)
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判定基準・判定方法調査
方法

法定・自主

目　
視

自 ⑩排気筒の先端の構造
・障害物、又は外気の流れによって排気が妨げられない位置にあること。
・鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入、又は風雨等の圧力により、排気が妨げられるおそれの

　　ない構造であること。鳥の巣などにより閉そくされないよう防鳥網（16ｍｍの球が入ら
　　ないもの）等が取り付けられていること。

自 ⑪排気筒の高さは、基準に適合していること。

自 ⑫自重、風圧、振動等に対し十分耐え、かつ、接続部が容易に外れないこと。

自 ⑬排気筒の形状
・腐食又は接続部の外れがないこと。
・凝縮水などのドレン抜きがあること。

自 ⑭天井裏、床下等の排気部は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。ただし、燃焼器
　出口の排気ガスの温度が100℃以下の場合は、この限りでない。
　（ただし書きは、平成29年４月１日より施行。）

自 ⑮給気口
・同一室内に排気筒の有効断面積以上の給気口があること。（給気口の通気は障害物等

　　で妨げられないこと。)

排気筒が必要な自然排気式には次のものがあります。
①ガス調理機器（ガス消費量が12kWを超えるもの）
②ガスストーブ（ガス消費量が7kWを超えるもの）
③ガス衣類乾燥機（ガス消費量が12kWを超えるもの）
④ガスふろがま
⑤ガス瞬間湯沸器（暖房兼用のものを含み、ガス消費量が12kWを超えるもの）
⑥ガス貯湯湯沸器（暖房兼用のものを含み、ガス消費量が7kWを超えるもの）
⑦ガス常圧貯蔵湯沸器（ガス消費量が7kWを超えるもの）

図4-14　自然排気（ＣＦ）式燃焼器

：調査事項の基準を示す。
：調査事項ではないが、事故防止を図るために定期
調査時に確認した方が良い主な基準を示す。

半密閉式ガス機器（黒本９版参照）解説

自然排気（ＣＦ）式燃焼器　自然排気式燃焼器には、図４-14の基準に適合した排気筒が設けられていること。解説

・金属その他の不燃材であること。
①　排気筒の材料

・近接して同一室内に設置されて
　いること。

②　逆風止め

・燃焼器の排気筒より小さくない
　こと。

③　有効断面積

・障害物又は外気の流れ等で排気
　が妨げられない場所にあること。
・鳥等の侵入により排気が妨げら
　れない構造であること。

⑤　先端の構造

・腐食又は接続部のはずれが無い
　こと。
・凝縮水等のドレン抜きがあること。

⑥　排気筒の形状

・同一室内に排気筒の有効断面積
　以上の給気口があること。
・給気口の通気は障害物等で妨げ
　られていないこと。

⑦　給気口

・先端が屋外に出ていること。
④　先端の位置
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図4-15　排気トップの例

多翼型トップ
（ＣＦ式燃焼器用）

Ｈ型トップ
（ＣＦ式燃焼器用）

Ｐ型トップ
（ＣＦ式燃焼器用）

エルボ型トップ
（ＦＥ式燃焼器用）

排気筒の口径は、燃焼機器の排気筒と接続する部分の有効面積より小さくないこととあります
がなぜですか。

１

燃焼器具本体の排気筒接続口径は、燃焼器具のガス消費量に応じた適切な大きさとする
ため液石法及びＪＩＳで定められており、これで燃焼性能が確認されています。よって、燃焼器
出口から排気筒トップまでの排気筒口径は縮小することができません。

１

排気筒の逆風止めの位置は、燃焼器と同一室内にある部分の当該燃焼器に近傍した箇所に取付
けられていることとありますが、燃焼器一次排気筒を少し伸ばして逆風止めを設置してはいけない
のですか。

２

いけません。
逆風止めや一次排気筒は、燃焼器具の付属品であり液化石油ガス器具の検査の対象になって
いるので、これを改造して逆風止めの位置を変更することはできません。（一次排気筒は、燃焼
器具の一部であり、正常に燃焼するよう径と高さが設計されています｡)

２

排気筒の先端は屋外に出ていることとありますが、屋外に出ていることだけを確認すれば良いの
ですか。

３

調査項目では排気筒の先端は屋外に出ている事となっておりますが、自主基準項目のうち特に
次の項目に注意してください。
排気筒の先端部は障害物、又は外気の流れによって排気が妨げられない位置にあること。
また、排気トップの種類には、「多翼型」「傾斜Ｈ型」「Ｈ型」等が設置されているのが一般的です。

３

排気筒トップは、鳥の巣などにより閉そくされない構造とありますが、現地で実際に確認すること
ができないので、どう判断すればよいのでしょうか。

４

目視での十分な確認ができない場合は販売店へ連絡し、現在閉そくされているかどうかは
スモークテストで確認してください。なお、多翼型トップ等はすき間が16mm以下ですので
鳥の巣等により閉そくされない構造となっております。

４

排気筒先端の状態
●外気の流れ等に排気が妨げられない場所とは、逆流現象が生じる風圧帯の範囲
　外をいいます。
●鳥等の侵入により排気が妨げられない構造とは、排気筒トップに16mm鋼球が
　入らない防鳥網等が取り付けられていることをいいます。

参考
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判定基準・判定方法調査
方法

法定・自主

目　
視

②強制排気式
ＦＥ式給排気設備

法 ①排気筒の材料
・金属その他の不燃性のものであること。

自 ④排気筒の先端の構造
・障害物、又は外気の流れによって排気が妨げられない位置にあること。
・鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入、又は風雨等の圧力により、排気が妨げられるおそれの

　　ない構造であること。鳥の巣などにより閉そくされないよう防鳥網（16ｍｍの球が入ら
　　ないもの）等が取り付けられていること。

自 ⑤排気筒は、凝縮水等がたまりにくい構造であること。

自 ⑥排気筒は、十分な耐食性を有するものであること。（SUS304又は同等以上）

自 ⑧自重、風圧、振動等に対し、十分耐え、かつ接続部が容易に外れないこと。

自 ⑨燃焼排ガスの逆流防止
・壁貫通部分に、排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。

自 ⑭給気口
・同一室内に排気筒の有効断面積以上の給気口があること。（給気口の通気は障害物等

　　で妨げられないこと｡）

自 ⑩燃焼器給気口（逆風止開口部含む）から排気ガスが流出しないよう風量が十分あること。

自 ⑪排気扇の材料は不燃性であること。

自 ⑫排気扇と燃焼器を直結するものは、容易に外れないこと。

自 ⑬排気扇が停止した場合に、ガスの供給を自動的に遮断すること。

自 ⑦天井裏、床下等の排気部は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。ただし、燃焼器
　出口の排気ガスの温度が100℃以下の場合は、この限りでない。
　（ただし書きは、平成２９年４月１日より施行。）

法 ②排気筒の先端
・排気筒の先端は屋外に出ていること。

法 ③強制排気式燃焼器告示で定められた強制排気式燃焼器
・ガスを燃焼した場合に、正常に燃焼器から排気が排出されること。

　・具体的な調査方法については「強制排気式の燃焼器の具体的な調査方法について」　
　　（平成19年３月13日付け　平成19･02･26原院第１号）を参照のこと。
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排気筒が天井裏、床裏にある部分は金属以外の不燃性材料で覆われていますが、排気筒が天井裏
を通っている場合は調査する事は不可能です。よって、この場合露出している箇所しか調査できま
せん。もし、天井裏の排気筒が接続不良、又は腐食等により孔があいていた場合、ＣＯ中毒の原因
になるため何か良い調査方法はありませんか。

１

調査できない部分がある場合は、確認できない旨を消費者及び販売事業者に通知するととも
にＣＯ警報器の設置を積極的に提案してみてください。

１

給気口の前に物が置かれ、給気口がふさがれた状態となっています。どうしたら良いでしょうか。２
特に冬場は消費者が冷気を防ぐため、給気口の前に物を置いたり、ガムテープ等でふさいで
いる場合があります。給気不足で不完全燃焼を起こし、死亡事故につながることを消費者に
良く周知し、安全なガス機器と交換することを積極的に提案してみてください。

２

第
4
章　
定
期
消
費
設
備
調
査 図4-16　強制排気（ＦＥ）式燃焼器

こんなこともやってみましょう

●自然排気式及び強制排気式燃焼器の排気筒に
　あってはスモークテスト。

●開放式小型湯沸器（不完全燃焼防止装置付きを除く｡）
及び自然排気式燃焼器にあっては、一酸化炭素測定。

強制排気（ＦＥ）式燃焼器　強制排気式燃焼器には、図４-16の基準に適合した排気筒が設けられていること。解説

・金属その他の不燃材であること。
①　排気筒の材料

・先端が屋外に出ていること。
②　先端の位置

・障害物又は外気の流れ等で排気
　が妨げられない場所にあること。
・鳥等の侵入により排気が妨げら
れない構造であること。

③　先端の構造

・腐食又は接続部のはずれが無い
　こと。

④　排気筒の形状

・壁貫通部にすき間がないこと。
⑤　排気ガスの逆流防止

・排気ファンが停止した場合
　燃焼器へのＬＰガスの供給が
　遮断される構造であること。

⑥　排気ファンとの連動

・強制排気式燃焼器告示で定め
　られた燃焼器から正常に排気が
　排出されることを確認する。

⑧　正常な排気の排出

：調査事項の基準を示す。
：調査事項ではないが、事故防止を図るために定期調査時に確認した方が良い主な基準を示す。

・同一室内に排気筒の有効断面積
　以上の給気口があること。
・給気口の通気は障害物等で妨げ
　られていないこと。

⑦　給気口

CF式 FE式
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判定基準・判定方法調査
方法

法定・自主

目　
視

①ＢＦ式（自然給排気式・密閉式）ガス機器

屋内に設置されたガス湯沸器（暖房兼用のものを含む）及びガスふろがまで密閉式のものの給排気部は
基準に適合していること。

（３）密閉式燃焼器の給排気（規則第44条第１号ネ）

法 ①排気ガスの逆流防止
・給排気部が外壁を貫通する箇所は、当該給排気部と外壁との間に燃焼排気ガスが流れ

　　込む隙間がないこと。
法 ②給排気筒の先端

・給排気部の先端は屋外に出ていること。
自 ③給排気筒の材料

・金属その他の不燃性のものであること。

自 ⑤固定方法
・自重、風圧、振動などに十分耐え、接続部（ケーシング含む）が容易に外れないこと。

自 ⑥給排気部は、十分な耐食性を有するものであること。
自 ⑦給排気部は、凝縮水等がたまりにくいように取り付けられていること。

自 ⑨燃焼が妨げられないよう風量が十分あること。

自 ④給排気筒の先端の構造
・障害物又は外気の流れなどで排気が妨げられない場所にあること。
・鳥などの侵入及び自然給排気式にあっては、風雨等の圧力により排気が妨げられない

　　構造であること。

自 ⑧天井裏、床下等の排気部は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。ただし、燃焼器
　出口の排気ガスの温度が100℃以下の場合は、この限りでない。
　（ただし書きは、平成２９年４月１日より施行。）

判定基準・判定方法調査
方法

法定・自主

目　
視

②ＦＦ式（強制給排気式・密閉式）ガス機器

法 ①排気ガスの逆流防止
・給排気部が外壁を貫通する箇所は、当該給排気部と外壁との間に燃焼排気ガスが流れ

　　込む隙間がないこと。

屋内に設置されたガス湯沸器（暖房兼用のものを含む）及びガスふろがまで密閉式のもの
は、基準に適合する給排気部が設置されていれば「良」

法 ②給排気筒の先端
・給排気部の先端は屋外に出ていること。

自 ③給排気筒の材料
・金属その他の不燃性のものであること。

自 ④給排気筒先端の構造
・障害物又は外気の流れなどで排気が妨げられない場所にあること。
・鳥などの侵入及び風雨等の圧力により排気が妨げられない構造であること。

自 ⑤固定方法
・自重、風圧、振動などに十分耐え、接続部（ケーシング含む）が容易に外れないこと。

自 ⑥給排気部は、十分な耐食性を有するものであること。
自 ⑦給排気部は、凝縮水等がたまりにくいように取り付けられていること。
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図4-17　密閉（ＢＦ・ＦＦ）式燃焼器

密閉（ＢＦ・ＦＦ）式燃焼器　密閉式燃焼器には、図４-17の基準に適合した排気筒が設けられていること。解説

・先端が屋外に出ていること。
①　先端の位置

・壁貫通部にすき間がないこと。
②　排気ガスの逆流防止

・金属その他の不燃材であること。
③　給排気筒の材料

：調査事項の基準を示す。
：調査事項ではないが、事故防止を
  図るために定期調査時に確認した
  方が良い主な基準を示す。

・障害物又は外気の流れ等で排気
　が妨げられない場所にあること。
・鳥等の侵入により排気が妨げら
　れない構造であること。

④　先端の構造

・腐食又は接続部のはずれが無い
　こと。

⑤　排気筒の形状

判定基準・判定方法調査
方法

法定・自主

目　
視

自 ⑨燃焼が妨げられないよう風量が十分あること。

自 ⑧天井裏、床下等の排気部は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。ただし、燃焼器
　出口の排気ガスの温度が100℃以下の場合は、この限りでない。
　（ただし書きは、平成２９年４月１日より施行。）

FF式BF式

ＢＦ式給排気筒トップは、当該ガス機器のものを使用し、その形状及び構造を変更してはならない
のでしょうか。

１

ＢＦ式ガス機器の燃焼性能は、そのガス機器専用の部品を使用し、設置工事説明書に示す方法
で設置するという条件で保証されている。そのため、当該ガス機器用以外の給排気筒トップを
使用したり、その形状及び構造を変更してはならない。
給排気筒トップを取り付けるための木枠や金枠の取付け位置（壁面貫通位置）が合わないと
給排気筒トップの取付けに無理が生じて、水平がとれない等正しい取り付けができなくなる。
※ＢＦ式給排気部の長さは壁の厚みに応じたものを使用する。

１

ＦＦ式ガス機器の給排気筒の総延長及び曲がりに制限はありますか。２
有効な排気を行うためには、給排気筒の長さ及び曲がり数は工事説明書に規定された範囲
内で施工してください。

２

給排気筒のトップは、屋外に出ていることを確認すれば良いのですか。３
給排気等の先端は屋外に出ていることとなっておりますが、自主基準項目のうち特に次の
項目に注意してください。
・給排気筒のトップは、十分に開放された屋外及び燃焼排ガスが滞留しない開放廊下等に
　設置されているか、周囲の状況も必ず確認してください。
・給排気筒トップの壁貫通部は、給排気筒トップ本体と壁との間に燃焼排気ガスが屋内に
　流れ込むすき間がないこと。

３
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判定基準・判定方法調査
方法

法定・自主

目　
視

屋外設置式ガス機器は、屋内に設置してはならない。
また、浴室内の窓等から燃焼排気ガスが入り込まないように設置していること。

（４）屋外設置式ガス機器

自 ①設置場所
・屋外設置式ガス機器は屋内に設置しないこと。

自 ②固定
・安定して堅固に取り付けていること。

自 ④排気吹出口と建物開口部
・燃焼排ガスが室内に流入する開口部がないこと。

自 ③避難通路の確保
・避難通路となるバルコニーなどに設置する場合は、幅600mm以上の避難通路を確保

　　する。

図4-18　屋外ガス機器は波板等で囲わないこと 図4-19　積雪地帯の防護対策の例

表4-8　ＲＦ式屋外設置

チェック項目 設置の要点
①ガス種の適合

②設置場所

③固定

④防火装置

⑤避難通路の確保

⑥排気吹出し口と周辺の離隔距離

⑦排気吹き出し口と建物開口部

ガスの種類がＬＰガス用であることの確認。

屋外式ガス機器は屋内に設置しない。

安定して堅固に取り付ける。

ガス機器本体と周辺の可燃物とは、基準値以上の離隔距離を確保する。

避難通路となるバルコニー等に設置する場合は、幅600mm以上の避難通路を確保する。

周囲の可燃物とは基準値以上の離隔距離を確保する。

上記離隔距離範囲内に燃焼排ガスが室内に流入する開口部がないこと。

十分開放
されていること

正面

排気面より
100以上高く

開
放
扉

（
三
方
開
放
）

ブ
ロ
ッ
ク
等

200以上
600以上

平面

開放

150
以上

150
以上

150以上

単位（mm）
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器具省令の改正及び「長期使用製品安全点検制度」により特定製造事業者（メーカー）等が行う点検基準
との整合を図り、ＣＯ濃度の測定方法、判定基準を見直しましたので販売事業者及び保安機関が自主的
にＣＯ測定を行う場合の参考としてください。
※「CO中毒事故防止技術」（P.68～69）」参照

（５）燃焼器とＣＯ中毒について

図4-20　燃焼器具のサンプリング位置と測定方法

ＣＯ濃度測定方法及び判定基準について

ＣＯ濃度測定を行う場合の注意

ＣＯ濃度測定は燃焼開始後、およそ以下の時間が経過し燃焼が安定した後に行うこと。
・開放式ガス瞬間湯沸器：２分以上燃焼後、測定開始
・ＣＦ式燃焼器：３分以上燃焼後、測定開始   　　　　　　　　　
※浴槽には、水が入っていることを確認すること。
測定対象機器に応じたサンプリング位置及び方法に従うこと。
測定は、２回以上繰り返し行うこと。
開放式ガス瞬間湯沸器については、ガス消費量が最大になるように設定し、ＣＯ濃度最大値（ピーク時）
を測定する。
ＣＦ式燃焼器については、平均値表示のＣＯ測定器はその表示を、表示されないものは、最大値と
最小値を読み取り、その平均値の数値を測定ＣＯ濃度とすること。

①ＣＯ濃度の測定方法
イ、

ロ、
ハ、
ニ、

ホ、

ＣＯ濃度測定後、測定結果からＣＯ中毒事故を起こすおそれがあると判断された場合には、使用禁止、
或いは使用中の注意事項を周知するなど所要の対応をとった後、そのガス機器の交換を勧めるなど、
事故を未然に防止する措置を講じるよう消費者へ要請する。

②ＣＯ濃度測定後の取るべき措置

燃
焼
器
具

の
種
類

逆風止め

フィン

逆風止め内に挿入
逆風止め
逆風止め内に挿入サ

ン
プ
リ
ン
グ
位
置

サ
ン
プ
リ
ン
グ
方
法

排ガスの採取は、専用のサンプラー
を用い、前後左右にゆっくり動かし
ながらフィン上部をまんべんなくサン
プリングする。

排ガスの採取は、逆風止めの下部
（逆風止内排気通路）へパイプ型採
取管を挿入して、動かしながら採取
する。逆風止め内蔵機器については、
排気孔中央部へパイプ型採取管を
挿入して、動かしながら採取する。

排ガスの採取は、逆風止めの下部
（逆風止内排気通路）へパイプ型採
取管を挿入して、動かしながら採取
する。

開放式ガス瞬間湯沸器 ＣＦ式湯沸器 ＣＦ式ふろがま

20mm
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平成２０年４月以降製造の開放式ガス瞬間湯沸器は排ガス中のＣＯ濃度が0.03％以下で不完全燃焼防止装置が作動
するようになっています。
万一、0.03％を超えた場合は、不完全燃焼防止装置の不具合が考えられますので、消費者に対して直ちに使用を中止
し、製造メーカーへ連絡して点検を受けるよう説明してください。
また、開放式ガス瞬間湯沸器については、機器構造・特性を考慮してＣＯ測定値は最大値（ピーク値）を測定することを
基本とします。

器具省令が改正（平成20年4月1日施行）され（現在は、液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用）、
燃焼排ガス中のＣＯ濃度が変更されましたが、点検対象機器が製造された時点での特定保守製品省令の基準にて判定
を行います。
（平成20年３月31日までの製造品は0.20％超、平成２０年４月１日以降の製造品は0.10％超の測定値で使用禁止
とする。）

不完全燃焼防止装置のあるＣＦ式湯沸器及びＣＦ式ふろがまは安全に使用できるが、不完全燃焼防止装置のない機器
は逆風止めからの万一の排ガスあふれを考えて、使用禁止については開放式ガス瞬間湯沸器と同じ基準値（0.08％
（800ppm）超）とする。

※不完全燃焼防止装置のない機器は取替えを推進してください。

注１）

注２）

注３）

③ＣＯ濃度の判定基準
表4-9　ＣＯ濃度の判定基準 （数値はすべての実測値）

判　定
ＣＯ濃度測定値

Ｈ２０年３月３１日まで
の製造品

Ｈ２０年４月１日以降
の製造品

区　分

開放式ガス
瞬間湯沸器

注１）
0.08％超（800ppm）

0.015％超　0.08％以下
（150ppm～ 800ppm）

0.015％以下（150ppm）0.015％以下（150ppm）

0.03％超（300ppm）

0.015％超　0.03％以下
（150ppm～ 300ppm）

0.04％以下（400ppm）

0.10％超（1000ppm）

0.04％超　0.10％以下
（400ppm～ 1000ppm）

使用禁止

危険

使用注意

0.08％超（800ppm）

0.04％超　0.08％以下
（400ppm～ 800ppm）

0.04％以下（400ppm）

使用禁止

危険

給気・換気注意

0.20％超（2000ppm）

0.04％超　0.20％以下
（400ppm～ 2000ppm）

0.04％以下（400ppm）

使用禁止

危険

給気・換気注意

半密閉式
ガス湯沸器

半密閉式
ガスバーナー
付ふろがま

注２）

不完全燃焼
防止装置なし

注３）

不完全燃焼
防止装置あり

注２）

Ｃ　
Ｆ　
式
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不完全燃焼防止装置のない、開放式湯沸器及び
ＣＦ式・ＦＥ式湯沸器・ふろがま（黄色）

図4-21　判定シールの例

ＣＯ測定の結果、判定基準を超えているガス機器に対しては、ステッカー（例えば、図4-21 判定シール
の例）等を機器に貼付するなどして、消費者に周知を行う。
また、不完全燃焼防止装置の付いていない開放式湯沸器及びＣＦ式・ＦＥ式湯沸器・ふろがまは、ＣＯ

中毒事故を起こす危険性があるため安全性の高い屋外設置型、又は安全装置付きガス機器への交換
をすすめること。

④
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この器具には「不完全燃焼防止装置」がついて
おりません。老朽化により一酸化炭素（CO）
が発生するおそれがありますので、お早め
に新しい器具にお取り替えください。

使 用 注 意 ！

ＣＦ式湯沸器
ＣＦ式ふろがま（青色）

ご使用になるときは、給気や換気に十分注意
し、給気口や窓を必ず開けてください。
この器具と台所の換気扇（レンジフード）との
同時使用はおやめください。
（ガス器具の排ガスが逆流するおそれがあります｡）

給気・換気に注意！

器具共通（オレンジ色）

この器具は不完全燃焼しています！
なるべく早めに修理または新しい器具にお
取り替えをお願いします。このままご使用に
なると、一酸化炭素（CO）による中毒や死亡
事故につながるおそれがあり大変危険です。

危 　 　 険 ！

器具共通（赤色）

この器具は不完全燃焼しています！
至急、新しい器具にお取り替えください。
一酸化炭素（CO）による中毒や死亡事故に
つながるおそれがあります。お取り替えが
済むまで絶対に使用しないでください。

使 用 禁 止 ！
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●排気筒が立ち上がっていないことから風圧帯内に設置、フィンの目詰まりのため

ＣＯ中毒事故の共通する要因は、住宅構造の気密化と合わせ、不完全燃焼防止装置の無い開放式湯沸器
の長時間使用や、ＣＦ式・ＦＥ式燃焼機器の排気筒の構造的欠陥・不備による排気障害から発生している。

（６）ＣＯ中毒事故例

図4-22

●鉄筋集合住宅
●ＣＦ式瞬間湯沸器
●事故発生状況
台所に設置されているCF式大型
湯沸器（26.7kW）の燃焼排気ガ
スが室内にあふれて、女性1名
（30才）及び子供2名（4才、2才）
が軽いCO中毒となった。
●原因
排気筒が屋外で立上がっていな
いことから、排気筒トップが風圧
帯内にあり、排気が逆流する状況
であった。
その上、湯沸器の老朽化に伴う
熱交換器のフィンの目詰まりで
不完全燃焼を起こしていたため
軽いCO中毒に至った。

●対策
①排気筒の横引き限度
（５ｍ）に注意する。
②排気筒の高さを基
　準値以上にする。
③排気筒トップを風
　圧帯外に出す。
※上記の対策が不可
　能な場合、強制排
　気式に変更する。

居間

■断面図

台所 廊下

湯沸器

●台所の排気フード内に排気筒を設置したため

●鉄筋集合住宅
●ＣＦ式瞬間湯沸器
●事故発生状況
建物の共用排気ダクトに、湯沸器
の排気筒と台所の排気フードが
接続されていた。
換気扇と湯沸器が使用状態であ
り、燃焼排ガスが逆流し、CO中
毒で３名が死亡し、１名が重体と
なった。
●原因
共用排気ダクトに、自然排気式の
排気筒を接続し、換気扇を使用
するとダクト内圧が上がる。
この状態で湯沸器を使用したた
め、燃焼排ガスが逆流し、ＣＯ中
毒となった。

●対策
湯沸器の排気筒を独
立して設置する。
（自然排気式の排気
筒内は、ドラフト力を
使用することから負
圧となる。一方共用ダ
クトは、機械による押
し込み力を利用する
ことから正圧となる。
したがって両者を共
通のダクトで使用す
ることはできない。）

図4-23

共用ダクト
湯沸器
換気扇
ガスこんろ
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入
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押
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入

４
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半

死
亡

重
体

６
畳 ベランダ

厨房専用
共用ダクト
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●燃焼ガスにより防火ダンパーが作動し、排気が阻害されたため

図4-24

●鉄筋集合住宅
●ＲＦ式瞬間湯沸器
●ＲＦ式（屋外設置式）
●事故発生状況
パイプシャフト内に設置されてい
たＲＦ式湯沸器（15号）の排気筒
が浴室・居室の天井裏を通って
ベランダ側まで配管されており、
その先端に防火ダンパーが設置
され、閉の状態であった。
そのため排気筒から燃焼排ガス
が浴室内にもれ、ＣＯ中毒により
男性１名が死亡した。
●原因
湯沸器の燃焼排ガスにより防火
ダンパーが作動し、排気が阻害さ
れたため湯沸器が不完全燃焼
し、発生したＣＯが排気筒接続部
の隙間からあふれて浴槽に流れ
込み、中毒死したもの。

●対策
①排気筒の施工は、
　隙間のないよう正
　しい接続工事を行
　うこと。（ＪＩＳ表示
　のされている排気
筒を使用すること。）
②排気筒に防火ダン
　パーを取り付けない
　こと。（既設の防火
　ダンパーは撤去す
　ること。）
③ＲＦ式器具の排気
　筒等は屋内に設置
　しないこと。

●排気筒トップに鳥が巣を作ったため

●鉄筋集合住宅
●ＦＦ式瞬間湯沸器
●強制給排気式
●事故発生状況
FF式給湯暖房機（27.8kW）の燃
焼排ガスが居間・浴室等に漏れ
たために、ＣＯ中毒により2家族
7名が死亡した。
なお、隣の部屋の住人も事故発
生2日前に、気分が悪いとのこと
で病院に運ばれていた。
●原因
20年近くも使用していた給排気
部が老朽化のため、給排気トップ
の金網が破れ、排気筒も腐食等
により穴が開いていたが、器具取
替時給排気部の健全性を確認せ
ず再使用した。そのため、給排気
トップから鳥が入って巣を作り、
排気の排出が阻害されて不完全
燃焼した排気が室内に充満し事
故に至った。

●対策
既設の給排気部等を
再使用するときは、そ
れらが技術基準に適
合していることを確認
の上、器具設置を行う。
特に給排気部の材質
がSUS304又はそれ
と同等以上の耐食性
を有していない場合
は、再使用できないこ
とに留意すること。

図4-25

居間・押入

浴室

廊下

Ｐ・Ｓベランダ

ＲＦ式
ガス湯沸器

スパイラル鋼管（100φ）

詳細別図

アルミ製
フレキダクト防火ダンパー

スパイラル鋼管

ガ
ム
テ
ー
プ
が
口
径
拡
大
部
の

す
き
間
に
巻
か
れ
て
い
た

排気管に腐食等によって
開口部ができた

給排気トップの網が破れ
小鳥が巣を作った

ＦＦ式
給湯暖房器
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●木造集合住宅
●ＣＦ式ふろがま
●自然排気式
●事故発生状況
浴室内に設置されているCF式ふ
ろがま（14.8kW）のシャワーを
使用中に燃焼排ガスが浴室内に
逆流し、CO中毒により女性１名
が死亡した。
●原因
浴室内に設置されたシャワー付
CF式ふろがまと、比較的気密性
の高い居室内に設置された換気
扇が同時に使用されたため、浴
室内が負圧となり、その結果、排
気が円滑に行われずに、逆風止
めから燃焼排ガスが浴室内へ逆
流し、さらに酸素が不足したこと
により不完全燃焼が生じ、CO中
毒となった。

●対策
密閉式、FE式、または
不完全燃焼防止機能
付CF式ふろがまに交
換する。

●排気筒の使用材料の不適合による腐食のため

●鉄筋集合住宅
●ＦＥ式瞬間湯沸器
●強制排気式
●事故発生状況
脱衣室に設置されたFE式瞬間
湯沸器（16号）の天井内排気筒
が腐食し、排気ガスが室内に充
満し、２人がCO中毒となった。
●原因
湯沸器の排気筒は、新築時に器
具設置業者と違う業者が施工し
たものであり、湯沸器から天井内
のエルボまではステンレス製であ
ったが、天井内の横引き部分は
亜鉛引き鋼板製スパイラル管で
あった。
天井内のスパイラル管が腐食し
て穴があき、ここからあふれた排
気ガスが室内に浸入した。そのた
めCOを含んだ排気が室内に充
満し､２人がCO中毒となった。

●対策
新築集合住宅では湯
沸器等の取付けと給
排気設備工事が分離
発注されることが多
いが、他業者が排気
筒を施工したときは、
排気筒の技術上の基
準に適合して施工さ
れたことを確認の上、
器具を取り付けるこ
とが重要である。

図4-27

●気密性の高い住宅で換気扇の同時使用をしたため

図4-26
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図4-28

●対策
①屋外設置式又は不
　完全燃焼防止装置
　付きの燃焼器具に
　交換する。
②交換できない場合
　は燃焼器具の修理
　及び排気筒を液化
　石油ガス法・消費
　設備の技術上の基
　準に基づき改善す
　る。屋外設置式又
　は不完全燃焼防止
　装置付きの燃焼器
　具に交換するまで
　はCO警報器を設
　置する。

●屋外式湯沸器が物置内に設置されたため（囲い込み）

●一般木造住宅
●ＲＦ式湯沸器
●屋外設置式
●事故発生状況
屋外式湯沸器（35kW）が浴室に
隣接した物置内に設置されてお
り、シャワーを使用中に何らかの
原因で湯沸器が黒煙を発生する
ほど不完全燃焼を起こしたため、
多量の一酸化炭素が浴室ガラリ
等から浴室内に侵入し、CO中毒
により1名が死亡した。
●原因
屋外式湯沸器の設置場所は、居
住部分の外側で壁面に隙間もあ
るので販売事業者は屋外と認識
し、調査時等に改善を指摘してい
なかった。しかし、現地確認の結
果、四方が囲まれており、屋内と
判定された。また、今回と同様な
燃焼不良が5回発生しており、そ
の都度、機器メーカー、販売事業
者等の点検修理を受けていた。
湯沸器の鑑定結果では、特に故
障は認められず、不完全燃焼を起
こしたのは設置条件によるものと
推定された。

●対策
①車庫兼物置（屋内）
　に設置されている
　屋外式湯沸器を屋
　外に設置する。
②定期供給設備点検
　及び定期消費設備
　調査、周知を実施
　し、結果を確実に
　記録し、保存する。

図4-29

●排気筒の接続部のズレによるもの

●鉄筋集合住宅
●ＣＦ式湯沸器
●自然排気式
●事故発生状況
室内の窓等は全て閉め切られ、
換気扇はなく、レンジフードのフ
ァンも使われていない密閉状態
であった。湯沸器（10号）は浴室
の給湯に使用されており、点火
の状態で火は消えていた（マイコ
ンⅡで遮断）が外部カバーの内
外部及び上部の天井にすすが付
着していた。排気筒は2次排気筒
の径が１次排気筒の径より細く
（130mm→110mm）、かつそ
の接続部が若干ずれて隙間が開
いていた。さらに屋外の立ち上が
り部が150mm程度しかなく、
トップも付いていなかった。この
ため、排ガスが室内に流入し一
家５名全員が死亡した。
●原因
燃焼器具と排気筒の接続部がず
れていたため、そこから燃焼排ガ
スが漏れ、室内に流入し、酸素不
足から不完全燃焼となったもの。
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法 ・設置が義務付けられている施設の燃焼器は、警報器の検知区域に設置されていること。
　（検知区域が広い場合は複数設置するなど、必要個数設置されていること。）

次に掲げる施設若しくは建築物又は地下室等で燃焼器を使用する場合は、警報器の設置が義務付けられている。
　①劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これに類する施設
　②キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これに類する施設
　③貸席及び料理飲食店
　④百貨店及びマーケット
　⑤旅館、ホテル、寄宿舎及び３世帯以上入居する共同住宅
　⑥病院、診療所及び助産所
　⑦小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校
　⑧図書館、博物館及び美術館
　⑨公衆浴場
　⑩駅及び船舶又は航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。）
　⑪神社、寺院、教会その他これに類する施設
　⑫床面積の合計が1000m2以上である事務所（前各号に掲げるものに該当するものを除く。）

※警報器を設置しなくてもよい燃焼器（規則第44条第１号カ、供給・消費・特定供給設備告示第12条）
・屋外に設置されているもの
・定められた燃焼器と末端ガス栓の接続方法であって、かつ、立ち消え安全装置が組み込まれているもの
・常時設置されていないもの。ただし、特定用途（注１）の施設又は建築物で使用される燃焼器には警報器が必要
・浴室内に設置されているもの

（１）設置が義務付けられている施設（規則第86条）

判定基準・判定方法調査
方法

法定・自主

目　
視

自 ・検定合格品であること。

自 ・有効期限内であること。

自 ・ガス機器を設置してある室と同室内にあること。

自 ・常時コンセントに接続していること。

参考 平成22年より、ガス警報器工業会は、ガス漏れ警報器の統一名称を「ガス警報器」としています。

警報器の設置位置
ガス漏れ警報器（この章において単に「警報器」という。）は、ガス漏れを確実に検知し、かつ、点検等が容易
な位置に設置すること。

４．警報器（規則第44条第１号カ、供給・消費・特定供給設備告示第12条・第13条）

（１）劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これに類するもの
（２）キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これに類するもの　（３）貸席及び料理飲食店　（４）百貨店及びマーケット
（５）旅館、ホテル　（６）病院、診療所及び助産所　（７）盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園
（８）公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これに類するもの
※地下室等にある特定用途の警報器は、保安状況を常時監視できる場所に設置すること。

（注１）『特定用途』とは、次に示す施設又は建築物（供給・消費・特定供給設備告示第３条第１号）
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燃焼器

警報器

4ｍ以内

30cm以内

①燃焼器具を使用する部屋の中であって、点検が容易で通電表示灯が確認できる位置
②燃焼器及びガス栓から4m以内であって、床面から30cm以内の位置（検知区域が広い場合は複数個必要）

（２）警報器の設置位置及び個数

有効期限が切れている警報器は、期限切れとして消費者と販売事業者に連絡する。
警報器の本体に交換期限が表示されている。

（３）有効期限

参考

図4-29　ＬＰガス用警報器の検定合格証・ＰＳマーク 図4-30

①換気口等空気の吹き出し口から1.5m以内の位置及び出入口付近等及び燃焼器具の排ガスの影響を受ける場所等で、
　漏えいしたガスを有効に検知できない位置
②周囲温度が著しく低温又は高温になる場所
③水滴等が直接かかる位置及び浴室等多湿の雰囲気となる位置（耐湿防滴構造の分離型警報器の検知部を除く｡）
④検知部が損傷され易い位置
⑤燃焼器具と検知部等との間に、ガスの流れを遮る障害物がある位置
⑥同一室内で段差がある場所の低い床面に燃焼器具が設置されている場合は原則低い床面の位置に設置する
⑦出入口に近い所

警報器は次の場所に設置しない。

設置が義務付けられていない施設には警報器を取り付けなくても良いのですか。１
取付けがされていない場合は、取付けを勧めるよう指導しましょう。１
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遠隔監視盤は予備電源を有する１級受信部、音声警報装置及び非常用電源又は自家発電設備を設けた告示
第13条第１号の規定に適合する遠隔監視型
遠隔監視盤は２級受信部でもよく、予備電源、非常用電源、音声警報装置を設けなくてもよい遠隔監視盤

（注） ＊１：

＊２：

警報器の選定例
特定地下街等及び特定地下室等に設置する警報器は告示で定める遠隔監視型警報器に限定されている
が、他の施設建築物では特に指定されていない。
したがって、警報器を設置するに際してはＬＰガスを使用する場所並びに消費の形態に適した型式を選定
する。

（４）警報器の種類と選定

法 電源により操作される気化装置により発生
する液化石油ガスが通る配管は手動復帰
式自動ガス遮断器が設けてあることを確認
する。ただし、操作用電源が停止した時、ガス
の供給を維持するための装置が設けられて
いる場合は除く。

停電と同時に自然気化にて1時間以上のガス
供給が可能である設備が設置されていない
場合、以下のいずれかの方法で手動復帰式
自動ガス遮断器の設置を確認する。
　・高圧ガス保安協会の型式認定の銘板等
　・気化装置製作メーカー取扱い説明書
　・気化装置の電源の停止及び復旧

調査項目（規則第44条１号ヌ） 判定方法判定
基準

法定・自主

５．手動復帰式自動ガス遮断器

参考

電源により操作される気化装置とは、気化装置の制御等を電気で行っているものをいう。
手動復帰式自動ガス遮断器とは、気化装置が停電等でガスの供給ができなくなった場合に自動的にガスを遮断し、
かつ、電源が復旧しても自動的にガス供給しない遮断機能を有するものをいう。
操作用電源が停止した時にガスの供給を維持するための装置とは、停電と同時に１時間以上のガス供給が可能で
ある設備をいい、例えば自然気化によるバイパス供給設備をいう。

１　
気
化
装
置

一体型 外部警報型 分離型 遠隔監視型
（地下街等用＊１）

遠隔監視型
（一般用＊２）

特定地下街等、特定地下室等

その他地下室

大規模アパート、ホテル、飲食店

小規模アパート、旅館、飲食店

学校、病院

風呂場、業務用厨房

戸別住宅

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●ＬＰガスの消費形態と警報器の選定例 表4-10

警報器の種類
設置場所

１.
２.

３.
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図5-1　屋台（車両による）の例 図5-2　お祭りの例

質量販売の場合でも体積販売と同様に、消費設備の調査を含む保安業務（調査、周知、緊急時対応、緊急
時連絡）の実施が課せられている。
質量販売における消費設備の調査頻度及び項目などは、容器の内容積及び消費形態で異なるため、的確に
実施するためには質量販売はいかにあるべきかを理解することが必要である。

第５章　質量販売と保安業務

図5-3　宴会場で2kg容器使用の例 図5-4　工事事務所で8kg容器を使用の例

②内容積20Ｌ以下の容器により消費する場合
　イ．内容積8Ｌ以下の容器（2kg容器等）を移動して消費
　　 例  料理飲食店、宴会場等
　ロ．20Ｌ以下の容器（8kg容器等）を配管に接続して消費
　　 例  工事事務所、臨時的な少量消費先等

③内容積25Ｌ以下の容器（カップリング付容器用弁を有するもの）
④販売契約の締結日から１年以内に取引が停止することが明らかで、登録行政庁が認めた
　消費の場合。
⑤高圧ガス保安法の適用を受ける販売と不可分な消費の場合
⑥経済産業大臣が配管に接続することなく充てん容器を引き渡すことを認めた消費の場合
⑦災害救助法（昭和22年10月18日法律第118号）第4条により供与された応急仮設住宅
　で消費する場合

１．質量販売のポイント
（１）質量販売が可能な場合とは（規則第16条第13号ただし書き）
　質量販売は以下の場合が可能である。
　①屋外において移動して消費する場合
　　「屋外において移動して使用される消費設備」とは、屋台、キャンピングカー、キッチンカー等をいう。
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（３）保安業務の特例
質量販売においても体積販売と同様に保安業務（調査、周知、緊急時対応、緊急時連絡）の実施が

課せられるが、次の①から④までの全てを満たす場合は、保安機関の体制の規制が緩和され、当該消費
者に対して緊急時対応（出動）のみが免除される。緊急時対応以外は免除されない。例えば緊急時連絡
を受けた時は、電話等による適切な指示、助言等を行うこと。

①上記（1）により販売したLPガスであること
　②当核LPガスを屋外において移動して使用される消費設備により消費すること
　③消費者が緊急時対応に関する講習の課程を修了していること注）

　④緊急時に所要の措置を消費者自ら行うことについて、確認をしていること

LPガスの販売契約時に、「質量販売緊急時対応講習」修了証（講習修了の日から５年間有効）のコピー、
緊急時において自ら所要の措置を行うことについて確認を受けた者の署名等された控えをとり、他の
帳簿と同様に保管すること。

注）質量販売緊急時対応講習は、屋外において移動して使用される消費設備により液化石油ガスを消費する一般消費者等
が、消費設備から液化石油ガスの漏えいが生じている場合に容器バルブを閉止するといった緊急時の必要な措置が行
えるよう、所定の知識等を習得するための講習であり、かつ、この講習による保安機関の体制の緩和は、講習を受講し
所定の知識等を習得した者が、実際に保安機関が３０分以内に到着して行う緊急時の措置を当該消費者が行えるよう
にするためのものである。
「緊急時対応に関する講習の課程を修了し」とは、販売契約時に有効期限内の受講修了証を有している者をいう。講習
修了証の有効期間は講習修了の日から５年間である。

質量販売でももちろん、
容器の転落・転倒防止や
調整器の機能確保は体積
販売と同様に必要です。

（２）充てん容器の引渡し方法（規則第16条第３号）
　充てん容器の引渡しは、以下の場合を除き配管に接続して販売する。
　①屋外において移動して使用する消費者への販売
　②調整器が接続された内容積8Ｌ以下の容器での販売

図5-5　調整器が接続された2kg容器の例

③内容積25Ｌ以下の容器（カップリング付容器用弁を有するもの）
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（１）規則第44条第２号ロ
　① 屋外において移動して消費する場合
　② 内容積25Ｌ以下の容器（カップリング付容器用弁を有する）
　　  で消費する場合
　③ ①②を除く、内容積20Ｌ以下の容器により消費する場合

（２）規則第44条第２号イ
　① （１）以外の容器により消費する場合
　② 内容積20Ｌを超え、25Ｌ以下の容器（カップリング付容器
　　 用弁を有する）と硬質管を接続する場合、ガス漏れ遮断、
　　 対震遮断機能を有すること

２．質量販売における技術上の基準（規則第44条第２号）
消費設備の基準は消費方法及び充てん容器の内容積により以下の二種類になる。

規則第44条第２号イの基準に
係る調査内容は、体積販売と
同様です。
規則第44条第２号ロの基準に
係る調査について本ガイド
では説明します。

屋外消費
〔事例〕

屋台、運動会、お祭り、
花見、避難テント

屋内移動消費
〔事例〕

料理飲食店などでの
宴席、家庭内使用など

屋内固定消費
〔事例〕
工事事務所、 
季節使用など

硬質管と接続
しない場合

調 査 項 目

液化石油ガスの
最初の引渡し時

及び
４年に１回以上

使用形態 使用容器 調査の回数

図5-6　消費設備の調査の回数と項目

容
器
腐
し
ょ
く
防
止
措
置

容
器
設
置
場
所
は
40
℃
以
下

調
整
器
の
調
整
・
閉
そ
く
圧
力

は
基
準
に
適
合

液
化
石
油
ガ
ス
に
適
合
し
た

燃
焼
器

容
器
の

転
落
、
転
倒
、
流
出
防
止
措
置

及
び
バ
ル
ブ
の
損
傷
防
止
措
置

３．消費設備の調査（規則第37条第１号の表ロ （3））
規則第44条第２号ロの基準に係る消費設備の調査の回数及び項目は下図のとおりとなる。

液
化
石
油
ガ
ス
に
適
合
し
た

調
整
器
の
欠
陥
、
使
用
上
支
障

の
あ
る
腐
し
ょ
く

内容積５Ｌ以下の容器

内容積５Ｌ超の容器

内容積５Ｌ以下の容器

内容積５Ｌ超８Ｌ以下の容器

内容積５Ｌ以下の容器

内容積５Ｌ超20Ｌ未満の容器

内容積20L超え25L以下（カップ
リング付容器用弁を有する）の容器

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

／

○

／

○

／

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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解 説 等調査
方法

法定・自主

目
視
及
び
確
認

法

自

１．容器設置状況

規則44条第２号ロ
（１）

判定基準
（根拠条文）

腐食防止措置
・排水の良い水平な場所、又は台に設置され乾燥し易い状態
・容器本体の腐食、割れは販売の基準
温度上昇防止措置
・40℃以下に保つ。
容器の転落、転倒、流出防止措置及びバルブの損傷防止措置
（内容積５Ｌ以下除く｡）
・落下物によるバルブ等の損傷のおそれがないこと。

①

②

③

法 ２．調整器

規則44条第２号ロ
（２）

腐食等
・使用上支障のある腐食、割れ、ねじのゆるみ等の欠陥がなく、
　消費する液化石油ガスに適合していること。
調整圧力
・2.3kPa以上3.3kPa以下
閉そく圧力
・3.5kPa以下

①

②

③

４．配管等

規則で規定はない
が実施

配管の腐食防止
・腐食防止措置がしてあること。
・錆がないこと。
・ゴム管、ゴムホースのみの場合は漏えい検査、ひび割れ等が
　ないこと。
配管の漏えい検査
・自記圧力計、漏えい検知器、検知液で可。
配管、ガス栓、末端ガス栓
・腐食、ひび割れ等がないこと。

①

②

③

法 ３．燃焼器等

規則44条第２号ロ
（３）

燃焼器の適合性
・消費する液化石油ガスに適合していること。
　（燃焼器と末端閉止弁との接続、給排気設備を有する場合は、
　規則で規定はないがメーター販売に準じ実施すること｡）

①

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈について
（２０１９０３０８保局第５号）別添４
第37条（消費設備の調査の方法）関係
４．規則第１６条第３号ただし書により一般消費者等に対して液化石油ガスを販売する場合は、最初の
容器引渡しの際に使用上の注意事項を記載した書面を手交するとともに、法令により４年に１回以上
（経過措置期間にあっては、２年又は３年に１回以上）消費設備について調査することとなっている関係上、
前記書面には期限内に販売所（保安機関で対応する場合にあっては保安機関）に当該消費設備を持込
まれたい旨を記載して交付するよう指導されたい。

参考

配管に接続しない販売の場合、消費者が調整器と一体でない容器を販売所等に持ち込むことが一般的であり、継続的
取引でない場合が多い。
このため、販売時には法第14条、法第27条に定められた各項目を含んだ販売伝票等により、容器引渡し時及び４年に
１回以上の消費設備の調査内容及び調査をしないと販売ができないことを説明する。次ページに販売伝票例を示す。
密閉された車内で燃焼器（コンロ）を使用する場合は、換気等に十分注意するよう指導すること。

その他
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参考 販売伝票例【LPガス質量販売に係るお客様へのお知らせ（改訂版）2019年7月】

（一社）全国ＬＰガス協会・日本液化石油ガス協議会作成

（1/2）
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（2/2）
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保安機関が消費機器の調査を行ったところ、基準に適合しない燃焼器具を認めたため消費者に
改善通知を行おうとしたところ、「この器具は使用しないからいいです。」といわれた。
その他の燃焼器具等は基準に適合していたので調査点検の結果は合格として処理した。これで
良いのか。

１

保安機関は、あくまで対象である消費設備が基準に適合しているか否かの判断を下すことに
責任を負うのであり、基準に適合していない燃焼器具が使用できる状態であった場合には、
不合格とすべきである。その後の使用勝手に伴う措置については販売事業者及び消費者の間
での調整に委ねるべきである。保安機関としてできるのは、使用禁止のラベルを貼付すること
ぐらいであろう。
なお、基準に適合していないことを通知していなかったら、保安機関が責任を負うことになる
おそれがある。

１

保安機関が消費設備を調査したところ、基準に適合していないため通知及び連絡を行い、販売
事業者が改善の申し入れをするも消費者が聞き入れてくれない。しかし、そのままで放置すれば
明らかに事故に至るおそれが十分にある場合はどうするべきか。

２

保安機関は、通知及び連絡を行ったことで責務は終了している。また、販売事業者も改善提案
等を行い対消費者という面では責務を終了していると考えられる。ただし、販売事業者は明
らかに事故に至るおそれが十分にあると判断した場合には、法第35条の5の運用を図るべく、
消費設備の所在する都道府県知事に対して通報をした方が良い。

２

初めて販売所に来店した消費者が、小型容器による質量販売を希望された場合、販売事業者（保安
機関）としては実質消費設備調査は不可能である。保安機関としてはどの様に対応したら良いか。

３

質量販売といえど、供給開始時及び定期の消費設備調査は実施しなければならない。従って、
販売事業者は保安機関として調査することとなろう。
よって、調査を実施しないで販売し事故が発生した場合には、法令違反の責任を販売事業者
が負うことになる。

３

受託した保安機関が質量販売の消費設備調査に伺ったところ、消費設備の基準には適合している
が、第16条の販売の方法に適合していなかった。保安機関はどうすべきか。

５

販売の方法に適合するか否かは販売事業者の責任である。本件に関しては、調査事項では
ないため消費者に対しての通知は不要と考える。ただし、保安機関としては、販売事業者に
販売の方法に適合していないことを報告すべきである。

５

初めて販売所に来店した消費者に小型容器による質量販売を行い、供給開始時点検・調査を行った。
それ以降販売してないが、もうすぐ４年になるため、定期消費設備調査を行わなければならないのか。

４

販売事業者が定期消費設備調査を実施しなければならない。ただし、一般に次のことが言える
のではないか。
・小型容器が販売事業者のものであれば調査に伺い、使用されていなければ容器を返却して
　貰うようにした方が良いでしょう｡（実際には、もっと早く回収すべきと考える｡）
・小型容器が消費者のものであれば消費者の管理下にあるものと考えられ、消費者へ連絡を
　取る等、調査できる方法を講じる。
・販売事業者として、一見客を含め、質量販売について販売体制及び方針を明確にしておく
　必要がある。

４





75

　販売事業者には、供給設備の点検義務が課せられ、規則第19条のバルク供給設備に係る供給設備の
技術上の基準、規則第54条のバルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準に基づき設置された供給
設備で供給する時は、液石法第27条（保安業務を行う義務）第1項第1号により、供給開始時及び定期的に
点検を行うことが規定されている。

１．バルク供給設備の点検

①保安業務は認定を受けている保安機関でなければ点検を実施することができない。
　１）保安機関の認定を受けている販売事業者が自ら実施する。（法第27条第3項）
　２）保安機関へ保安業務を委託する。（法第27条第2項、第28条）
②バルク供給に係る点検実務を行える者（施行規則第36条第1項第3号表ハ、同条第2項）
　１）液化石油ガス設備士
　　　（平成12年4月1日以降の液化石油ガス設備士の再講習受講者文は資格取得者）
　２）販売主任者免状の交付を受けている者
　　　（平成12年4月1日以降に業務主任者の講習受講者文は資格取得者）
　３）製造保安責任者免状の交付を受けている者
　４）業務主任者の代理者の資格を有する者（平成12年4月1日以降の資格取得者）
　５）充てん作業者講習修了者
　６）保安業務員講習修了者であり、かつ、所定の経験を有する者（平成12年4月1日以降の資格取得者）

２．点検の実施者

３．点検項目及び回数

第６章　バルク供給設備に係る保安業務

点検項目毎の実施方法、判定基準及び実施回数に関し、特定供給設備以外については表１－１～３に、
特定供給設備については表１－４～５に各々記載した。

❶バルク供給設備に係る点検は、特定供給設備以外のバルク供給設備の点検項目と頻度（規則第36条第1項第1号ロ）と、
　特定供給設備の点検項目と頻度（規則第36条第1項第1号ニ）が定められている。
❷バルク供給設備の点検は、次の回数（頻度）で実施する。
　１）供給開始時（全項目）
　２）６ヶ月に１回以上または1年を超えない範囲で行う充てん作業時
　３）１年に１回以上
　４）２年に１回以上
　５）４年に１回以上
❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置
　１）第一号認定液化石油ガス販売事業者に限る。
　２）10年に１回以上（規則第50条第２号）
　３） ５年に１回以上（規則第50条第３号） 但し、以下の要件を満たすこと。

認定対象消費者が設置する燃焼器（飲食店以外の場合にはガス湯沸器、ガスふろがま、ガスストーブに係る燃焼器に
限る。）の全てが以下のいずれかの要件を満たした場合。
イ．ＣＯ警報器を設置し､ガスメーターと連動して遮断できること。
ロ．不完全燃焼防止装置が付けられていること。
ハ．燃焼器が屋外式のものであること。（排気筒を屋内に設置する場合は、当該室内をイ．の基準とすること。）

❹次回の点検の実施期限日に関し、消費者ごとに基準日を設け、その基準日の前４月以内に実施すれば、基準日に点検を実施
　したこととみなされる。（規則第36条第１項第２号、規則第37条第２号）

留 意 事 項
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表5－1　供給設備（バルク容器の場合）の点検項目および点検の回数

点 検 項 目 点検方法 判 定 基 準

点検の回数
供
給
開
始
時

６
月
／

充
て
ん
時

１
年

２
年

４
年

作動試験

地下室等に係る供給管に設けた
緊急遮断装置
（300kg以上の貯蔵設備に係る
供給管に限る｡）
（18-21）

緊急遮断装置が設置され、その開閉
状況に異常がないこと。

○○

目　視
カップリング用液流出防止装置、
液取入バルブ
（19-1-イ）

バルブ取付部、カップリング接続部、
バルブ、カップリングからガスの漏えい
がないこと。

○○

目　視バルク容器等の腐しょく防止措置
（19-1-ヌ）

バルク容器・附属機器等の発錆が著し
くないこと。 ○ ○

目　視
火気との距離と屋外設置
（1,000kg未満）
（19-1-ヨ）

バルク容器の外面から火気までの距離
が２ｍを超えていること。
上記の距離が確保できない場合、火気
との間に不燃性隔壁を設けてあること。
屋外に置いてあること。

○ ○

目　視
温度上昇防止措置
（1,000kg未満）
（19-1-タ）

バルク容器は、日光の直射によって40℃
を超えるおそれがある場合は、40℃以下
に保つ措置を講じてあること。
日光以外の熱源によって、バルク容器
が40℃を超えるおそれがある場合は、
当該熱源との間に不燃性の隔壁が設
置されていること。

○ ○

目　視
火気取扱施設との距離
（1,000kg以上3,000kg未満）
（19-2-ロ）

バルク容器の外面から火気取扱施設ま
での距離が５ｍ以上あること。上記の
距離が確保できない場合は、高さ２ｍ
以上の耐火性の壁類を設け、迂回水平
距離が５ｍ以上あること。

○ ○

石けん水
又は検知器

バルク容器からのガスの漏えい
（19-4）

接続部や溶接部からガスの漏えいが
ないこと。 ○ ○

目　視
バルブ、集合装置、供給管、ガス栓
の欠陥（容器と調整器の間の部分）
（18-5）

発錆が著しくないこと。
割れ、すじ、しわ等がないこと。 ○ ○

目　視

調整器の腐しょく、割れ、ねじの
ゆるみ等の欠陥、液化石油ガスと
の適合性
（18-20-イ）

発錆が著しくないこと。
割れ、ねじのゆるみ等がないこと。
消費する液化石油ガスに適合している
こと。

○ ○ ○

第
6
章　
バ
ル
ク
供
給
設
備
に
係
る
保
安
業
務

認定
事業者

５
年
に

1
回

10
年
に

1
回

※2

※1､2

※1：認定液化石油ガス販売事業者、※2：留意事項（P.75）「❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置」参照

○
自記圧力計
等

石けん水
又は検知器

例示基準第29節、第41節（埋設管）の
漏えい試験方法により漏えい試験を
行いガスの漏えいがないこと。
漏えい検知装置の漏えい表示がない
こと。

○○

（18-10）

地下室等に係る供給管注１、
埋設した供給管注２の漏えい試験
　　ポリエチレン管を使用している
供給管を除く。
　　地下室等に係る供給管の部分、
亜鉛めっきを施した供給管（防しょく
テープを施したものを含み、機能を
損なう恐れのある腐しょくが生じない
ものを除く。）であって地盤面下に
埋設したもの（地下室等に係る供給
管の部分を除く。）

注１：

注２：
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点検の回数
供
給
開
始
時

６
月
／

充
て
ん
時

１
年

２
年

４
年

点 検 項 目 点検方法 判 定 基 準

目　視均圧バルブ、カップリング
（19-1-ニ）

バルブ取付部、カップリング接続部、
バルブ、カップリングからガスの漏えい
がないこと。

目　視
液面計
（19-1-ホ）

使用上有害な傷、割れ、その他の欠陥
がないこと。

目　視
プロテクタ
（19-1-ト）

使用上有害な傷、割れ、その他の欠陥
がないこと。

目　視安全弁の放出管
（19-1-カ）

レインキャップが確実に取り付けられて
いること。
放出管の内部に雨水が入っていない
こと。

目　視ＬＰガス及び火気厳禁と朱書
（19-1-チ）

バルク容器又は周囲の見やすい箇所に
液化石油ガス又はＬＰガス及び火気
厳禁と朱書すること。
表示が鮮明であること。

目　視緊急連絡先の表示
（19-1-リ）

バルク容器又は周囲の見やすい箇所に、
緊急連絡先（保安機関の名称・所在地・
電話番号）等を表示していること。
表示が鮮明であること。

目　視
自動車等車両が接触しない措置
（地上）
（19-1-ワ）

バルク容器等に車両が接触しない措置
を講じてあること。

目　視
バルク容器の屋根又は遮へい板
（1,000kg以上3,000kg未満）
（19-2-ハ）

バルク容器には不燃性又は難燃性の
材料を使用した軽量な屋根又は遮へい
板が設けられていること。
屋根又は遮へい板に損傷のないこと。

目　視

バルブ、集合装置、供給管、ガス栓
の欠陥
（調整器とガスメータの間）
（18-5）

発錆が著しくないこと。
割れ等がないこと。

目　視
保安物件に対する距離
（1,000kg以上3,000kg未満）
（19-2-イ）

・第１種保安物件
　バルク容器の外面から16.97m以上
　の距離を有すること
・第２種保安物件
　バルク容器の外面から11.31m以上
　の距離を有すること
上記の距離が確保できない場合は、
鉄筋コンクリート障壁等が設置して
あること。

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

目　視
消火設備
（1,000kg以上3,000kg未満）
（19-2-ニ）

消火能力A-4及びB-10以上の消火器
が定位置に定数置いてあること。
（貯蔵量1,000kgにつき1個以上）
（例示基準第５節参照）
消火器は、破損その他の異常がなく、
良好な状態に維持されていること。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

認定
事業者

５
年
に

1
回

10
年
に

1
回

※2

※1､2

※1：認定液化石油ガス販売事業者、※2：留意事項（P.75）「❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置」参照
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点検の回数
供
給
開
始
時

６
月
／

充
て
ん
時

１
年

２
年

４
年

点 検 項 目 点検方法 判 定 基 準

点検の回数
供
給
開
始
時

６
月
／

充
て
ん
時

１
年

２
年

４
年

点 検 項 目 点検方法 判 定 基 準

目　視火気との距離と屋外設置
（19-3-ヘ）

バルク貯槽の外面から火気までの距離
が2ｍを超えていること。上記の距離が
確保できない場合、火気との間に不燃
性隔壁を設けてあること。
屋外に置いてあること。

○ ○

目　視供給管の危険標識
（18-14）

供給管を地盤面上に設置する場合に
おいてその周辺に危害を及ぼすおそれ
のあるときは、その見やすい箇所に液化
石油ガスの供給管である旨、供給管に
異常を認めたときの連絡先その他必要
な事項を明瞭に記載した危険標識を設
けてあること。
表示が鮮明であること。

○ ○ ○

表5－2　供給設備（バルク貯槽：貯蔵能力1,000kg未満の場合）の点検項目および点検の回数

第
6
章　
バ
ル
ク
供
給
設
備
に
係
る
保
安
業
務

目　視
バルブ、集合装置、供給管の
腐しょく防止措置
（18-6）

腐しょく防止措置が講じられ発錆が
著しくないこと。 ○ ○ ○

石けん水
又は検知器

バルブ、集合装置、気化装置、供給
管等の漏えい試験（調整器まで）
（18-10）

常用の圧力においてガスの漏えいが
ないこと。 ○ ○ ○

自記圧力計
等

燃焼器入口圧力
（18-11）

生活の用に供するものにあっては2.0 
kPa以上3.3kPa以下であること。
生活以外の用に供するものにあっては
使用する燃焼器に適合した圧力である
こと。

○ ○ ○

自記圧力計
等

調整器の調整圧力及び閉そく圧力
（18-20-ハ）

生活の用に供するものにあっては調整
圧力が2.3kPa以上3.3kPa以下であり、
閉そく圧力が3.5kPa以下であること。
生活以外の用に供するものにあっては、
使用する燃焼器に適合したものである
こと。

○ ○ ○

※1：認定液化石油ガス販売事業者、※2：留意事項（P.75）「❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置」参照

※1：認定液化石油ガス販売事業者、※2：留意事項（P.73）「❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置」参照

認定
事業者

５
年
に

1
回

10
年
に

1
回

※2

※1､2

認定
事業者

５
年
に

1
回

10
年
に

1
回

※2

※1､2

自記圧力計
等

石けん水
又は検知器

例示基準第29節の漏えい試験方法に
より漏えい試験を行い、漏えいがない
こと。
漏えい検知装置の漏えい表示がない
こと。 ○ ○ ○

地下室等に係る供給管の部分、亜鉛
めっきを施した供給管（防しょくテープ
を施したものを含み、機能を損なう恐れ
のある腐しょくが生じないものを除く。）
であって地盤面下に埋設したもの（地下
室等に係る供給管の部分を除く。）及び
ポリエチレン管を使用している供給管。

〈以下の供給管を除く〉

（18-10）

供給管、ガス栓等の漏えい試験
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点 検 項 目 点検方法 判 定 基 準

石けん水
又は検知器

バルク貯槽のガスの漏えい
（地上・地下）
（19-4）

バルク貯槽の接続部や溶接部からガス
の漏えいがないこと。
検知用孔あき管からガスを検知しない
こと。（地下埋設バルク貯槽）

○○

目　視

バルブ、集合装置、供給管、ガス栓
の欠陥
（貯槽と調整器の間の部分）
（18-5）

発錆が著しくないこと。
割れ、すじ、しわ等がないこと。 ○○

目　視

調整器の腐しょく、割れ、ねじの
ゆるみ等の欠陥、液化石油ガスと
の適合性
（18-20-イ）

発錆が著しくないこと。
割れ、ねじのゆるみ等がないこと。
消費する液化石油ガスに適合している
こと。

○ ○○

作動試験

地下室等に係る供給管に設けた
緊急遮断装置
（300kg以上の貯蔵設備に係る
供給管に限る｡)
（18-21）

緊急遮断装置が設置され、その開閉
状況に異常がないこと。

○○

石けん水
又は検知液
目　　視

安全弁
（19-3-ハ（1））

弁取付部からガスの漏えいがないこと。
安全弁の元弁が開かれていること。 ○ ○

目　視液面計
（19-3-ハ（2））

使用上有害な傷、割れ、その他の欠陥
がないこと。 ○ ○

目　視均圧弁、カップリング
（19-3-ハ（7））

弁取付部、カップリング接続部、弁、カップ
リングからガスの漏えいがないこと。 ○ ○

目　視プロテクタ
（19-3-ハ（8））

使用上有害な割れ、その他有害な損傷
がないこと。 ○ ○

目　視
カップリング用液流出防止装置、
液取入弁
（19-3-ハ（4））

弁取付部、カップリング接続部、弁、カップ
リングからガスの漏えいがないこと。 ○ ○

目　視
地上設置バルク貯槽等の腐しょく
防止措置
（19-3-ハ（11））

発錆が著しくないこと。
○ ○

電位測定器
地下埋設バルク貯槽の腐しょく
防止措置
（19-3-ハ（11））

飽和硫酸銅電極でバルク貯槽の対地
電位を測定し－850mV以下であること。 ○ ○

点検の回数
供
給
開
始
時

６
月
／

充
て
ん
時

１
年

２
年

４
年

認定
事業者

５
年
に

1
回

10
年
に

1
回

※2

※1､2

※1：認定液化石油ガス販売事業者、※2：留意事項（P.75）「❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置」参照

○
自記圧力計
等

石けん水
又は検知器

例示基準第29節、第41節（埋設管）の
漏えい試験方法により漏えい試験を
行いガスの漏えいがないこと。
漏えい検知装置の漏えい表示がない
こと。

○○

（18-10）

地下室等に係る供給管注１、
埋設した供給管注２の漏えい試験
　　ポリエチレン管を使用している
供給管を除く。
　　地下室等に係る供給管の部分、
亜鉛めっきを施した供給管（防しょく
テープを施したものを含み、機能を
損なう恐れのある腐しょくが生じない
ものを除く。）であって地盤面下に
埋設したもの（地下室等に係る供給
管の部分を除く。）

注１：

注２：
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点 検 項 目 点検方法 判 定 基 準

目　視
地上設置バルク貯槽の大地との
接地（絶縁されている場合）
（19-3-ニ（4））

接地接続線は、断面積5.5mm2以上
（単線を除く。）であり容易に腐しょく、
断線しないもの。
確実に接続されていること。

目　視安全弁の放出管
（19-3-ニ（5））

レインキャップが確実に取り付けられて
いること。
放出管の内部に雨水が入っていない
こと。

○

○

目　視
保安物件に対する距離
（19-3-ロ）

・第１種保安物件
　バルク貯槽の外面から1.5ｍ以上の
　距離を有すること。
・第２種保安物件
　バルク貯槽の外面から1.0ｍ以上の
　距離を有すること。
上記の距離が確保できない場合は、
所定の強度を有する構造壁等を設け、
又はバルク貯槽を埋設していること。

目　視ＬＰガス及び火気厳禁と朱書
（19-3-ハ（9））

バルク貯槽又は周囲の見やすい箇所に
液化石油ガス又はＬＰガス及び火気
厳禁と朱書すること。
表示が鮮明であること。

目　視緊急連絡先の表示
（19-3-ハ（10））

バルク貯槽又は周囲の見やすい箇所に、
緊急連絡先（保安機関の名称・所在地・
電話番号）等を表示していること。
表示が鮮明であること。

目　視
自動車等車両が接触しない措置
（地上）
（19-3-ニ（2））

バルク貯槽等に車両が接触しない措置
を講じてあること。

目　視
バルブ、集合装置、供給管の腐しょく
防止措置
（18-6）

腐しょく防止措置が講じられ発錆が
著しくないこと。

石けん水
又は検知器

バルブ、集合装置、気化装置、供給
管等の漏えい試験（調整器まで）
（18-10）

常用の圧力においてガスの漏えいが
ないこと。

目　視
埋設後の貯槽の位置を示す標識杭
（地下）
（19-3-ホ（6））

バルク貯槽埋設後の四隅にバルク貯槽
の位置を示すための標識杭が設置して
あること。

目　視

埋設した場所に自動車等車両が
乗り入れない措置
（地下）
（19-3-ホ（2））

バルク貯槽の埋設場所に車両が乗り
入れない措置を講じてあること。

目　視

バルブ、集合装置、供給管、ガス栓
の欠陥
（調整器とガスメータの間）
（18-5）

発錆が著しくないこと。
割れ等がないこと。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○
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点検の回数
供
給
開
始
時

６
月
／

充
て
ん
時

１
年

２
年

４
年

※1：認定液化石油ガス販売事業者、※2：留意事項（P.75）「❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置」参照

認定
事業者

５
年
に

1
回

10
年
に

1
回

※2

※1､2
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点 検 項 目 点検方法 判 定 基 準

目　視
供給管の危険標識
（18-14）

供給管を地盤面上に設置する場合に
おいてその周辺に危害を及ぼすおそれ
のあるときは、その見やすい箇所に液化
石油ガスの供給管である旨、供給管に
異常を認めたときの連絡先その他必要
な事項を明瞭に記載した危険標識を設
けてあること。
表示が鮮明であること。

○ ○ ○

点 検 項 目 点検方法 判 定 基 準

目　視
容器の腐しょく防止措置
（19-1-ヌ）

バルク容器・附属機器等の発錆が著しく
ないこと。

目　視
バルブ、集合装置、供給管、ガス栓
の腐しょく、割れなどの欠陥
（18-5）

発錆が著しくないこと。
割れ、すじ、しわ等がないこと。

目　視火気取扱施設との距離
（53-1-ハ）

バルク容器の外面から火気取扱施設
までの距離が8ｍ以上あること。
上記の距離が確保できない場合は、
火気取扱施設との間に高さ２ｍ以上の
耐火性の壁類を設け、迂回水平距離
が８ｍ以上あること。

石けん水
又は検知器

バルク容器のガスの漏えい
（19-4）

バルク容器の接続部や溶接部からガス
の漏えいがないこと。

○

○

○

○

○

○

○

○

表5－3　特定供給設備（バルク容器：貯蔵能力3,000kg以上）の点検項目及び点検の回数

点検の回数
供
給
開
始
時

６
月
／

充
て
ん
時

１
年

２
年

４
年

点検の回数
供
給
開
始
時

６
月
／

充
て
ん
時

１
年

２
年

４
年

自記圧力計
等

燃焼器入口圧力
（18-11）

生活の用に供するものにあっては2.0 
kPa以上3.3kPa以下であること。
生活以外の用に供するものにあっては
使用する燃焼器に適合した圧力である
こと。

○ ○ ○

自記圧力計
等

調整器の調整圧力及び閉そく圧力
（18-20-ハ）

生活の用に供するものにあっては調整
圧力が2.3kPa以上3.3kPa以下であり、
閉そく圧力が3.5kPa以下であること。
生活以外の用に供するものにあっては、
使用する燃焼器に適合したものである
こと。

○ ○ ○

認定
事業者

５
年
に

1
回

10
年
に

1
回

※2

※1､2

認定
事業者

５
年
に

1
回

10
年
に

1
回

※2

※1､2

※1：認定液化石油ガス販売事業者、※2：留意事項（P.75）「❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置」参照

※1：認定液化石油ガス販売事業者、※2：留意事項（P.73）「❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置」参照

自記圧力計
等

石けん水
又は検知器

例示基準第29節の漏えい試験方法に
より漏えい試験を行い、漏えいがない
こと。
漏えい検知装置の漏えい表示がない
こと。 ○ ○ ○

地下室等に係る供給管の部分、亜鉛
めっきを施した供給管（防しょくテープ
を施したものを含み、機能を損なう恐れ
のある腐しょくが生じないものを除く。）
であって地盤面下に埋設したもの（地下
室等に係る供給管の部分を除く。）及び
ポリエチレン管を使用している供給管。

〈以下の供給管を除く〉

（18-10）

供給管、ガス栓等の漏えい試験
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点 検 項 目 点検方法 判 定 基 準

目　視

調整器の腐しょく、割れ、ねじの
ゆるみ等の欠陥、液化石油ガスと
の適合性
（18-20-イ）

発錆が著しくないこと。
割れ、ねじのゆるみ等がないこと。
消費する液化石油ガスに適合している
こと。

○ ○○

作動試験

地下室等に係る供給管に設けた
緊急遮断装置
（300kg以上の貯蔵施設に係る
供給管に限る。）
（18-21）

緊急遮断装置が設置され、その開閉
状況に異常がないこと。

○○

目　視ＬＰガス及び火気厳禁と朱書
（19-1-チ）

バルク容器又は周囲の見やすい箇所に
液化石油ガス又はＬＰガス及び火気
厳禁と朱書すること。
表示が鮮明であること。

○○ ○

目　視
バルク容器の屋根又は遮へい板
（1,000kg以上3,000kg未満）
（19-2-ハ）

バルク容器には不燃性又は難燃性の
材料を使用した軽量な屋根又は遮へい
板が設けられていること。
屋根又は遮へい板に損傷のないこと。

○ ○○

目　視消火設備
（19-2-ニ）

消火能力A-4およびB-10以上の消火器
が定位置に定数置いてあること（貯蔵量
1,000kgにつき1個以上）。
消火器は、破損その他の異常がなく、
良好な状態に維持されていること。

○ ○

目　視
カップリング用液流出防止装置、
液取入バルブ
（19-1-イ）

バルブ取付部、カップリング接続部、
バルブ、カップリングからガスの漏えい
がないこと。

○ ○

目　視均圧バルブ、カップリング
（19-1-ニ）

バルブ取付部、カップリング接続部、
バルブ、カップリングからガスの漏えい
がないこと。

○ ○

目　視安全弁の放出管
（19-1-カ）

レインキャップが確実に取り付けられて
いること。
放出管の内部に雨水が入っていない
こと。

○ ○

目　視液面計
（19-1-ホ）

使用上有害な傷、割れ、その他の欠陥
がないこと。 ○ ○

目　視プロテクタ
（19-1-ト）

使用上有害な割れ、その他有害な損傷
がないこと。 ○ ○
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点検の回数
供
給
開
始
時

６
月
／

充
て
ん
時

１
年

２
年

４
年

※1：認定液化石油ガス販売事業者、※2：留意事項（P.75）「❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置」参照

認定
事業者

５
年
に

1
回

10
年
に

1
回

※2

※1､2

○
自記圧力計
等

石けん水
又は検知器

例示基準第29節、第41節（埋設管）の
漏えい試験方法により漏えい試験を
行いガスの漏えいがないこと。
漏えい検知装置の漏えい表示がない
こと。

○○

（18-10）

地下室等に係る供給管注１、
埋設した供給管注２の漏えい試験
　　ポリエチレン管を使用している
供給管を除く。
　　地下室等に係る供給管の部分、
亜鉛めっきを施した供給管（防しょく
テープを施したものを含み、機能を
損なう恐れのある腐しょくが生じない
ものを除く。）であって地盤面下に
埋設したもの（地下室等に係る供給
管の部分を除く。）

注１：

注２：



83

点 検 項 目 点検方法 判 定 基 準

石けん水
又は検知器

バルブ、集合装置、気化装置、供給
管等の漏えい試験（調整器まで）
（18-10）

常用の圧力においてガスの漏えいが
ないこと。 ○ ○ ○

○自記圧力計
等

調整器の調整圧力及び閉そく圧力
（18-20-ハ）

生活の用に供するものにあっては調整
圧力が2.3kPa以上3.3kPa以下で
あり、閉そく圧力が3.5kPa以下である
こと。
生活以外の用に供するものにあっては、
使用する燃焼器に適合したものである
こと。

○ ○

自記圧力計
等

燃焼器入口圧力
（18-11）
〈通常の供給設備の点検項目〉※3

生活の用に供するものにあっては2.0 
kPa以上3.3kPa以下であること。
生活以外の用に供するものにあっては
使用する燃焼器に適合した圧力である
こと。

○ ○

目　視
供給管の危険標識
（18-14）
〈通常の供給設備の点検項目〉※3

供給管を地盤面上に設置する場合に
おいてその周辺に危害を及ぼすおそれ
のあるときは、その見やすい箇所に液化
石油ガスの供給管である旨、供給管に
異常を認めたときの連絡先その他必要
な事項を明瞭に記載した危険標識を設
けてあること。
表示が鮮明であること。

○ ○

目　視
緊急連絡先の表示
（19-1-リ）

バルク容器又は周囲の見やすい箇所に、
緊急連絡先（保安機関の名称・所在地・
電話番号）等を表示していること。
表示が鮮明であること。

○ ○ ○

目　視自動車等車両が接触しない措置
（19-1-ワ）

バルク容器に車両が接触しない措置を
講じてあること。 ○ ○ ○

目　視保安物件に対する距離
（53-1-イ･ロ）

・第１種保安物件
　バルク容器の外面から16.97m以上
　の距離を有していること。
・第２種保安物件
　バルク容器の外面から11.31m以上
　の距離を有していること。
上記の距離が確保できない場合は、鉄筋
コンクリート障壁等が設置してあること。

○ ○ ○

点検の回数
供
給
開
始
時

６
月
／

充
て
ん
時

１
年

２
年

４
年

目　視
バルブ、集合装置、供給管の腐しょく
防止措置
（18-6）

腐しょく防止措置が講じられ、発錆が
著しくないこと。 ○ ○ ○

認定
事業者

５
年
に

1
回

10
年
に

1
回

※2

※1､2

※1：認定液化石油ガス販売事業者、※2：留意事項（P.75）「❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置」参照
※3：法令に規定された点検項目ではないが、自主保安として供給設備（バルク容器・バルク貯槽）と同様に点検することが望ましい。

○
自記圧力計
等

石けん水
又は検知器

例示基準第29節、第41節（埋設管）の
漏えい試験方法により漏えい試験を
行いガスの漏えいがないこと。
漏えい検知装置の漏えい表示がない
こと。 ○ ○

地下室等に係る供給管の部分、亜鉛
めっきを施した供給管（防しょくテープ
を施したものを含み、機能を損なう恐れ
のある腐しょくが生じないものを除く。）
であって地盤面下に埋設したもの（地下
室等に係る供給管の部分を除く。）及び
ポリエチレン管を使用している供給管。

〈以下の供給管を除く〉

（18-10）

供給管、ガス栓等の漏えい試験
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表5－4　特定供給設備（バルク貯槽：貯蔵能力１,000kg以上）の点検項目及び点検の回数

点 検 項 目 点検方法 判 定 基 準

作動試験

地下室等に係る供給管に設けた
緊急遮断装置
（300kg以上の貯蔵施設に係る
供給管に限る。）
（18-21）

緊急遮断装置が設置され、その開閉
状況に異常がないこと。

○○

目　視消火設備
（54-2-ニ）

消火能力A-4およびB-10以上の消火器
が定位置に定数置いてあること（貯蔵
能力が2,000kg以下の場合2個以上、
2,000kgを超える場合3個以上）。
消火器は、破損その他の異常がなく、
良好な状態に維持されていること。

○○

目　視
火気取扱施設との距離
（1,000kg以上3,000kg未満）
（54-2-ハ）

バルク貯槽の外面から火気取扱施設
までの距離が5ｍ以上あること。上記の
距離が確保できない場合は、火気取扱
施設との間に高さ２ｍ以上の耐火性の
壁類を設け、迂回水平距離が５ｍ以上
あること。

○ ○

目　視
火気取扱施設との距離
（3,000kg以上）
（54-2-ハ）

バルク貯槽の外面から火気取扱施設
までの距離が8ｍ以上あること。上記の
距離が確保できない場合は、火気取扱
施設との間に高さ２ｍ以上の耐火性の
壁類を設け、迂回水平距離が８ｍ以上
あること。

○ ○

目　視
バルク貯槽と他の貯槽等との距離
（3,000kg以上）
（54-2-チ（2））

1ｍ又は他の貯槽、バルク貯槽又は酸素
の貯蔵設備の最大直径の和の1/4の
長さのいずれか大きい距離を有すること。
又は、当該貯槽に水噴霧装置が設けて
あること。

○ ○

目　視
バルブ、集合装置、供給管、ガス栓
の腐しょく、割れなどの欠陥
（18-5）

発錆が著しくないこと。
割れ、すじ、しわ等がないこと。 ○ ○

目　視

調整器の腐しょく、割れ、ねじの
ゆるみ等の欠陥
液化石油ガスとの適合性
（18-20-イ）

発錆が著しくないこと。
割れ、ねじのゆるみ等がないこと。
消費する液化石油ガスに適合している
こと。

○ ○ ○

石けん水
又は検知器

バルク貯槽（地上・地下）のガスの
漏えい
（19-4）

バルク貯槽の接続部や溶接部からガス
の漏えいがないこと。
検知用孔あき管からガスを検知しない
こと。（地下埋設バルク貯槽）

○ ○
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点検の回数
供
給
開
始
時

６
月
／

充
て
ん
時

１
年

２
年

４
年

認定
事業者

５
年
に

1
回

10
年
に

1
回

※2

※1､2

※1：認定液化石油ガス販売事業者、※2：留意事項（P.75）「❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置」参照

○
自記圧力計
等

石けん水
又は検知器

例示基準第29節、第41節（埋設管）の
漏えい試験方法により漏えい試験を
行いガスの漏えいがないこと。
漏えい検知装置の漏えい表示がない
こと。

○○

（18-10）

地下室等に係る供給管注１、
埋設した供給管注２の漏えい試験
　　ポリエチレン管を使用している
供給管を除く。
　　地下室等に係る供給管の部分、
亜鉛めっきを施した供給管（防しょく
テープを施したものを含み、機能を
損なう恐れのある腐しょくが生じない
ものを除く。）であって地盤面下に
埋設したもの（地下室等に係る供給
管の部分を除く。）

注１：

注２：
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点 検 項 目 点検方法 判 定 基 準

目　視
作動試験

防消火設備
（3,000kg以上）
（54-2-ニ）

対象設備の規模に応じ、適切なものが
設けられており、破損その他の異常が
ないこと。
散水設備にあっては、5L/min・m2以上
の水量で散水できるもの。
消火栓にあっては、筒先圧力が0.245 
MPa以上で放水能力350L/min以上
のものであること。

目　視液面計
（19-3-ハ（2））

使用上有害な傷、割れ、その他の欠陥
がないこと。

目　視
カップリング用液流出防止装置、
液取入弁
（19-3-ハ（4））

弁取付部、カップリング接続部、弁、カップ
リングからガスの漏えいがないこと。

電位測定
地下埋設バルク貯槽の腐しょく
防止措置
（19-3-ハ（11））

飽和硫酸銅電極でバルク貯槽の対地
電位を測定し－850mV以下であること。

目　視均圧弁、カップリング
（19-3-ハ（7））

弁取付部、カップリング接続部、弁、カップ
リングからガスの漏えいがないこと。

目　視プロテクタ
（19-3-ハ（8））

使用上有害な割れ、その他有害な損傷
がないこと。

目　視

地上設置バルク貯槽の大地との
接地
（3,000kg未満）
（19-3-ニ（4））

接地接続線は、5.5mm2以上（単線を
除く。）あり、容易に腐しょく、断線しな
いものであること。確実に接続されて
いること。

目　視安全弁の放出管
（19-3-ニ（5））

レインキャップが確実に取り付けられて
いること。
放出管の内部に雨水が入っていない
こと。

目　視
バルク貯槽の基礎
（3,000kg以上）
（54-2-チ（3））

バルク貯槽の支柱または底部若しくは
架台が同一の基礎にアンカーボルトに
より確実に固定されており、基礎、支柱
等の破損がないこと。

目　視

地上設置バルク貯槽及び支柱の
耐熱構造又は、冷却用散水装置
（3,000kg以上）
（54-2-チ（4））

バルク貯槽および支柱の断熱構造の
有無、破損その他異常がないこと。規定
の能力を有する散水装置等が設けられ
ており、正常に作動し、散水状態に異常
がないこと。

目　視バルク貯槽の腐しょく防止措置
（19-3-ハ（11））

バルク貯槽の発錆が著しくないこと。

石けん水
又は検知器
目　視

安全弁
（19-3-ハ（1））

弁取付部からガスの漏えいがないこと。
安全弁の元弁が開かれていること。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

点検の回数
供
給
開
始
時

６
月
／

充
て
ん
時

１
年

２
年

４
年

認定
事業者

５
年
に

1
回

10
年
に

1
回

※2

※1､2

※1：認定液化石油ガス販売事業者、※2：留意事項（P.75）「❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置」参照
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点 検 項 目 点検方法 判 定 基 準

目　視
接地抵抗測定

静電気除去措置
（3,000kg以上）
（54-2-チ（5））

対象設備に確実に接続された接地接
続線が設けられており、断線その他の
損傷がないこと。また接地抵抗が総合
100Ω以下であること。

○○

目　視ＬＰガス及び火気厳禁と朱書
（19-3-ハ（9））

バルク貯槽又は周囲の見やすい箇所に
液化石油ガス又はＬＰガス及び火気
厳禁と朱書していること。
表示が鮮明であること。

○ ○ ○

目　視緊急連絡先の表示
（19-3-ハ（10））

バルク貯槽又は周囲の見やすい箇所に、
緊急連絡先（保安機関の名称・所在地・
電話番号）等を表示していること。
表示が鮮明であること。

○ ○ ○

目　視
自動車等車両が接触しない措置
（地上）
（19-3-ニ（2）） 

バルク貯槽に車両が接触しない措置を
講じてあること。 ○ ○ ○

目　視

埋設した場所に自動車等車両が
乗り入れない措置
（地下埋設3,000kg未満の貯槽）
（19-3-ホ（2））

車両が埋設場所に乗り入れない措置を
講じてあること。 ○ ○ ○

目　視保安物件に対する距離
（54-2-ロ（1）（2）（3））

○ ○ ○
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点検の回数
供
給
開
始
時

６
月
／

充
て
ん
時

１
年

２
年

４
年

認定
事業者

５
年
に

1
回

10
年
に

1
回

※2

※1､2

※1：認定液化石油ガス販売事業者、※2：留意事項（P.75）「❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置」参照

（1）1,000kg以上3,000kg未満
バルク貯槽の外面から、第１種保安物件、
第２種保安物件に対し、7m以上の距離
を有していること。
上記の距離が確保できない場合は、所定
の強度を有する構造壁、障壁等を設け、
又はバルク貯槽を埋設していること。
ただし、鉄筋コンクリート障壁等が設け
られていない方向に他の第１種保安物
件又は第２種保安物件が存在する場
合にあっては、第１種保安物件に対し
16.97m以上、第２種保安物件に対し
11.31ｍの距離を有していること。

（2）3,000kg以上
・第１種保安物件
　バルク貯槽の外面から16.97m以上
　の距離を有していること。
・第２種保安物件
　バルク貯槽の外面から11.31m以上
　の距離を有していること。
上記の距離が確保できない場合は、所定
の強度を有する鉄筋コンクリート障壁
等を設け、又はバルク貯槽を埋設する
ことにより、保安距離をそれぞれ第１種
保安物件に対し13.58m以上、第２種
保安物件に対し9.05m以上に緩和で
きる。
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目　視
バルブ、集合装置、供給管の腐しょく
防止措置
（18-6）

腐しょく防止措置が講じられ、発錆が
著しくないこと。 ○ ○ ○

目　視
埋設後の貯槽の位置を示す標識杭
（地下埋設3,000kg未満の貯槽）
（19-3-ホ（6））

バルク貯槽埋設後、四隅にバルク貯槽
の埋設後の貯槽の位置を示すための
標識杭が設置してあること。

○ ○ ○

点 検 項 目 点検方法 判 定 基 準

石けん水
又は検知器

バルブ、集合装置、気化装置、供給
管等の漏えい試験（調整器まで）
（18-10）

常用の圧力においてガスの漏えいが
ないこと。 ○ ○ ○

自記圧力計
等

調整器の調整圧力及び閉そく圧力
（18-20-ハ）

生活の用に供するものにあっては調整
圧力が2.3kPa以上3.3kPa以下であり、
閉そく圧力が3.5kPa以下であること。
生活以外の用に供するものにあっては、
使用する燃焼器に適合したものである
こと。

○ ○ ○

自記圧力計
等

燃焼器入口圧力
（18-11）
〈通常の供給設備の点検項目〉※3

生活の用に供するものにあっては2.0 
kPa以上3.3kPa以下であること。
生活以外の用に供するものにあっては
使用する燃焼器に適合した圧力である
こと。

○ ○

目　視
供給管の危険標識
（18-14）
〈通常の供給設備の点検項目〉※3

供給管を地盤面上に設置する場合に
おいてその周辺に危害を及ぼすおそれ
のあるときは、その見やすい箇所に液化
石油ガスの供給管である旨、供給管に
異常を認めたときの連絡先その他必要
な事項を明瞭に記載した危険標識を設
けてあること。
表示が鮮明であること。

○ ○

点検の回数
供
給
開
始
時

６
月
／

充
て
ん
時

１
年

２
年

４
年

※1：認定液化石油ガス販売事業者、※2：留意事項（P.75）「❸認定液化石油ガス販売事業者の特例措置」参照
※3：法令に規定された点検項目ではないが、自主保安として供給設備（バルク容器・バルク貯槽）と同様に点検することが望ましい。

○
自記圧力計
等

石けん水
又は検知器

例示基準第29節、第41節（埋設管）の
漏えい試験方法により漏えい試験を
行いガスの漏えいがないこと。
漏えい検知装置の漏えい表示がない
こと。 ○ ○

地下室等に係る供給管の部分、亜鉛
めっきを施した供給管（防しょくテープ
を施したものを含み、機能を損なう恐れ
のある腐しょくが生じないものを除く。）
であって地盤面下に埋設したもの（地下
室等に係る供給管の部分を除く。）及び
ポリエチレン管を使用している供給管。

〈以下の供給管を除く〉

（18-10）

供給管、ガス栓等の漏えい試験

認定
事業者

５
年
に

1
回

10
年
に

1
回

※2

※1､2
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　点検記録簿は記載の日から2年間保存する。ただし、次に実施されるまでの期間が２年を超えるものは
次回の実施日まで保存する。

４．帳簿の保存

平成19年以降、連結弁タイプの元弁に取り付けられた安全弁を取り外す際に６件の漏えい事故（このうち
１件は漏えい・爆発・火災）が発生しており、その原因は、作業手順の不徹底、安全弁及び元弁構造に関する
基礎知識の欠落等、当該交換作業を行った作業者に起因するものであった。バルク供給での漏えい事故
は、流出量が多大になり、重大事故につながるおそれが高いことから、液化石油ガス販売事業者にあって
は、安全弁製造者が策定した作業手順書や安全弁交換作業に必要となる工具・治具類を整備する他、次の
①から③までに揚げる事項を遵守し、事故防止の徹底を図ることが望ましい。

①安全弁交換作業を実施する者（以下「交換作業者」という。）には、次のイ．及びロ．に示す教育・訓練を
　繰り返し行った者を選任すること。

イ．安全弁交換作業の実績を有する者又は安全弁製造業者を講師とする安全弁交換作業に関する
保安教育
【主な保安教育の内容例】
・安全弁及び元弁の構造に関すること。
・安全弁交換作業の手順に関すること。特に、安全弁と連結弁との接続部における内封ガスの
　排出状況の見極めとその後の対応に関しては繰り返し保安教育を行うこと。
・安全弁交換作業時の事故事例とその原因に関すること。　　

ロ．安全弁交換作業の実績を有する者又は安全弁製造業者の管理監督のもと実施する交換作業訓練。
特に、安全弁と連結弁との接続部における漏れ状態の見極めとその後の対応に関しては繰り返し
訓練を行うこと。　

②安全弁交換作業を委託する場合は、委託先に対する施工管理を徹底すること。（委託先における上記
　①の履行状況の確認など）　
③交換作業者は、関係団体又は安全弁製造業者等が行う各種講習会等に積極的に参加すること。

５．バルク貯槽の安全弁交換作業時の事故防止について
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経過年数20年以下：20年
経過年数20年超え：５年

●外観検査
・目視(外面及び内面)注３）
・非破壊検査(外面又は
　内面)注4）
・鋼板の厚さ測定
●耐圧試験注5）

●気密試験注6）

バルク告示第１条
第１項

バルク貯槽
本体

安全弁 ５年
（検査を受けたことの無いもの
にあっては製造の日から５年）

●外観検査
・目視(外面及び内面)
・非破壊検査
・鋼板の厚さ測定

バルク告示第１条
第２項 

経過年数20年以下：20年
経過年数20年超え：５年

安全弁以外の
附属機器及び
バルク容器の機器

検 査 対 象 頻　　　度 検 査 項 目 適 用 条 項
［経過年数＝製造の日からの経過年数］

参考 バルク貯槽及び附属機器等の検査

　LＰガス販売事業者等は、バルク貯槽及び附属機器等（バルク容器の機器注1）を含む。以下同じ。）について
バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める告示（以下「バルク告示」という。）に
定めるところにより定期的に検査（以下「告示検査」という。）を行わなければなりません。（液石法施行規則
第16条第22号及び第23号）
　なお、バルク容器本体及びその附属品注2）については、高圧ガス保安法に基づき容器再検査及び附属品
再検査を行う必要があります。

注3）内面検査については、以下の①②の全てを満たしている場合
　は除きます。
　①バルク貯槽の検査に合格したもので、当該検査の日以降、
　　気密性を保持しているもの
　②経過年数が35年以下のもの
注4）非破壊検査については、以下の①～④の全てを満たしている
　場合は除きます。
　①非破壊検査による確認を経てバルク貯槽の検査に合格し
　　たもの
　②上記①の検査の日から起算して15年以内であること
　③経過年数が35年以下であると
　④目視検査により、外面に欠陥がないことが確認されていること

１．バルク貯槽及び附属機器等の告示検査

バルク容器の機器とは、液面計、過充てん防止装置、カップリング用液流出防止装置、液取入弁、ガス取出弁、液取出弁、
均圧弁、安全弁元弁＊）、ガス放出防止器、緊急遮断装置（内容積4,000Ｌ未満）、カップリングをいいます。なお、バルク
容器の機器の告示検査は、附属機器と同様にバルク告示第１条第２項に定めるとおり実施します。
＊）安全弁元弁は、法令上、附属機器に含まれないが、安全管理上は附属機器と同様に取り扱うべきことから、「附属機器
　 等の告示検査に関する基準（KHKS0746）」においては、附属機器に含めている。
バルク容器の附属品とは、バルブ、安全弁、緊急遮断装置（内容積4,000Ｌ以上）をいいます。

注１）

注２）

注5）耐圧試験については、以下のＡ）またはＢ）のいずれかに該当
　する場合を除きます。
　Ａ）非破壊検査を行い欠陥がないことが確認された場合
　Ｂ）注4）の条件を満たし、非破壊検査による確認を要しない
　　 場合
注6）常用圧力以上の圧力による気密試験については、以下の①～
　③の全てを満たしている場合は除きます。
　①バルク貯槽の検査に合格したものであること
　②経過年数が35年以下であること
　③上記①の検査の日以降、当該バルク貯槽内に液状の液化
　石油ガスがある使用状態における圧力において気密性を保持
　していること



90

　平成21年度から平成24年度にかけて行われた経済産業省の委託調査研究において、保安確保を前提
として合理的に告示検査を行う際の現行法令上の課題等が取りまとめられました。これを踏まえて、次の
①、②及び③に掲げるとおり、液石法の省令及び告示が改正（平成26年６月４日公布）され、平成26年10
月22日に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法令関係の基本通達（20140901商局
第３号）が改正されました。
　また平成31年度から令和2年度にかけて行われた経済産業省の委託調査研究において、製造後の経過
年数が20年を超えるバルク貯槽の検査方法の課題等が取りまとめられました。これを踏まえて④に掲げる
とおり、液石法の告示が改正（令和4年12月28日公布）されました。
　LPガス販売事業者等は、これらの内容を把握した上で、告示検査の計画策定及び準備に着手することと
なります。

①液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
　（平成26年経済産業省令第31号）（平成26年９月１日施行）
　【改正の概要】
　　改正：作業計画の作成及び作業責任者の指名等、告示検査の記録及びその保存
　　新設：特定供給設備の許可における貯蔵能力の特例、液化石油ガス設備工事の届出における貯蔵
　　　　　能力の特例

②バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める告示の一部を改正する告示
　（平成26年経済産業省告示第128号）（平成26年９月１日施行）
　【改正の概要】
　　改正：内面について行う非破壊検査、その他の技術的修正
　　新設：告示検査に合格したバルク貯槽又は附属機器の表示

③液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈について
　（20140901商局第３号）（平成26年10月22日施行）
　【改正の概要】
　　新設：・告示検査を行うにあたっては、高圧ガス保安協会規格（ＫＨＫ技術基準）を用いて行うこと。
　　　　　・貯槽等の修理、清掃、検査又は撤去に先だって仮設供給設備を設置できること。
　　　　　・告示検査の記録の保存期間

④バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める告示の一部を改正する告示
　（令和4年経済産業省告示第212号）（令和4年12月28日施行）
　【改正の概要】
　　改正：製造後の経過年数が20年を超えるバルク貯槽の検査の方法を規定
　　新設：初回の告示検査に合格した日から15年以内かつ製造後35年以下における非破壊検査、
　　　　　内面目視検査の省略等

３．告示検査に係る法令等の改正又は制定に関する動向
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　バルク貯槽及び附属機器等の告示検査に向けた体制準備については、平成29年度に経済産業省から
発出された液化石油ガス販売事業者等保安対策指針において、民生用バルク供給システムに使用されて
いるバルク貯槽及び附属機器等のいわゆる20年検査に係る経済産業省、高圧ガス保安協会等の検討
状況の把握に努めるとともに、液化石油ガス法施行規則、告示及び高圧ガス保安協会規格を確認し、20年
検査に関する具体的な計画の策定及びその準備に着手するよう、ＬＰガス販売事業者等に対して要請が
行われました。

２．告示検査に向けた体制準備
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　高圧ガス保安協会では、経済産業省の要請に基づき、告示検査及び告示検査を行う前に必ず実施しなけれ
ばならない作業の具体的な実施手順として、次の３つの高圧ガス保安協会規格（KHK技術基準）を平成26年
２月に制定し、平成27年２月にその後の法令改正に伴い、当該法令改正内容等を踏まえた改訂をいたしました。
　これら３つの基準は、この告示検査が保安確保の上、円滑かつ確実に行われるよう、具体的な検査方法や
判断基準等を規定したものとなっています。

　①バルク貯槽の告示検査等に関する基準（KHKS0745）
　②附属機器等の告示検査に関する基準（KHKS0746）
　③バルク貯槽及び附属機器等の告示検査等前作業に関する基準（KHKS0841）

　なお、「バルク貯槽及び附属機器等の告示検査等前作業に関する基準（KHKS0841）」では、告示検査
の期限対応などに伴うバルク貯槽の移送について、設置先でのバルク貯槽内のLPガス回収が困難な場合
等であって、LPガスが充てんされたままのバルク貯槽をLPガスが安全に回収できる場所まで移送する場合
の方法等について規定した「LPガスバルク貯槽移送基準（KHKS0840）」を基準中の多くの箇所で準用
しているため、告示検査前作業を確実に行うには当該基準も必要になります。

４．告示検査の実施手順

参考 令和４年  改正告示抜粋

バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める告示
（令和４年１２月２８日改正）　※改正箇所について下線

（バルク貯槽又はバルク容器の機器の検査）
第一条　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（以下「規則」という。）第十六
条第二十二号の規定に基づくバルク貯槽（附属機器を除く。以下この項において同じ。）の検査は、次の
各号に掲げるところにより行うものとする。
一　［略］
二　バルク貯槽の検査は、次のイからハまでに定めるところにより行うこと。
イ　外観検査
（１）　目視検査により、バルク貯槽の外面及び内面について腐食、割れ、傷、変形等の欠陥がないこ

とを確認すること。ただし、内面については、検査に合格したバルク貯槽であって、当該検査の日
以降気密性を保持し、かつ、経過年数が三十五年以下のものについては、この限りでない。

（２）　非破壊検査により、バルク貯槽の外面又は内面について割れ、傷等の欠陥がないことを確認
すること。ただし、非破壊検査による確認を経て検査に合格したバルク貯槽であって、当該検査
の日から起算して十五年以内であり、かつ、経過年数が三十五年以下のものについては、（1）の
目視検査を行いその外面について欠陥がないことが確認された場合は、この限りでない。

（３）　バルク貯槽の鋼板の厚さを測定し、最小厚さ以上の厚さを有していることを確認すること。
ロ　耐圧試験　常用の圧力の一・五倍以上（特定設備検査規則（昭和五十一年通商産業省令第四号）
第二条第十七号に規定する第二種特定設備（以下単に「第二種特定設備」という。）にあっては、常用
の圧力の一・三倍以上）の圧力で水その他の安全な液体を使用して行い、膨らみ、伸び、漏えい等の
異状がないことを確認すること。（イ（2）の非破壊検査を行い欠陥がないことが確認された場合又は
イ（2）ただし書の規定により非破壊検査による確認を要しない場合を除く。）
ハ　気密試験　常用の圧力以上の圧力で空気その他の危険性のない気体を使用して行い、漏えいが
ないことを確認すること。ただし、検査に合格したバルク貯槽であって、当該検査の日以降気密性を
保持し、かつ、経過年数が三十五年以下のものについては、当該バルク貯槽内に液状の液化石油ガス
がある使用状態において当該バルク貯槽に作用する圧力で行うことができる。

　三　[略]
２　[略]
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参考 告示改正に伴うＫＨＫＳの改正

告示改正により、初回の告示検査に合格した日から15年以内かつ製造後35年以下における非破壊検査、
内面目視検査の省略等が可能になった一方で、初回告示検査における非破壊検査に関する基準は、より
高度な検査とする改正が行われている。

バルク貯槽の告示検査等に関する基準（ＫＨＫＳ０７４５）に規定されている検査
①外面の目視検査
②内面の目視検査
③鋼板の厚さ測定
④外面／内面の非破壊検査
⑤気密試験

④について、初回告示検査後の、２回目以降の毎回の告示検査において非破壊検査を求めないため、
改正前のKHKSでは初回告示検査において溶接線の20％以上を検査することと定めていたところ、令和
４年１２月２８日改正後のKHKSにおいて、初回告示検査において溶接線の全線を非破壊検査で確認を
行うこととした。また、非破壊検査の評価者の要件について、有資格者のレベルを従来から引き上げた。

参考 告示検査の基準に関するKHKSへの接続

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準に
ついて（２０１９０３０８保局第５号）
第16条（販売の方法の基準）関係
１．～11．　［略］
12．第２２号のバルク貯槽の検査又は第２３号のバルク容器の機器の検査については、告示で定めると
ころにより検査を行う。この際、高圧ガス保安協会基準ＫＨＫＳ０７４５バルク貯槽の告示検査等に関
する基準、ＫＨＫＳ０７４６附属機器等の告示検査に関する基準及びＫＨＫＳ０８４１バルク貯槽及び
附属機器等の告示検査等前作業に関する基準を用いて行うこと。
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●使用上の注意
　（１）取扱いにあたっては、衝撃を与えないように慎重に扱ってください。
　（２）測定は振動が少なく温度変化の少ない場所を選んで行ってください。
　（３）使用前に目視にて各部に破損個所がないか、確認してください。
　（４）長期間使用しない場合は、乾電池を外し、湿気の少ない場所に保管してください。
　（５）接続する配管系統に漏れがないよう注意してください。
　（６）調整器能力を検査する場合、その測定器（圧力計）の誤差は重大であるので誤差確認に留意する
　　　こと。
　（７）漏えい検査では測定環境（温度変化）により漏えいしていても検知できないことがあるので留意
　　　すること。また、保持時間にも十分留意すること。
　（８）急な圧力上昇、降下を加えないこと。

機械式自記圧力計

参考 １．保安点検器具の維持管理例

（1）圧力測定器具

●保守管理
　（１）表示部の指示値及びチャート紙の記録値の誤差確認を、次の手順で行ってください。

６ヶ月に１回以上、最低圧力が2.0kPa以上、最高圧力が8.4kPa以上10kPa以下の範囲内の圧力
で最小目盛り単位が0.02kPa以下のマノメータ又はこれと同等以上の精度を持つ圧力計と比較
検査を行い、これに合格したものであること。この場合、0.2kPaを超える誤差のあるものは不合格
とし、0.2kPa以下の誤差のあるものは、その補正値を用いることによって使用することができるもの
とする。

（２）液化石油ガス法（例示基準第29節）に基づく点検を行ってください。

①下図のように機械式自記圧力計に垂直に設置した水柱マノメータを接続します。
②表示部の指示値の誤差確認は、表示部の指示値が右表の各ポイント圧力にほぼ合うまで二連球
　にて徐々に加圧し、水柱マノメータの指示値で圧力誤差を確認します。
③チャート紙の記録値の誤差確認は、水柱マノメータの指示値が下表の各ポイント圧力にほぼ合う
　まで二連球にて徐々に加圧し、チャート紙の記録値で圧力誤差を確認します。
④確認した各圧力誤差が下表の圧力範囲以内であれば合格です。補正値として検査成績表に圧力
　誤差を記録してください。
　また、不合格の場合は、メーカーの取扱説明書に従って誤差圧力を調整してください。

機械式
自記圧力計

二連球マノメータ
（垂直設置）

圧
力
値

水柱マノメータ検査方法

自記圧力計の検査

ポイント圧力（目安） 圧力誤差範囲

2 6 10 ±0.2

（kPa） （kPa）

　 1（mmH2O） =9.80665（Pa）
　 1（Pa） =1mmH2O/9.80665
　　　　 =0.101972（mmH2O）

※mmH2O　Pa換算式
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液化石油ガス法（例示基準第29節）に基づく点検を行ってください。
12ヶ月に１回以上、最低圧力が2.0kPa以上、最高圧力が8.4kPa以上10kPa以下の範囲内の圧力
で最小目盛り単位が0.02kPa以下のマノメータ又は同等以上の精度を持つ圧力計と比較検査を
行い、これに合格したものであること。この場合、0.03kPaを超える誤差のあるものは不合格とし、
0.03kPa以下の誤差のあるものは、その補正値を用いることによって使用することができるものと
する。
測定中の圧力変動時の判定は、測定条件下の温度変化を加味し判断してください。また、保持時間に
も十分留意すること。

●保守管理

●使用上の注意
　（１）計測ホースや本体のホース接続口に、ごみや水分が入らないよう取扱いや保管には注意してくだ
　　　さい。
　（２）温度差の大きい場所へ持ち込んだ場合は、環境になじませてから使用してください。
　（３）温度変化の激しい場所での測定は、正確な測定ができません。温度変化の少ない場所を選んで
　　　測定してください。
　（４）接続する配管系統に漏れがないよう注意してください。
　（５）保管時・使用時など本体に物を載せたり、衝撃を与えないよう注意してください。
　（６）高温・多湿の場所には保管しないでください。特に高温になる閉め切った車内での保管は避けま
　　　しょう。

電気式ダイヤフラム式自記圧力計
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ＬＰガス検知器として、多く使用されているものには２つのタイプが
あり、その１つは主としてガスが滞留し易い場所のガス濃度を知る
目的の、いわゆる濃度計と兼用の一般型と、微少の漏えいガスを
発見する為の、いわゆる超高感度型とがあります。
一般型は、ＬＰガス濃度の爆発下限界（LEL）を100とした目盛板
のものや、LELの１/10～１/５を100とした目盛板のある濃度計
タイプのガス検知器であり、超高感度型は音とランプで漏れを知ら
せる作業性に優れた小型・高感度タイプです。

（2）ガス検知器

ガス検知器の実際の使用に当たっては、それぞれの機能、特長をよく理解し、活用する事が必要です。
ガス検知器は、精密な計器であり、特に感知エレメントは極めて微細な構造であるので、運搬、移動及び
使用時の取扱いについて、激しい振動や落下などによる衝撃を加えないように注意する事や、生ガス
に長時間触れさせないことなど機能劣化の原因になる事を極力避けてください。
（１）本体と、ガス導入管とはしっかりと接続し、ゆるみのないように締めて空気が漏れないようにして
　　ください。
（２）電池の電圧をチェックしてください。
（３）吸引ポンプが、確実に働いている事をポンプの音で確認してください。
（４）清浄空気中でスイッチをONにし、指針が安定してから入念に零点調節をしてください。
（５）使用後は、検知器内のガスを完全に除去し、指針がゼロに戻るのを確認してから電源スイッチを
　　OFFにしてください。
（６）生ガスのような濃いガスを長時間吸引させないでください。万一生ガスを吸引したときは、速やか
　　に検知器内から生ガスを除去してください。
（７）本体は分解しないでください。
（８）電源回路は本質安全防爆構造になっていますが、電池交換の際には必ずガスが無い安全な場所で
　　行ってください。また、電池は全部を同時に取り替えてください。
（９）水を吸いこむと大きい障害原因となるので、万一水を吸いこんだ場合は、ただちに水分を取り去り
　　乾燥させ、フィルタエレメントを交換した後に使用してください。動作が異常な場合はメーカーに
　　修理を依頼してください。
（10）漏えいを検知する場合、測定場所、隠ぺい部にあっては十分な長さの補助管を取り付け隠ぺい
　　配管又は滞留しやすい箇所のガスを検知できるようにしてください。
（11）緊急対応の場合のガス検知は、漏えい状況により濃度の測定が求められることがありますので、
　　対応できるようにしてください。

●使用上の注意

（１）長時間ガス検知器を使用しない場合には、電池を取り出しておいてください。
（２）ドレンフィルタ付きの物でフィルタが変色している場合は、早めにフィルタエレメントを取り替えて
　　ください。
（３）検知器の保管は、振動、衝撃及び落下の恐れがなく、できるだけ通気のよい乾燥した場所で行って
　　ください。
（４）感度点検等は次の事項に従って実施してください。
　①正常な作動状態を維持する事に留意し、動作が不安定な状態や零点未調整の状態で使用しない
　　でください。

●保守管理
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（3）一酸化炭素測定器
●使用上の注意と点検
・一酸化炭素測定器は精密な機械であり、特に感知エレ
　メントは極めて繊細な構造であるので、保管、運搬使用時
　の取扱いについて、激しい振動や落下などによる衝撃
　を加えないようにしてください。
・長時間電池を抜いていた場合は、電池を入れて30分以上
　経過してから電源を入れてください。
・燃焼器具の排気口に吸引部を近づけたまま、電源スイッチ
　をONにしないでください。
・電池電圧に充分余裕が有る状態で使用してください。
・測定は、一酸化炭素測定器を高熱から保護するため、
　長時間（３分以上）の連続使用は避けてください。
・一酸化炭素測定器は下記に示す定期点検を必ず実施
　してください。定期点検を怠った場合、一酸化炭素濃度が
　高い場合でも低い値を表示するおそれがあります。

図 参考-1　一酸化炭素測定器

吸引部の点検
①ドレンブロックに水滴等が付いていないか点検する。水滴等が付いていたら乾いた布等で拭き取って
　ください。
②フィルタエレメントが黒く汚れていないか点検する。汚れていたらフィルタエレメントを交換してください。
③ＮＯxフィルタが茶色に変色していないか点検する。変色していたらＮＯxフィルタを交換してください。
　フィルタは400回の測定、又は半年の使用を交換時期の目安にしてください。
　古いＮＯxフィルタは産業廃棄物として処理してください。
④ホースが破損していないか点検する。破損していたら交換してください。
　ホースが破損していると、測定ガスを正常に吸引できなくなり正確な測定ができません。
　一酸化炭素濃度が高い場合でも低い値を表示する恐れがあります。

（１）日常点検

　②平常は毎月１回程度、落下したり異常を感じたときはその都度、簡略点検をしてください。
　③使用頻度の高い場合は、毎週１回程度の簡略点検を実施し、検知器の感度状態などを確認して
　　ください。
　④１年に１回以上は、当該検知器メーカーなど、標準試験ガス及び充分な試験設備を有するところへ
　　感度試験、点検調整を依頼してください。

使用者による定期点検
一酸化炭素測定器の性能を維持するために、３～６ヶ月ごとに１回、校正用ガスによる感度調整を必ず
行ってください。
メーカーによる定期点検
一酸化炭素測定器のオーバーホールのため、メーカー指定（１年に１回等）による定期点検を受けて
ください。

（２）定期点検
１.

２.

※今までお持ちの機器についても上記の定期点検を実施してください。
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実務については販売事業者との保安業務の受委託契約の締結内容に基づきます。

保安機関の点検・

参考 ２．保安機関の点検・調査業務フロー図（例）

否 良

消費設備側 供給設備側

否 良

消費者へ通知

販売事業者へ連絡

改善（消費者）

再調査

販売事業者へ通知・連絡

改善（販売事業者）
開栓（供給開始）

帳簿等確認・追記

周知等の実施・書面交付

容器交換時等

容器交換時等供給設備点検

否 良

供給依頼受付

日時の確認・立会いを依頼

開栓のため訪問

供給開始時点検・調査

帳簿等記録

販売事業者へ連絡

販売事業者へ通知・連絡

改善（販売事業者）

帳簿等記録 帳簿等記録

＊１

＊２

販売事業者へ連絡

帳簿等記録
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調査業務フロー図（例）

消費設備側 供給設備側

否 良

貯槽・バルク供給

消費者へ通知

販売事業者へ連絡

改善（消費者）

再調査

否 良

４年に1回以上の
点検・調査

販売事業者へ通知・連絡

改善（販売事業者）

否 良

有 無

２年に1回以上の
点検

消費設備側 供給設備側

否 良

消費者へ通知

販売事業者へ連絡

改善（消費者）

再調査

否 良

１年に1回以上の
点検・調査

販売事業者へ通知・連絡

改善（販売事業者）

販売事業者へ通知・連絡

改善（販売事業者）

帳簿等記録 帳簿等記録

販売事業者へ連絡

帳簿等記録 販売事業者へ連絡

白ガス埋設管等・地下室等

有 無

帳簿等記録

帳簿等記録 帳簿等記録

販売事業者へ連絡

＊保安機関は、保安業務の結果について
　販売事業者へ連絡が必要です。

＊１ 
　・周知
　　供給開始時・１年に１回以上・２年
　　に１回以上の実施について帳簿に
　　記載
　・書面の交付
　　販売事業者の責務です。

＊２ 
　充てん容器等の交換時
　バルク貯槽・バルク容器について６ヶ
　月に１回以上又は１年を超えない範
　囲で行う充てん作業時
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室内の多湿部 開口部のあるピット
（ふた付きのもの）

＊腐食が発生しやすい箇所のため、施工に注意すること。
＊水に長く接触するおそれがある場合は、電気的絶縁継手を設置すること。

多湿な床下水の影響

防食テープ

GL

GL

コンクリート、地盤等には直接接触
させずに、支持具を使用する

支持具が金属の場合、防食テープ
による絶縁を行う

屋外
15cm以上

白管のポイント 

図 参考-2　供給管・配管の腐食防止対策１

１．使用できる管材料

参考 ３．供給管・配管の腐食防止対策

・プラスチック被覆鋼管
・配管用フレキ管

・プラスチック被覆鋼管
・配管用フレキ管
・銅管

・プラスチック被覆鋼管
・配管用フレキ管
・銅管（床下はさや管付き）
・防食テープ巻白管
・塗装白管
・白管

・プラスチック被覆鋼管
・配管用フレキ管
・銅管、防食テープ巻白管
・塗装白管

・プラスチック被覆鋼管
・配管用フレキ管

屋外 屋内

床下

モルタル等で
シールを確実に

電気的絶縁継手

露出部に使用できる管 

プラスチック被覆鋼管の例

床下・露出部 

GL

電気的絶縁継手 

埋設管と同等の管
15cm以上

電気的絶縁継手 

埋設管と同等の管
15cm以上

隠
ぺ
い
部
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埋設部に使用できる管

壁、床、天井等の内部（隠ぺい部）に使用できる管

電気的絶縁継手の施工例

図 参考-3　供給管・配管の腐食防止対策２

・ポリエチレン管
・プラスチック被覆鋼管
・配管用フレキ管（さや管）

・ポリエチレン管
・プラスチック被覆鋼管
・配管用フレキ管（さや管）

・ポリエチレン管
・プラスチック被覆鋼管
・配管用フレキ管（さや管）

＊電気的絶縁継手は、導電箇所を残さないように、立上り管すべてに取り付けること。
＊水の影響箇所は、前後の乾燥している箇所に電気的絶縁継手を施工する。

埋込部を使用するもの

・プラスチック被覆鋼管
・配管用フレキ管（さや管付き）
・防食テープ巻白管
・銅管（さや管付き）

＊プラスチック被覆鋼管を埋設するときは、電気的絶縁継手を使用すること。

屋外露出部

空洞部を使用するもの

・プラスチック被覆鋼管
・配管用フレキ管（さや管・防護板付き）
・防食テープ巻白管
・銅管さや管付き
・塗装白管、白管

壁

開口部のないピット
埋設管と同等の管

15cm以上

電気的絶縁継手

ＧＬ

電気的絶縁継手

ＧＬ ＧＬ
埋設管と同等の管
15cm以上

床下の地下

埋設管と同等の管
15cm以上

電気的絶縁継手

ＧＬ

電気的絶縁継手

ＧＬ
埋設管と同等の管
15cm以上

床下の地下
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図 参考-4　埋設管腐食測定器のポイント

コンクリート／土壌マクロセル腐食の判定
腐食のおそれあり：通電変化値が10Ω未満
腐食のおそれなし：通電変化値が10Ω以上

参考 ４．埋設管腐食測定のポイント

表 参考-1　エラー表示と原因

※表中の○○○○には数字が表示されます。

エラー１

エラー２

エラー２
ＵＰ○○○○

エラー２
－ＵＰ○○○○

・ガス管と通電棒両方が導通不良

・ガス管の導通不良
・完全な防食埋設管

・通電棒の導通不良
・ガス管と通電棒の接続間違い

③

②

①

通電用ケーブル（赤） 通電棒
（金属棒）

基
準
電
極
用

ケ
ー
ブ
ル（
青
）

基準電極
（飽和硫酸銅）

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
管
用

ケ
ー
ブ
ル（
黒
）

ガス管

ガス管

土壌が乾燥している場合には水を散布し、導通
をよくする。
基準電極（飽和硫酸銅）は測定のセンサーとなる
ものであって、この電極を設置した地表面下の
ガス管が測定対象となる｡（ガス管の埋設深さ
の差異は測定値に影響しない｡）
基準電極は建屋立上り部から約1m離れたガス
管の真上地表面に4～5cmの穴を掘り設置す
る。（倒れないように手で保持していてもよい｡）
砂利で覆われている場合は砂利を除去し、土壌
と確実に密着させる。
一建屋に数ヶ所の貫通引込部がある場合には、
すべてを対象に測定を行う。

・

・

・

・

・

③基準電極用ケーブル（青）の接続

②通電用ケーブル（赤）の接続
乾燥土壌の場合は水を散布する。
試験電流を通電するアースとなるため
に、通電棒は１/２～２/３以上を土中に
打設する。
打設位置は埋設管や建物から４～５m
程度離す。
やむを得ずコンクリート上の設置となる
場合は、ウェス又はスポンジを敷いた上
に十分に水を散布し、その上にウェスに
包むように通電棒を倒して設置すると
よい。
通電棒は試験電流が通電できるもので
あれば、他の金属棒で代用してもよい。

・
・

・

・

・

①ＬＰガス管用ケーブル（黒）の接続
LPガス管用のケーブル端子（クランプ）がガス管金属面としっかり
と電気的に導通するように接続する。
立上り部に電気的絶縁継手がある場合には、その埋設側に接続
する。
建屋側立上り部が建屋内にあって接続困難な場合は、ボンベ庫
側への接続でもよいが、途中に絶縁となるメカニカル継手等が
介在しているか確認する。
接続部が被覆又はテープ巻の場合は一時的にはく離する。
サビ（亜鉛メッキが白くさびている場合を含む）が発生している
場合には、ヤスリ等で除去したのちに端子を接続する。
ガス管の口径が大きく端子が接続できない場合は、ガス管面に
磁石板を当てた上で、そこに端子を取り付けるとよい｡（この場合、
電気的導通は十分に確保すること｡）

・

・

・

・
・

・
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図 参考-5　埋設管腐食測定方法例

※図の距離が確保できない場合はその
　範囲内で等間隔に電極を設置する。

水で濡らした
スポンジ、雑巾等

水で濡らした
スポンジ、雑巾等

通電棒 

基準電極 

電極設置位置がコンクリート敷である場合
　・可能であれば、ガス管の直上にボーリングバーなどで穴をあけて電極を設置する。
　・穴あけが困難な時は水を散布し、30分程度湿らせたのち湿ったウェス又はスポンジを敷き、その上に
　　設置する。（コンクリートの継目、き裂目などがあればより効果的である｡）
　・上記対応が困難であれば、最も近い土壌部に設置する。
　・基準電極の先端のセラミック部分をコンクリート、硬い土壌等に直接打ち込んだり落としたりしないこと。
　　もし破損して使用上支障があると思われるときは、メーカーに相談すること。

コンクリート敷の測定例

パイプシャフト等の建物内の測定方法

１ｍ ２ｍ 

アスファルト

コンクリート

通電棒

基準電極

１ｍ ２ｍ 

通電棒

基準電極
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図 参考-6

測定範囲

表　示

印加電圧

電位測定範囲

電流測定範囲

表　示

導通試験範囲

開放端子電圧

導通電流範囲

表　示

０～－８,000mV

液晶表示（管対地電位）

1.5V、３V、６V（標準値）

０～－８,000mV

０～120mA

液晶表示（通電電位、通電電流、通電変化、腐食速度《白ガス管》）

０～2.00kΩ

約DC6V

０～6mA

液晶ブザー

飽和硫酸銅溶液が、先端セラミックより浸み出ているかのチェック方法

チェック方法１.
第１図のように白色容器に少量の水を入れ、溶液入り基準電極
棒をその中に挿入します。時間経過後、容器内の水がわずかでも
青色に変色傾向が認められればOKです。
（使用できる状態になっている）

チェック方法２.
容器内の水に青色変化が見られない場合のチェック方法
（埋設管腐食測定器本体を使用する）
（１）第２図のように接続して、電源スイッチをONにします。
（２）管対地電位（V1）に値がでます。この値は－100mV以下
　　あればOK（使用可能）との判定ができます。

・溶液は一度入れておけばそう度々交換することはありません。（６か月くらいまで）
・しかし、測定終了後あるいはすぐ使用しない場合には、電極先端（セラミック部分）をきれいに水洗し保護
　キャップをつけて保管してください。溶液結晶化（溶液が乾燥状態）防止のため、キャップと棒の合わせ目
　をビニールテープ等で巻いておけば完璧です。キャップを被せないで先端露出の状態のままで自然放置
　させておくと、先端から浸み出ている飽和硫酸銅溶液は結晶化してしまいます。
・このような状態になった場合には、初回と同じく水に浸して溶液がしみ出ることを再確認して、使用して
　ください。

埋設管腐食測定器

電位測定

通電試験

通電試験

第１図 第２図

溶液入りの基準電極棒

黒線

青線

基
準
電
極

深さ1cm程度の水
（先端のセラミック部分が水没する程度の水を入れる）

白色容器
（紙コップ等）
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基準電極棒への飽和硫酸銅溶液注入について
・基準電極棒内に注入された飽和硫酸銅溶液は、先端の白色高密度セラミック部分より微少量浸み出る
　ようになっています。従ってすぐには出にくく、溶液が浸み出るまでには時間を要します。
・測定に使用する際には、初回のみ測定予定前約24時間～36時間（1日～1日半）くらい前に、付属のスポ
　イトを用いて溶液を基準電極棒内に注入してください。
・なお、溶液の量は、黒色部分と透明部分の境目から上に5～6cm程度見える位でOKです。溶液を注入
　した電極は、先端部を水に浸しておいてください。（参考図をご参照ください）
・一度溶液が浸み出ると、後は継続して機能を発揮します。ただし、翌日に再度使用する場合には、溶液の
　結晶化を溶かすために数時間初回のように水に浸してください。

テストボード（ST－１）による本器の正常動作テスト
「埋設管腐食測定器」本体が正常であり、かつ接続線による被測定箇所に正しく接続されていれば、埋設管
の腐食状態が数字で正しく表示部に表示されることになっています。しかし、不適切な接続状態下においては、
測定不可能表示（エラー表示）が出ます。これは総合的にみて測定不能を意味しますので、本器が動作不良
なのか、接続法が不適切なのか分かりません。
そこでそれを区別し、どちらが悪いのか判定をすればトラブルの原因究明に役立ちます。その原因究明策と
してテストボード（ST－１）を付属してあります。
これにより本器の正常動作可、否のテストができます。以下その方法について説明します。

本器の３端子部（左から黒、橙、青）にテストボードのプラグを挿入します。テストボード上に色別は
表示してあります。逆には挿入できませんので簡単に正しく接続できます。
中央の測定レンジ切替スイッチつまみは1.5Vのポジションにセットしておきます。
電源スイッチつまみをON側にします。
次に測定押ボタンスイッチを押します。この瞬間から自動計測が始まり、数秒後に測定値（結果）が
表示されます。

●テストボード（ST－１）による本器の正常動作テスト
　１.

　２.
　３.
　４.

・テストボードは被測定部分の疑似抵抗値を基にして回路構成してあり、下記のような値が表示されれば
　本器は正常に動作していることになります。

表 参考-2　テストボード回路と表示値との関連

1.5V

0mA

ー48.4mV

4.84mA

10.0

0.06mm/yr

1.35V ※

0mV

ー43.6mV ※

4.36mA ※

10.2

0.059mm/yr

※値は内蔵電池の電圧値により変わるため、大体の目安としてください。

種　類 計算値 テストボード実際値

内蔵電池電圧

管対地電位（Ｖ1）

通電電位（Ｖ2）

通電電位（Ａ1）

通電変化（△）

腐食速度（mm/yr）
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参考 ５．漏えい試験の圧力

例示基準第29節２.（2）④（ⅱ）において漏えい試験圧力が「使用圧力以上5.5kPa未満」と規定
されているが、燃焼器具までを含めた漏えい試験では、4.2kPa以下の圧力で行うのは何故か？

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用において、燃焼器具における
液化石油ガスの通る部分は、次に掲げる基準に適合することが規定されていることに依拠
しています。
　液化石油ガスの取入部から給水自動ガス弁の出口までの部分にあつては、4.2キロ
パスカルの圧力において弁の出口以外の部分から液化石油ガスが漏れないこと。
　給水自動ガス弁の出口から炎口までの部分にあつては、通常の使用状態において、
炎口以外の部分から液化石油ガスが漏れないこと。
　器具栓にあつては、栓を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力における液化石油ガスの
漏れ量が毎時70ミリリットル以下であること。
　器具栓以外の遮断弁にあつては、弁を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力における
液化石油ガスの漏れ量が毎時550ミリリットル以下であること。

（1）

（2）

（3）

（4）

１．液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用の規定から、末端ガス栓から燃焼
　機器までの間（告示第10条で定める接続具）の漏えいを確認するためには、4.2kPa以下の圧力
　で漏えい試験を行うことになります。
２．日本製の国内向けに製造された燃焼器具＊は、4.2kPaの圧力で流路以外へ漏えいすることが
　ないよう製造されていますが、経年劣化等により燃焼器具によっては、当該規定から漏えい試験
　の結果が（3）、（4）に該当する場合もあり得ることから、その際には、原因となる箇所を特定し、
　適切な対処が必要です。
３．適切な対処の例を以下に紹介します。
　イ.末端ガス栓を閉じて配管部の漏れを確認する。
　ロ.接続具本体及び接続具接続部のガス漏れを検知器等で確認する。
　ハ.漏えい試験の結果が（3）を超える場合には、燃焼器の修理又は交換を依頼する。
　ニ.器具栓に流路内への漏れがあっても、（3）を判断する測定が困難である場合には、漏えい量
　　 に拘わらず修理又は交換を依頼する。
４．なお、漏えい試験の際に4.2ｋPaを超える圧力に昇圧すると、（1）、（2）からの漏えい、（3）、（4）
　の漏えい量の増加等が生じる恐れがあるため、過度に昇圧することは避けて下さい。

＊（一社）日本ガス石油機器工業会会員の製造事業者によるもの
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漏えい試験は、漏えい検知装置による方法又は自記圧力計等を用いて行う方法がある。
それぞれの試験における確認・記録方法は以下のとおり。

参考 ６．漏えい試験の方法

漏えい検知装置の場合

マイコンメータ
以外 マイコンメータ

自記圧力計等及び
ガス検知器等の場合

S･S4･E･E4･SB･EB型
マイコンメータ

下流側 上流側

・漏えい検知装置の表示の確認（2ヶ月に１回以上）
・集中監視システムによる漏えい通報の常時監視

漏えい表示がない時 漏えい表示がある時

自記圧力計、
ガス検知器等による
ガス漏れの確認

自記圧力計、
ガス検知器等による
ガス漏れの確認

自記圧力計等及び
ガス検知器等による
ガス漏れの確認

漏えいあり 漏えいなし 漏えいあり 漏えいなし 漏えいあり 漏えいなし

修理・改善修理・改善修理・改善

漏えい表示の出た
原因を調査

点検・調査票に記録

販売事業者及び消費者への連絡・通知

 S･S4･E･E4･SB･EB型
以外のマイコンメータ

【監修：（一社）日本エルピーガス供給機器工業会】
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１．漏えい検知装置の種類
　（１）流量検知式漏えい検知装置（Ⅱ･Ｌ型マイコンメータ、流量検知式切替型漏えい検知装置）
　（２）圧力検知式漏えい検知装置（自動ガス遮断装置）
　（３）流量検知式圧力監視型漏えい検知装置
　（４）常時圧力検知式漏えい検知装置（Ｓ・Ｓ４・Ｅ・Ｅ４・ＳＢ・ＥＢ型マイコンメータ）
２．漏えい検知装置の監視範囲
　・（１）､（２）､（３）の漏えい検知装置は、設置場所から末端ガス栓まで。
　・（４）の漏えい検知装置は、調整器出口より末端ガスまで。

漏えい試験の方法

（１）戸別供給の場合

漏えい検知装置を用いる方法

①マイコンメータ

図 参考-7

②マイコンメータ以外

図 参考-8

ＬＰガス貯蔵設備

GHP

Ｓ・Ｓ４・Ｅ・Ｅ４・ＳＢ・ＥＢ型マイコンメータ
（調整器出口より末端ガス栓まで）

Ⅱ･Ｌ型マイコンメータ
（ガスメーター出口より
　　　末端ガス栓まで）

ＬＰガス貯蔵設備

GHP

流量検知式切替型漏えい検知装置
圧力検知式漏えい検知装置（自動ガス遮断装置）
流量検知式圧力監視型漏えい検知装置
　　　 （設置場所から末端ガス栓まで）

（※Ⅱ･Ｌ型の場合、ガスメーター上流は、他の漏えい検知装置が必要。）

（※Ⅱ型マイコンメータ及び流量検知式圧力監視型漏えい検知装置は、現在、製造されていない。）

参
考
資
料
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（２）集団供給の場合
①マイコンメータ

図 参考-9

②マイコンメータ以外

図 参考-10

ＬＰガス貯蔵設備

パ
イ
プ
シ
ャ
フ
ト

流量検知式切替型漏えい検知装置
圧力検知式漏えい検知装置（自動ガス遮断装置）
流量検知式圧力監視型漏えい検知装置
　　（設置場所からガスメーターまで）

ＬＰガス貯蔵設備

パ
イ
プ
シ
ャ
フ
ト

Ｓ・Ｓ４・Ｅ・Ｅ４・ＳＢ・ＥＢ型マイコンメータ
（調整器出口より末端ガス栓まで※1）

Ⅱ･Ｌ型マイコンメータ
（ガスメーター出口より
　　末端ガス栓まで※2）

※1 上流監視機能を停止した場合、ガスメーター上流部分の漏えい検知はできない｡
※2 Ⅱ･Ｌ型の場合、ガスメーター上流は、他の漏えい検知装置が必要。
※3 ガスメーター以降は、マイコンメータにて確認する｡（ ）
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共同住宅の例

図 参考-11　機械式自記圧力計による確認例

表 参考-3　内容積2.5Ｌ以下の管長早見表

３．自記圧力計等を用いる方法
　・消費者へ閉栓することの連絡と注意を行う。
　・自記圧力計等※を用い、10分間（配管内容積が2.5L以下の場合は5分間）電気式ダイヤフラム式自記
　　圧力計にあっては、5分間（配管内容積が10L以下の場合は2分間）以上保持し、自記圧力計等により
　　圧力降下を測定する。
　・測定中、高圧部分からのガスが低圧配管に流入しないように注意する。
　・測定した結果、圧力に変動のないものを合格とする。
　・安全を確認して開栓を行う。

内容積2.5Ｌ以下の
管長早見表

管　　経

１/２Ｂ（15A）

12m以下

３/４Ｂ（20A）

6m以下

１Ｂ（25A）

4m以下

※自記圧力計等：機械式自記圧力計、電気式ダイヤフラム式自記圧力計、指針式圧力計、
　　　　　　　　マノメータ、電気式ダイヤフラム式圧力計

機械式自記圧力計

ＬＰガス貯蔵設備

パ
イ
プ
シ
ャ
フ
ト

中間ガス栓を閉じる
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４．ガス検知器を用いる方法
　埋設部は、ボーリングしガス検知器で確認する。
　ボーリングは、配管図面等により位置をよく確認し、埋設管を損傷しないように注意して５m間隔で行う。

図 参考-12　ガス検知器等での確認例

ボーリングバーによる検査

ガス検知器
ガス検知器

換気口
（隠ぺい部）

ＬＰガス貯蔵設備

：ガス検知器又は漏えい検知液
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圧力を確認する方法には、圧力検知装置による方法又は自記圧力計等を用いる方法がある。

　※共同住宅・学校・病院・業務用等の調整器の調整圧力及び閉そく圧力、燃焼器入口圧力の測定は圧力
　　検知装置を設置することが望ましい。

参考 ７．調整器の調整圧力及び閉そく圧力、燃焼器入口圧力の確認方法

圧力検知装置の場合 自記圧力計等の場合

・圧力検知装置の表示の確認
  （２ヶ月に１回以上）
・集中監視システムによる
  圧力異常通報の常時監視

表示の確認をして
いない場合

圧力異常表示
のない時

自記圧力計等による圧力の確認
※圧力の確認には、自記圧力計を用いるのが望ましい。

圧力異常表示
のある時

①閉そく圧力異常 ②調整圧力異常 ③燃焼器の入口圧力異常

圧力
検知装置
の機能
確認

点検・調査票に記録

※圧力検知装置
　で異常表示
　された場合

温度等の上昇
によるもの

異常圧力の
出た原因を
調査記録

調整器不良

調整器の
交換・修理・
改善

調整器の
交換・修理・
改善

① ② ③
容器からの蒸発
能力不足
容器のガス切れ

調整器の容量
不足
調整器の不良

供給管・配管
等の圧力損失
が大

適切な容器
の設置

調整器の交換
調整器の修理
・改善

管の口径等
サイズアップ

圧力が
高い場合

圧力が
低い場合

販売事業者及び消費者への連絡・通知

圧力異常
なし

圧力異常
あり
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点検・調査している時間は、ガスの使用を止めてもらうよう共同住宅の消費者にお願いする。
ただし、共同住宅等でガス供給を停止できない場合で自記圧力計等を用いる圧力確認は、以下の例により
行う。

・閉そく圧力
　調整器に最も近いＡ室か、メーターガス栓検圧孔などに、点検・調査を行っている間、自記圧力計を設置
　して、自記圧力計のチャートから閉そく圧力を読みとる。（閉そく圧力が測定できない場合は、測定不能と
　記入し、参考でカッコ書きで測定中の最高圧力を記入する｡）
　※このような場合、圧力検知装置の設置をすることが望ましい。

・調整圧力
　任意の部屋に自記圧力計等を設置し、最小の燃焼器に点火して、調整圧力が2.3kPa～3.3kPaである
　ことを確認する。

・燃焼器入口圧力
　各部屋ごとに、最大の燃焼器に点火して、自記圧力計等で燃焼器入口圧力を測定し、2.0kPa～3.3kPa
　であることを確認する。

三つ又が使用されている場合、保安上、以下の様な懸念、問題がありますので、２口ヒューズガス栓等を
用いた設備改善工事を行うよう消費者に勧めてください。

自記圧力計等を用いる共同住宅の確認例

図 参考-13　共同住宅の圧力確認例

A

検査孔

参考 ８．三つ又を使用した場合の問題点

誤開放、誤接続に伴う事故
ゴム管が長くなることに伴う事故（躓き、ホース抜け等）。
ゴム管が長くなることに伴う流量不足（圧力損失）。
三つ又の左右にガス消費量の差が大きい燃焼器具を接続した場合に発生するトラブル。ガス消費量
の小さい方の燃焼器具を使用中に大きい方の燃焼器具を点火すると、ガスの流れが大きい方の燃焼
器具側に引っ張られてしまい、小さい方の燃焼器具側にガスが流れずに立消えを起こす可能性があり
ます。

１．
２．
３．
４．

【監修：（一社）日本エルピーガス供給機器工業会】
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